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第１章  総則 
 

第１節 計画作成の主旨等 
本節では、地域防災計画の目的や構成、他計画との関係性、さらには計画の取扱いについて記

載する。 

 

第１ 計画の目的 
本計画は、市民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある大規模な地震災害に対

処するため、本市や指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災機関がその有

する機能を有効に発揮して、市域における災害予防、応急対策及び災害復旧、復興を実施するこ

とにより、災害から市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、災害による被害を軽減し、

もって社会秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

 

第２ 計画の構成 
本計画は、国の防災基本計画や県地域防災計画と整合性を有し、本市の地域性を加味した計画

とし、過去の被災状況を踏まえた内容とするとともに「会津若松市総合計画」をはじめとする本

市の他の分野別計画等と整合性を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 他の計画及び他の法令に基づく計画との関係 
（１）県地域防災計画との関係 

県地域防災計画（地震・津波災害対策編）と整合を有する。 

（２）日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 

本市は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

法（平成16年法律第27号）により、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域と

して指定されている。そのため、本計画を日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進

計画を兼ねるものとし、地震防災対策の推進を図る。（日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第５条第２項） 

 

第 1部 基本編 

第 2部 地震災害対策編 

第 3部 風水害対策編 

第 4部 各種災害対策編 

資料編・様式編 

地 域 防 災 計 画 
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（３）他法令等に基づく計画との関係 

本計画は、本市の地域に係る地震防災総合対策の基本としての性格を有するものであり、

他の法令の規定に基づく計画の防災に関する部分については、この計画との整合性を図るも

のとする。 

 

第４ 計画の取扱い 
本計画は、災害対策基本法第 42条の規定に基づき毎年検討を加え、必要があると認めるとき

は、これを修正する。 

市及び防災関係機関等は、この計画に基づき、各々処理すべき防災業務について必要な事項を

細部要領やマニュアル等で定め、より具体的な災害の予防対策、応急対策及び復旧・復興対策の

推進体制を整えるものとする。  
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第２節 自助・共助・公助の基本 
本節では、市民（自助）、地域（共助）、市や県、防災関係機関等（公助）の役割について記

載する。 

 

第１ 自助・共助の基本 
１ 市民の役割（自助） 

（１）「自らの命は自分たちで守る（自助）」という意識を持つ。 

（２）防災に関する知識の習得に努め、訓練に参加する。 

（３）災害の教訓を次世代に伝承する。 

（４）災害に対する知識の向上を図り、家庭内において十分話し合いを行う。 

（５）災害時の避難場所、避難所を確認する。 

（６）少なくとも３日分（できれば１週間）の食料、水（３日で９Ｌ）、生活必需品の備蓄を行

う。 

（７）住居の耐震化や耐震用品の活用により安全性を確保する。 

（８）災害時に対策に役立つ情報を災害対策本部へ提供する。 

（９）「自分たちのまちは自分たちで守る（共助）」という意識を持つ。 

（10）地域において相互に助け合い、平時からの防災体制の構築に努める。 

（11）飼い主による家庭動物との同行避難や避難所等での飼育についての準備に努める。 

（12）火災や地震等の災害に備えて、保険・共済等の加入に努める。 

 

２ 地域の役割（共助） 

（１）地域内の危険箇所、避難経路の把握や防災活動用資機材の整備、点検に努める。 

（２）地域での防災訓練の実施など、防災意識の普及・啓発に努める。 

（３）災害時に住民からの情報収集、住民への伝達（二次情報、地域情報）に協力する。 

（４）災害時に地域の避難行動要支援者の避難誘導・安否確認に協力する。 

（５）災害時に支援物資の配布に協力する。 

（６）災害時に避難所運営に協力する。 

（７）地域の自主防災組織を結成し、防災活動に努める。 

（８）自主防災組織にあっては、地域内の災害初動期の応急対策に協力する。 

 

３ 民間事業所等の役割 

（１）施設の安全確保を図り、また防災意識の普及・啓発に努める。 

（２）事業継続計画を策定する。 

（３）災害時に従業員や顧客の安全確保を図り、安否確認を行う。 

（４）施設の確保や備蓄品の保管等、従業員や顧客等が滞在可能な環境整備に努める。 

（５）災害時に施設や人材等を災害対策本部や地域住民に提供するよう努める。 

（６）災害時に協力できることについて、市と災害時応援協定を締結する等努める。 
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第２ 公助の基本 
１ 市の役割 

市は、市民の生命、身体及び財産を保護し、その安全を確保するとともに、本市を災害被害か

ら復旧し、市民生活の再建及び安定を図る。さらには本市の未来に向けて、市民とともに計画的

に本市の復興を図っていく。 

 

２ 県の役割 

県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、地域住民の生命、身体及び財産を災害か

ら保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体の

協力を得て、防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関す

る事務又は業務の実施を支援し、かつ、その総合調整を行う。 

 

３ 指定地方行政機関の役割 

指定地方行政機関は、地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定行政機関

及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、県及び市町村の活動

が円滑に行われるようその業務に協力する。 

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関の役割 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、自ら防災活

動を実施するとともに、県及び市町村の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

 

５ 公共団体及び防災上重要な施設の管理者の役割 

公共団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとともに、災

害時には災害応急措置を実施する。 また、市町村その他の防災関係機関の防災活動に協力する。 

 

（※）基本編 第２章 防災関係機関等の役割（P.10） 
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第３節 地震被害想定 
「東縁断層帯」、「西縁断層帯」ともに甚大な被害が発生するが、特に「東縁断層帯」におい

ては、市内全域で、家屋が倒壊し、それに伴う火災も各地区で発生し、死者及び負傷者も甚大な

数となることが見込まれる。また、上下水道をはじめとするライフライン被害も甚大で、道路・

橋りょうについても陥没や倒壊が予想される。 

本節では、福島県が令和４年11月に公表した地震被害想定の概要について記載する。 

 

第１ 県における地震被害想定結果（令和４年11月） 
福島県では、平成10年３月に地震被害想定調査結果を公表しているが、県内の人口分布や建物

分布状況、インフラの整備状況の変化、沿岸地域における東日本大震災の津波被害や復興、福島

第一原子力発電所事故による帰還困難区域などの影響を踏まえ、最新の科学的知見や手法及び近

年国内で発生した地震における課題や教訓を反映し、全面的な被害想定調査の見直しを行い、令

和４年11月に公表した。 

 

１ 想定地震の概要 

令和４年11月に公表している被害想定調査で想定した地震は以下のとおりである。 

市町村直下型地震は、想定する３つの地震（福島盆地西縁断層帯、会津盆地東縁断層帯、想定

東北地方太平洋沖地震）で大きな被害が発生しない市町村においても、潜在的な断層が存在する

可能性がある（地震災害が発生する可能性がある）ため設定した地震である。 

 

想定地震名 マグニチュード 市の最大震度 

福島盆地西縁断層帯を震源とする地震 M7.8 ５強 

会津盆地東縁断層帯を震源とする地震 M7.7 ７ 

想定東北地方太平洋沖地震 M9.0 ６強 

市町村庁舎直下で発生する地震 M7.3 ７ 

※M：マグニチュードを示し、地震計で観測される波の振幅から計算された地震の規模のことである。 

 

【福島盆地西縁断層帯を震源とする地震震度分布】

 
  



第１章 総則 第３節 地震被害想定 

6 

【会津盆地東縁断層帯を震源とする地震震度分布】 

 

 

【想定東北地方太平洋沖地震の震度分布】     【市町村庁舎直下で発生する地震の震度分布】 

  

 

２ 被害想定結果（福島県被害想定調査結果） 

被害は、発災時刻や季節の異なる、①冬５時、②夏12時、③冬18時の３つのシーンを想定して

整理した。また人口は平成27年国勢調査、建物は各市町村の固定資産台帳等のデータを活用し

た。【被害想定結果一覧】 
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【被害想定結果一覧】 

 

※東縁断層震源時及び東北地方太平洋沖は県「福島県地震・津波被害想定調査結果」（R4.11公表）より 

  

冬5時 夏12時 冬18時 冬5時 夏12時 冬18時

全壊 161(棟) 161(棟) 161(棟) 143(棟) 143(棟) 143(棟) 木造建造物 57,015（棟）

半壊 816(棟) 816(棟) 816(棟) 702(棟) 702(棟) 702(棟) 非木造建造物 9,396（棟）

全壊 13,330(棟) 6,207(棟) 13,330(棟) 126(棟) 23(棟) 126(棟) 全棟数 66,411（棟）

半壊 9,428(棟) 6,905(棟) 9,428(棟) 510(棟) 150(棟) 510(棟)

全壊 8(棟) 9(棟) 8(棟) 3(棟) 3(棟) 3(棟)

半壊 19(棟) 20(棟) 19(棟) 6(棟) 6(棟) 6(棟)

火災 焼失 2,401(棟） 4,188(棟) 8,578(棟) 0(棟) 0(棟) 0(棟)

21(件) 37(件) 71(件) 0(件) 1(件) 2(件)

17(件) 31(件) 59(件) 0(件) 0(件) 1(件)

17(件) 30(件) 58(件) 0(件) 0(件) 0(件)

968(人) 306(人) 1,053 (人) 9(人) 1(人) 6(人)

4,926(人) 8,047(人) 8,860(人) 108(人) 111(人) 94(人)

1,681(人) 2,139(人) 3,045 (人) 12(人) 6(人) 9(人)

死者 185(人)  59(人)  337(人) 2(人) ※ (人) 1(人)

負傷者 943(人) 1,541(人)  2,876(人) 21(人) ※ (人)  18(人)

重傷者 322(人)  410(人)  914(人) 2(人)  1(人)  2(人)

被災1日後 32,441(人) 22,573(人) 42,463(人) 809(人) 548(人) 827(人)

被災1週間後 50,360(人) 42,958(人) 57,876(人) 2,775(人) 2,578(人) 2,788 (人)

被災1か月後 41,674(人) 40,687(人) 42,676(人) 809(人) 634(人) 827(人)

被災1日後 6,211(人) 4,322(人) 8,130(人) 155(人) 105(人) 158(人)

被災1週間後 9,641(人) 8,224(人) 11,081(人) 531(人) 494(人) 534(人)

被災1か月後 7,979(人) 7,790(人) 8,170(人) 155(人) 121(人) 158(人)

被災直後 (停電率)

被災1日後 (停電率)

被災1週間後(停電率)

被災1か月後 (停電率)

被災直後 (断水率)

被災1日後(断水率)

被災1週間後(断水率)

被災1か月後(断水率)

被災直後 (不通回線率)

被災1日後 (不通回線率)

被災1週間後(不通回線率)

被災1か月後 (不通回線
率)

被災直後(機能支障率)

被災1日後 (機能支障率)

被災1週間後(機能支障率)

被災1か月後 (機能支障
率)

被災直後 (供給停止率)

被災1日後 (供給停止率)

被災1週間後(供給停止率)

被災1か月後 (供給停止
率)

LPガスの
漏洩被害

機能支障 (機能支障率)

2,000,960
（トン）

2,139,136
(トン)

2,478,432
(トン)

59,792
（トン）

59,792
 (トン)

80,797
(トン)

地震発生時・被害総括表
想定東北地方太平洋沖地震 備考

風速８m/s

全出火は、建物全壊及び

電気機器等からの出火

炎上出火件数
炎上出火は、住民による初期消火によって消火されたものを考

慮

残出火件数
残出火は、消防隊による消火活動によって消火されたものを考

慮

人的
被害

死者数 市内全昼間人口　128,980 (人)

負傷者数 市内全夜間人口　124,062 (人)

建物

被害

液状化

揺れ

急傾斜地

全出火件数

要配慮者の
避難者数

避難所外含む

重傷者数 要配慮者数　23,752（人）

要配慮者

避難者数 避難所外含む

16,259 (人) (13.0%)

8,715 (人) (7.0%)

53(人) (※%)

0 (人) (0.0%)

8,670(人) (6.9%)

644(人) (0.5%)

0 (0.0%)

1,976(人) (1.6%)

512 (人) (0.4%)

ライ
フ

ライ
ン

被害

停電人口

57,163 (人) (45.7%)

災害廃棄物発生量

避難者に対する
備蓄以外の必要給水量

16,658 (98.4%)

3,317 (2.5%)

1033,605（リットル）

電信被害

10,527(45.7%)

42,699 (人) (34.2%)

22,579(98.1%)

断水人口

17,960 (人) (14.4%)

18,600 (80.8%)

1,302 (5.7%)

9,196 (54.3%)

16,930 (99.9%)

16,920 (99.93%)

都市ガス被
害

16,932 (100.0%)

11,519 (人) (9.2%)

16,932 (100.0%)

16,702 (98.6%)

16,551 (97.7%)

下水道機能
支障人口

12,192(人) (9.8%)

0 (0.0%)

84,721 (人) (67.8%)

82,632 (人) (66.1%)

62,413(人) (49.9%)

10 (※%)

可燃物・不燃物・コンクリートがら・金属・柱角材の合計

東縁断層震源時

122,604 (人) (98.1%)

100,997 (人) (80.8%)

7,071(人) (5.7%)

0 (人) (0.0%)

117,334 (人) (93.9%)

116,275 (人) (93.0%)

104,115(人) (83.3%)

1,345 (1.0%) 供給戸数　133,834（棟）

133,234（リットル）
家庭内備蓄及び給水資材も

含む1～3日の合計

需要家数　16,932(棟）

8,502 (人) (6.8%)

1,605 (7.0%)
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【本市周辺の活断層位置図】 

 

※活断層とは、過去に地殻変動を繰り返した断層で、今後も活動する可能性が大きい断層である。 

※西縁断層帯では、丘陵を構成する鮮新～更新世の地層は一様に東側（盆地側）に急傾斜しており、まれ

に逆転するところがある。この付近の断層の活動に伴って、丘陵基部に発達する小扇状地や河岸段丘は

切断・変形しており、低断層崖やとう曲崖が明瞭である。東縁断層帯は断層がほぼ南北方向に延びてお

り、断層の東側が西側に対して相対的に隆起する逆断層である。 

引用：地震調査研究本部（文部科学省研究開発局地震・防災研究課）ホームページより 
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３ 福島県被害想定調査結果を踏まえた今後の防災・減災対策 

本市においては、想定される地震のうち、福島盆地西縁断層帯を震源とする地震については、

人的被害や建物被害等が想定されていないものの、会津盆地東縁断層帯を震源とする地震及び想

定東北地方太平洋沖地震では、本市を震度７あるいは６強の揺れと建物の倒壊や人的被害、火災

の発生等の被害が想定されている。また、市町村庁舎直下地震では、最大震度７の揺れが想定さ

れており、被害が発生すると見込まれる。 

県の被害想定を踏まえ、いつ発生するかわからない地震に対して、行政のみならず、各施設管

理者や企業、市民等地域全体で日ごろからの備えを充実させ、地震被害の防災・減災対策に努め

ていくことが重要である。 

特に、液状化等による建物被害や人的被害軽減のため、建物の耐震化の促進や空き家対策等に

加え、家具等の転倒防止対策、感震ブレーカーの設置の促進など家屋内における対策など地震被

害の軽減を図るため、地震対策を推進していく。 

 

（※）会津若松市ホームページ 

「家庭用防災カルテ・ハザードマップ」 
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第４節 地震対策の目標 
地震対策における目標は以下のとおりである。 

特に、会津盆地東縁断層帯を震源とする地震においては、最大で避難者57,876人、揺れによる

半壊以上の建物が22,758棟と想定され、都市機能が失われる被害状況となっており、下記対策を

一層強化していく。 

 

項目 内容 

最大規模の災害を 

想定した対策の実施 
災害に強い都市基盤づくりを推進する 

情報収集・伝達手段の多

重化・多様化 

災害情報を市民に伝達するため、伝達手段の多重化・多様化を図るととも

に、通信輻輳時の双方向通信手段の確立など、情報収集・伝達機能を強化

する 

避難対策の充実・強化 
避難所の開設・運営を迅速かつ円滑に行うため、避難所機能の充実強化を

図る 

要配慮者の避難支援 

対策の強化 

要配慮者の避難誘導を迅速かつ的確に実施するため、共助を含めた取組み

を強化する 

広域的かつ多様な団体

との協力体制の強化 

大規模かつ広域的被害を想定し、都道府県や地域を越えた応援体制を構築

する。災害対応の迅速化と充実を図る観点から、民間事業者の専門性を取

り入れるなど、多様な団体との災害応援体制を構築する 

地域防災力の向上   

地域の防災対応力向上のため、行政と地域の適切な連携のもと、自助・共

助を基本とした災害に対する知識の普及と防災リーダー等を育成するこ

とにより、地域の防災対応力の強化を図る 
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第２章 災害予防 
 

第１節 防災組織の整備・充実 
本節では、災害時の迅速な対応を図り、被害軽減・早期の復旧・復興のため、平常時に実施す

る防災組織の整備や防災関係機関との関係の構築に関する対策について記載する。 

 

第１ 防災組織の整備方針 
（１）自主防災組織の育成・強化 

市は、地域住民等による自主防災組織の設立促進や防災活動の支援に努める。 

また、災害時における情報伝達や支援物資の給付、避難所運営等の役割の一端を担うこと

ができるよう支援を行う。 

（２）事業所内の自主防災組織 

各事業所は、可能な限り事業所内で自主防災組織の育成・強化を図り、防災意識の高揚や

災害時に備えた予防防災活動、災害時の応急対策活動を行う。 

（３）消防団の充実 

災害時において、消防団は地域活動の核を担うものであり、その「地域密着性」「要員動

員力」「即時対応力」は災害対策に欠かせないものであることから、市は関係機関・関係団

体の協力のもと消防団員の確保や施設、装備等の充実に努める。 

（４）ＮＰＯ・ボランティア等 

市は、防災士やＮＰＯ・ボランティア団体及び専門的な知識、技能を持つＮＰＯ・ボラン

ティア等の把握に努め、その活用を支援し、また育成に努める。 

あわせて、災害時の支援が期待される、ＮＰＯ・ボランティア等の活動を受け入れる体制

づくりを進める。 

 

第２ 防災関係機関相互の連携体制 
（１）市は、都道府県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ県と要請の手順、連絡調整

窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、実効性の

確保に努め、必要な準備を整えておく。 

また、訓練等を通じて、国が所管する応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受入に

ついて、活用方法の習熟、発生時における円滑な活用の促進に努めるものとする。 

（２）市は、避難指示等を発令する際に、国又は県に必要な助言を求めることができるよう、連

絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必

要な準備を整えておく。 

（３）市は、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、他の地方公共団体から

の物資の提供、人員の派遣、災害廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災害対応を実

施できるよう、相互応援協定の締結に努める。その際、相互応援協定の締結に当たっては、
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近隣の地方公共団体に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所

在する地方公共団体との間の協定締結も考慮する。 

（４）市は、必要に応じて、被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、あらかじ

め相互に協定を結び、それぞれにおいて、後方支援基地として位置付けるなど、必要な準備

を整える。 

（５）市は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関か

ら応援を受けることができるよう、地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞれ位置付

けるよう努めるものとし、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、

災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体

制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整える。 

（６）市は、食料、飲料水、生活必需品、医薬品、血液製剤、燃料及び所要の資機材等の調達並

びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用等に関する応援体制の充実に努める。 

（７）市並びに防災関係機関は、機関相互の応援が円滑に行えるよう、警察・消防・自衛隊等の

部隊の展開及び宿営の拠点、ヘリポート、物資搬送設備等の救援活動拠点、緊急輸送ルート

等の確保及びこれらの拠点等に係る関係機関との情報の共有に努める。 

（８）市は、派遣する応援職員が円滑に活動できるよう、資機材や装備品等の整備に努める。 
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第２節 防災拠点施設の指定・整備 
本節では、発災時に迅速に災害対策本部の設置（代替含む）や指定避難所の開設を行えるよ

う、防災拠点施設の種類やその機能の整理、また、防災拠点施設における設備等の整備について

記載する。 

 

第１ 防災拠点施設の指定 
市の公共施設は、基本的にそれぞれの施設機能や利用目的を踏まえながら、その利用者に配慮

した上で、市内各地が被災した場合における救援活動の拠点として、あるいは、被災地域が限定

された場合における現地救援活動の拠点として位置づけるものとする。 

なお、災害の状況により、以下の指定施設以外にも対策本部長の判断により、指定することが

ある。 

 

【防災拠点施設の種類と機能】 

区分 機能 対象施設 

防災拠点施設 災害対策本部 

・本庁舎 

※代替施設 

・生涯学習総合センター（會津稽古堂） 

・北会津支所     ・河東支所 

地域防災拠点施設 
現地対策本部 

災害時の地域拠点 

・支所 

・公民館、コミュニティセンター  等 

消防拠点施設 ― ・消防本部、消防署等 

情報交流施設 
災害時における情報提供 

市民交流スペース 

・公民館 

・コミュニティセンター 

・會津風雅堂 

・本庁舎１階 市政・観光情報コーナー 

食料供給施設 避難所へ食料を供給する ・学校給食センター  等 

物流拠点施設 
支援物資等を集積 

一時保管する施設 

・アピオスペース 

・会津総合運動公園 

・河東総合体育館 

・公設地方卸売市場 

・会津大学 

・下水浄化工場 

避難場所 市民等が一時的に避難する施設 ・学校の校庭、公園  等 

避難所 
市民が一時的に避難生活をする 

施設 

・学校の体育館、公民館、 

コミュニティセンター  等 

福祉避難所 
避難所での避難生活が難しい要配

慮者等が利用する施設 

・保健センター、デイサービスセンター及

び市が協定を締結している社会福祉施設  

等 

※福祉避難所は災害救助法で定めるもののほ

か、高齢者や障がい者、妊婦等、避難生活

に配慮が必要な者のための避難施設 

二次避難所 
避難が長期化する場合に避難生活

をする施設 

・市が協定を締結している東山温泉・芦ノ

牧温泉旅館  等 
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区分 機能 対象施設 

長期避難者施設 
市外避難者等が長期的に避難生活

をする施設 

・あいづ総合体育館、河東総合体育館、 

ふれあい体育館  等 

災害ボランティア

センター 

ボランティア活動の拠点となる 

施設 
・会津大学、文化センター  等 

自衛隊等野営場所 自衛隊が野営を行う場所 
・市が協定を締結している会津大学グラウ

ンド 

 

第２ 防災拠点施設の整備 
防災拠点施設の整備については、施設本来のあり方や施設規模、建設年度等に配慮した上で、

既存の公共施設に防災機能を追加・整備する。また、新たな施設整備にあたっては、防災機能の

付加に努めるものとする。 

主な内容は次のとおりである。 

① 耐震化工事 

② 情報通信機器整備 

③ 備蓄場所や非常用電源の確保、省電力等のほか太陽光発電設備や蓄電池 

④ 電気自動車（ＥＶ車）等の導入 

⑤ 省電力対策として照明のＬＥＤ化推進など多様性と環境配慮に努めるとともに、耐震性が

あり、かつ、浸水する危険性が低いなど堅固な場所への設置等 
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第３節 防災情報通信網の整備 
本節では、発災時に迅速に被害情報の収集・共有、応援の要請等が実施できるよう、防災関係

機関や市民との情報連絡体制の整備方針について記載する。 

 

第１ 災害時通信手段の整備・確保 
市は、災害時に多様な情報伝達手段が確保されるよう、複数メディアによる情報連絡体制や情

報伝達ルートの多重化など多様な通信手段を確保するとともに、日頃から情報伝達訓練等を通し

て、有効に活用できる体制を構築するものとする。 

また、ＩＣＴ(※)の積極的な活用を図るとともに、ＩＣＴの利用が難しい市民に配慮した通信手

段も確保するものとする。 

加えて、停電時の電源確保のための非常用電源設備の促進に向けた検討を進めるものとする。 

 

※Information and Communication Technology：情報通信技術 

 

１ 災害対策本部（関係機関）の情報収集体制の整備 

国、県、市民及び職員からの情報収集を含め、災害直後の迅速な情報収集体制の構築を図ると

ともに、災害対策本部と防災関係機関との情報連絡体制の確立を図る。 

 

項目 概要 

県総合防災情報システム（※） 

災害による被害情報をはじめ、気象警報や雨量、河川の水位情報、

避難情報や避難所情報などの防災情報を一元化し、県、市町村、

防災関係機関（消防、警察、自衛隊等）がリアルタイムで情報共

有を行うことで、災害対策本部での意思決定を支援し、迅速な災

害対応につなげることを目的として整備した福島県独自の地図

情報システム（ＧＩＳ） 

県震度情報ネットワ－ク 

システム 

県内の84箇所に計測震度計を整備し、気象庁の計測震度計利用の

７箇所と合わせて、県内の全市町村の震度情報を収集する。得ら

れた震度情報は、県総合情報通信ネットワークを通して各地方振

興局、各市町村、各消防本部等に配信され、速やかな初動体制の

確立、市町村別の被害状況の推定、各種の応急対策の検討などに

活用される。 

県総合情報通信ネットワーク 
災害から県民の生命、財産を守り、被害を最小限に抑えるため、

国、県、市町村、消防、防災関係機関等に整備された通信網 

Ｊアラート 

対処に時間的余裕のない事態に関する情報を携帯電話等に配信

される緊急速報メール、市町村防災行政無線等により、国から住

民まで瞬時に伝達するシステム 

※県は、一元化した各種情報のうち、気象警報や避難情報、避難所情報に加え、道路や河川の状況を交え

た情報を地図上に分かりやすく表示し、県民の避難行動につながる情報を提供するために、ポータルサ

イト「福島県防災ポータル」での情報発信も行っている。 
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【全体イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県震度情報ネットワ－クシステムの概要図】 

  

総務省消防庁 気象庁 

福島地方気象台 

県庁 
（送受信装置） 

県地方振興局 

消防本部等 

市町村 発信装置 
 

計測震度計 

気象庁計測震度計 
・郡山市 
・田村市（船引） 
・棚倉町 
・猪苗代町 
・西会津町 
・南会津町（田島） 
・浪江町 

県総合情報通信ネットワーク有線・衛星回線及び通信事業者ＬＴＥ

※非常電源設備設置 

県総合情報通信ネットワーク 【県計測震度計設置市町村】 【気象庁計測震度計利用市町村】 

通信設備 
 

発信装置 
 

Ｉ／Ｆ等 

通信設備 
 

消防本部 

通信衛星 

 

全国瞬時警報システム 
J-ALERT 

報道機関 

日本放送協会 
（NHK） 

福島県 

 

会津若松 

警察署 

 
テレビ､ラジオ 

 

会
津
若
松
市 

県総合防災情報 

システム 
  

県総合情報 

通信ネットワーク 

消防庁 
配信システム 

住
民
等 

災害・避難情報 
・あいべあ 

（防災情報メール） 

・コミュニティＦＭ 

・緊急速報メール 

・広報車 

・一般電話 

・ＦＡＸ 等 

消防職員 

消防団 

：関係機関からの伝達経路  
：市町村からの伝達経路  
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２ 各種通信施設の利用 

市は、加入電話が使用不能等になった時などの非常時に備え、各種通信施設の利用について、

平時から体制を構築する。 

（１）非常無線通信 

県、市及び防災関係機関等は、加入電話が使用不能になったときは、東北地方非常通信ル

ートに基づく東北地方整備局・警察本部・東北電力ネットワーク(株)福島支社・(一社)日本

アマチュア無線連盟福島県支部及びアマチュア無線赤十字奉仕団等の協力を得て、その無線

通信施設の利用を図る。 

（２）災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車 

県、市は、災害応急対策に必要な通信機器及び災害発生による通信設備の電源供給停止時

の応急電源（移動電源車）について、必要に応じて東北総合通信局に貸与を要請する。 

 

３ 市民等への情報提供体制の整備 

市民等への災害情報提供にあたっては、ＩＣＴの積極的な活用を図り、あわせて、市民からの

多様な大量の災害情報を収集・選別できる体制の構築を目指す。 

特に、災害時における人的支援の柱となる消防団員との連絡や、孤立集落との連絡手段として

消防無線は有効なことから、消防本部と一体的なシステムを構築することを目指す。 

また、非常時の通信確保ができるよう、災害時優先電話の有効活用を図るとともに、テレビ難

視聴地域においては、国からの補助等を活用し、共聴施設の設備更新等の支援に努める。 

 

項目 概要 

ＳＮＳ(※１) 
・防災メール登録者に対する災害情報の送信 

・市民等からの情報収集 

ＧＩＳ(※２）の活用 

・平時に地図上に防災拠点施設情報や災害危険箇所情報の提供 

・災害時に最新の被害情報、二次的な情報（避難所開設、支援物

資配給等）の公表 

携帯端末 

（携帯電話、スマートフォン等） 

・防災メール登録者に対する防災情報の提供 

・緊急速報メール（エリアメール等）の配信 

消防無線 

・消防団への災害情報や防災対策情報の提供 

・ポンプ車等を活用した地域への広報 

・孤立化するおそれのある地域への消防無線の配備 

コミュニティ放送 

（エフエム会津） 

・Ｊアラート情報の自動転送システムによる割り込み放送の実施 

・災害時に市が臨時災害放送局を設置する場合における運営協力 

特設公衆電話 
・災害時における避難所の通信確保手段である特設公衆電話の有

効活用 

デジタルサイネージ ・情報交流施設等のデジタルサイネージの活用 

町内会放送設備の活用 ・町内会放送設備利用による地域住民への迅速な情報提供 

市広報車・放送設備 ・市広報車や本庁及び支所放送設備を活用した情報提供 

Ｌアラート 

（災害情報共有システム） 

・Ｌアラート（災害情報共有システム）による被害情報や避難指

示等の発令、避難所開設などの災害情報等の発信 
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項目 概要 

災害時電話発信サービス 
・高齢者や障がい者等の要支援者への災害時における避難情報の

提供 

防災アプリ ・平時、発災時における防災情報の提供 

防災行政無線等 
・専用の屋外放送設備及び戸別受信機を利用した地域住民への

迅速な情報提供 

※１Social Networking Service：市は、社会的ネットワークをインターネット上で構築するサービスを平

成24年度に整備した。名称は「あいべあ」である。 

※２Geographic Information System：位置や空間に関する様々な情報を、コンピュータを用いて重ね合わ

せ、情報を視覚的に表示させる地理情報システム 

 

第２ 情報流出防止対策 
災害発生時における、情報の流出・喪失を阻止するため、データの退避対策として、サーバの

クラウド化を進める。 
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第４節 気象等観測体制 
本節では、県内における地震計の設置やその観測状況について記載する。 

 

第１ 地震観測網 
県内における主な地震計の設置並びに観測の状況は、次のとおりである。 

 

 

出典：福島県地域防災計画 
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第５節 火災予防対策 
市は、消防機関及び防災関係機関と連携し火災予防体制の充実強化を図ることとし、消防関係

機関と市民、事業所がそれぞれの役割に応じて防火対策を講じることにより、火災発生を抑止し

て全体の出火防止を目指す。 

なお、会津若松地方広域市町村圏整備組合の権限に属する事務については、当該組合の管理者

へ要請することにより、市の対策と一体的な取組を行うものとし、本節では、火災予防に関する

対策について記載する。 

 

第１ 消防力の強化 
１ 常備消防の強化 

消防本部では、消火活動に必要な施設や装備の充実に努める。特に、都市化に伴う建物の高層

化など、建物の多様化、大規模化に対応できる消防体制の充実強化及び最新式高性能消防機種の

導入に努める。 

また、消防施設の整備については、第２次消防施設整備計画（会津若松地方広域市町村圏整備

組合消防本部作成）に基づき実施するものとする。 

 

２ 通信体制の整備 

ＩＣＴを活用した総合通信指令システム導入等により、多様化する消防業務に的確かつ迅速に

対応できるシステム整備を進める。 

また、消防本部と消防団の連携が円滑に行えるよう、一体的な通信設備の整備を進める。 

 

３ 消防団の強化 

災害時に備え消防団の強化を図るため、消防団組織や消防ポンプ等の施設設備の整備を進める

とともに、団員の安全な活動に必要な装備の充実を図る。 

また、消防団の活動しやすい環境づくりのために、地域や事業所の協力体制の構築に努

め、消防団員加入促進や消防団表示協力事業所の登録数の増加を図る。 

４ 消防水利の整備 

市消防水利整備計画に基づき、計画的に老朽化した消火栓の修繕を行うとともに、耐震性のあ

る防火水槽の整備を検討するなど、消防水利の充実を図る。あわせて、自然水利等の良好な維持

管理に努める。 

 

第２ 広域応援体制の整備 
市は、広域応援体制の整備に当たって協定の締結を進めるとともに、要請の手順、連絡調整窓

口、連絡の方法を取り決めておく。さらに、連絡先の共有を図るなど、実効性の確保に努め、必

要な準備を整えておくものとする。 

なお、本市においては、会津若松地方広域市町村圏構成市町村と消防団相互応援協定を、下郷

町・南会津町・喜多方市・北塩原村・郡山市と消防相互応援協定を締結している。 

 

第３ 火災予防対策 
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１ 消防施設の整備強化 

消防関係機関が事業計画により耐震性・耐火性の強化を図り、災害に強い施設の整備を進める

ものとする。特に、液状化への対策に配慮し、安全性を高めていくものとする。 

また、災害時に施設の老朽化により施設機能が維持できなくなることを防止するため、長寿命

化計画等の策定や見直しを行い、必要な修繕や更新を計画的に行っていくものとする。 

消防力の強化を図ることを主眼に、「消防力の整備指針」並びに「消防水利の基準」（ともに

消防庁告示）に基づき、消火栓、防火水槽等の整備を進めるとともに、消防施設が災害時に有効

に利用できるよう、日頃の点検充実を図る。 

 

２ オープンスペース（延焼遮断帯等）の整備・拡充 

本市の中心市街地等は、木造家屋の密集や生活道路が狭いなど、数多くの防災上の課題を抱え

ており、広域火災が発生するおそれがある。そのため、「会津若松市立地適正化計画」や「会津

若松市都市計画マスタープラン」など関連計画と整合性を図りながら、火災による被害を未然に

防止するため、道路、鉄道、河川を延焼遮断帯とするなどの機能を強化する整備を行う。 

（１）幹線道路の広幅員化 

火災の延焼防止のため、また災害時の物資輸送機能や避難経路を確保するため、幹線道路

については、広幅員化を図る。 

（２）道路沿道における植栽帯の確保 

道路沿道における植栽は、火災の延焼防止に資することから、その整備を図る。 

（３）市街地の道路沿道への不燃化構造建築物の立地誘導 

市街地の道路は、災害時の物資輸送や避難経路としての機能確保が必要であるため、不燃

化構造の建築物の立地誘導を進める。 

（４）避難場所、救援活動及び物資集積所としての整備 

公園等については、災害時の避難場所としても活用されるため、その整備に努めるほか、

一時的に救援活動や物資集積所としての利用が考えられることからも、その整備に努める。 

 

３ 市民への火災予防対策 

（１）出火防止知識の普及 

各家庭及び事業所における出火防止の徹底を図るため、ライフラインの復旧時に出火する場合も

あるため、電気のブレーカーの遮断及びガスの元栓閉止など避難時における対応防災パンフレッ

ト等により防火意識の啓発を行う。また、住宅用火災警報器や家庭用消火器の設置促進を図る。

さらに、各種火災予防運動や防災訓練、出前講座等を通して出火防止に関する知識の普及を図

る。 

（２）住宅防火診断等の実施 

消防署は、住宅防火診断等を通じ、家庭における火気使用設備・器具の適切な使用方法を

指導する。 

特に、住宅火災による被災の危険性が高い寝たきり又は一人暮らしの高齢者、身体障がい

者の家庭については優先的に実施する。 
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（３）消火器等の普及 

市及び消防本部は、災害発生時における初期消火の実行性を高めるために、各家庭におけ

る消火器等の普及に努めるとともに、住宅火災の早期避難に有効な住宅用火災警報器の設置

及び適切な維持管理についても指導する。また、消火器の設置義務がない事業所等において

も、消火器等の消火設備の積極的な設置を行うよう指導する。 

（４）家庭での初期消火 

市及び消防本部は、家庭における火災発生時の初期消火の重要性及びその方法について啓

発指導するため、一般家庭を対象として消火器具の使用方法、初期消火の具体的方法等につ

いて広報及び講習会を実施する。 

（５）自主防災組織の初期消火体制 

市及び消防本部は、地域ぐるみの初期消火体制確立のため、自主防災組織を中心とし、消

火訓練や防火防災講習会などを通じて、初期消火に関する知識、技術の普及を図る。 

 

４ 事業者・建築物への火災予防対策 

（１）建築物の火災防止 

① 消防署は、一般建築物のうち、消防法第７条（建築許可等についての消防長又は消防署長

の同意）に規定した建築物の書類審査に際して、防火上の指導を行う。 

あわせて適切に管理されていない空き家について、放火等の犯罪が危惧されることから、

対象となる建物情報の把握に努める。さらに感震ブレーカーや自動ガス遮断装置設置推進

等、建築物の火災防止対策を進める。 

② 予防査察の実施にあたっては、普段からの火災予防体制の徹底について指導する。 

（２）危険物施設の安全化 

危険物施設における構造設備の耐震化及び安全性の向上を図る。また、貯蔵、取扱いの保

安管理を指導し、危険物施設の安全化を推進する。 

（３）防火管理者制度の指導徹底 

学校、病院、工場、旅館、興行場、文化財等、特殊建造物における防火管理者制度及び業

務の徹底について、指導強化を図る。 

（４）火災警報等の発令 

知事から消防法に定める火災に関する気象通報を受けた場合又は気象の状況が火災予防上

危険であると認める場合、消防本部は火災警報を発令し、消防署及び消防団を通じて、火災

に関する警報発令の周知に努める。 
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第６節 建造物及び文化財災害予防対策 
本節では、災害被害が発生しても早期に復旧できる「住み続けられるまち」にするため、都市

構造の防災性を高めるための対策について記載する。 

 

第１ 建築物の耐震化 
市では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、建築物の計画的な耐震化を促進

するため平成20年11月に「会津若松市耐震改修促進計画」を策定し、市内の建築物の耐震診断及

び耐震改修の促進に取り組んできた。 

令和３年12月には「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく国の基本方針が改正さ

れ、合わせて「福島県耐震改修促進計画」が改定されたことから、市においても「会津若松市耐

震改修促進計画」の見直し、改定を行っている。 

市は、本計画及び「会津若松市耐震改修促進計画」を踏まえ以下の対策を促進する。 

（１）防火地域等の指定 

市街地における火災の危険性を防除するため、法令の定めにより必要に応じて「防火地

域」や「準防火地域」を指定する。 

（２）民間建築物の耐震化 

会津若松市耐震改修促進計画を踏まえて、民間の建築物の耐震化や減災化により一層取り

組む。 

（３）市及び公共施設の耐震不燃化 

災害対策本部設置場所となる本庁舎や避難所となる学校等の整備にあたっては、耐震耐火

構造とし、その機能の充実を図る。 

（４）防災関係機関施設の耐震不燃化 

消防施設等、防災関係機関施設は、災害時応急対策の拠点となることから、耐震耐火構造

とし、その機能の充実を図る。 

（５）公共建築物の対策 

市は、公共建築物の地震や火災、災害に対する安全性の確保と、被害を未然に防止するた

め、建築基準法第12条の規定により、定期的に、資格を有する者に建築物及び建築設備の状

況を点検させ、耐震性・耐火性の向上のための補修・補強又は改善を行うなど、建築物の適

切な維持管理を図る。 

 

第２ ブロック塀の倒壊防止対策 
市は、ブロック塀等の倒壊による人的被害を防止し、避難、消防、救助活動の妨げとならない

よう、確認に努め、必要に応じて改善指導する。 

 

１ 市民への周知 

市民に対し、ブロック塀の安全点検及び耐震性の確保について知識の普及を図る。 

また、ブロック塀を設置している住民に対して、日ごろから点検に努めるよう啓発するととも

に、危険なブロック塀に対しては改修や生垣等による改善を奨励する。 
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２ 事前指導の強化 

建築確認時に設置基準等を周知するとともに、市民に対しては、地震時のブロック塀等からの

危険回避等についての啓発に努める。 

 

３ 実態調査に基づく改善指導 

市街地のほか、小学校及び中学校の通学路に面するブロック塀等及び避難場所・避難所に指定

される施設の周辺地区についても、危険なものについては、必要に応じて改善指導を行う。 

 

第３ 窓ガラス等の落下物防止対策 
１ 落下物の範囲 

地震時に落下又は倒壊し、直接人的被害を及ぼしたり、避難の際の障害物となる危険のある物

には、以下のような物がある。 

（１）屋内落下物 

（２）建築物落下物 

（３）道路上の落下・転倒物 

 

２ 屋内の落下物防止対策 

市民や事業所等に落下物防止や家具転倒防止対策の周知を図る。 

 

３ 建築物の落下防止対策 

（１）公共施設・公共的施設等の対策 

飛散防止等の安全ガラス化、弾力性のある建築材の使用、飛散防止用フィルムの装着、照

明器具や屋外広告物の落下防止等の対策を推進するとともに、その他、落下・転倒防止のた

めの必要な事前指導の徹底を図る。 

（２）一般建築物の対策 

建築物の所有者又は管理者に対し、窓ガラス、瓦、看板等の落下物防止対策の啓発を行う

とともに、落下のおそれのある建築物について、所有者又は管理者に対して改善を指導す

る。 

 

４ 道路上の落下・転倒物等の防止対策 

広告塔、看板等の屋外広告物の中には、地震の際に落下し、被害を及ぼすものもある。 

特に、自動販売機や陳列商品等については、避難場所に指定される施設の周辺地区や国道、道

路に面するものを中心に関係機関と連携を図り、指導を強化する。 

 

第４ 被災建築物の応急危険度判定制度の活用と充実 
市は、地震により被災した建築物（一般住宅を含む）が、余震等による二次災害に対して安全

であるかどうかの判定活動を民間の建築士等の協力を得て行うため、県の「危険度判定士制度」

を活用し、判定活動体制の構築を図るものとする。 

  



第２章 災害予防 第６節 建造物及び文化財災害予防対策 

25 

第５ 文化財等の予防対策 
市教育委員会、文化財所有者・管理者等及び消防機関等の関係機関は、災害時における文化財

等の応急対策を踏まえた上で、次のような予防対策を進める。 

（１）文化財保護思想の普及啓発 

市民の文化財に対する防火思想の普及及び火災予防の徹底を図るため、市教育委員会は、

文化財保護強調週間（11月１日～７日）及び文化財防火デー（１月26日）等の行事を通じて

市民の防火・防災意識の高揚を図る。 

（２）防災設備等の整備強化 

文化財所有者・管理者等は、火災報知設備、非常警報設備、防火壁、消火栓、消火用水及

び避雷設備等の防災設備の整備に努めるとともに、定期的な保守点検を実施するものとす

る。 

（３）火災予防体制の強化 

文化財所有者・管理者等は、文化財収蔵場所及び周辺における火気使用の制限、焚火、禁

煙区域の設定等の防火措置を徹底するとともに、非常の際の迅速な連絡通報体制の整備に努

めるものとする。 

（４）予防査察の徹底 

消防機関は、市教育委員会・県と連携を図り、文化財施設について定期的に予防査察を実

施し、文化財所有者・管理者等に対し改善点を指導するとともに、防火管理体制の徹底を期

するものとする。 

（５）訓練の実施 

市教育委員会・県、消防機関及び文化財所有者・管理者は、相互に協力し、火災発生時等

における消火活動の円滑な対応を図るため、防火訓練あるいは図上訓練を随時実施するもの

とする。 
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第７節 電力、ガス施設等災害予防対策 
本節では、電気、ガス、水道等の各ライフライン施設における各機関が実施する災害予防対策

や、施設の被害軽減のための安定した供給の確保、施設の破損等による二次災害を防止対策等に

ついて記載する。 

 

第１ 上水道施設 
水道施設の安全性確保のため、常時監視体制の強化を図る。また、老朽化した施設や管路の耐

震性の強化を図るものとする。 

 

第２ 下水道施設 
下水処理場等の主要構造物においては、建築基準法に適合する耐震性能と水準を確保する。新

設管きょ施設においては、耐震性能を確保し、既存管きょ施設で耐震未対応の施設においては、

適切な維持管理に努め、施設の改築や更新にあわせて耐震化を図るものとする。 

 

第３ 電力施設 
１ 耐震化 

電力事業者において、各施設の耐震性強化及び地震による被害軽減のため、定期巡視や臨時点

検などの諸施策を実施することにより、被災を最小限にとどめるよう、施設ごとに予防措置を講

じるものとする。 

 

２ 防災体制の確立 

東北電力（株）及び東北電力ネットワーク（株）は、災害が発生するおそれがある場合又は発

生した場合に対処するため、災害対策組織を整備し、防災体制を確立しておくとともに、その組

織の運営方法及び関係機関との連携・協調の体制についても定めておくものとする。 

 

３ 施設の耐震性の強化計画 

（１）水力発電設備 

① ダムについては、発電用水力設備に関する技術基準、河川管理施設等構造令及びダム設計

基準に基づき、堤体に作用する地盤震動に耐えるよう設計するものとする。 

② 水路工作物及び基礎構造が建物基礎と一体である水車、発電機については、地域別に定め

られた地盤震度を基準として構造物の応答特性を考慮した修正震度法により設計を行うも

のとする。 

③ その他の電気工作物の耐震設計は、発電所設備の重要度、その地域で予想される地震動な

どを勘案するほか、発電用水力設備に関する技術基準に基づいて行うものとする。建物に

ついては、建築基準法による耐震設計を行うものとする。 

（２）火力発電設備 

機器の耐震は、発電所の重要度、その地域で予想される地震動などを考慮するほか、発電

用火力設備に関する技術基準等に基づいて設計を行うものとする。建物については、建築基

準法による耐震設計を行うものとする。 
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（３）送電設備 

① 架空電線路 

地震力の影響は、氷雪、風圧及び不平均張力による荷重に比べて小さいので、これらを考

慮した設計を行うものとする。 

② 地中電線路 

油槽台設計については、建築基準法による耐震設計を行うものとする。 

（４）変電設備 

機器の耐震は、変電所設備の重要度、その地域で予想される地震動等を勘案するほか、電

気技術指針「変電所等における電気設備の耐震対策指針」に基づいて設計を行うものとす

る。建物については、建築基準法による耐震設計を行うものとする。 

（５）配電設備 

軟弱地盤箇所について、根かせの増加取付等による支持物基礎の補強、変台コマの取付け

や捕縛方法の強化等で柱上変圧器の設置を行う。 

 

４ 電気工作物の点検・調査等 

電気工作物は、常に法令に定める電気設備技術基準に適合するよう維持管理し、さらに事故の

未然防止を図るため、定期的に電気工作物の巡視点検（災害発生のおそれがある場合には特別の

巡視）並びに自家用需要家を除く一般需要家の電気工作物の調査を行うものとする。 

 

５ 災害対策用資機材の確保 

（１）災害に備え平時から復旧用資材、工具、消耗品等の確保に努めるものとする。 

（２）災害対策用資機材等の保有を効率的に行うとともに、災害時の不足資機材の調達を迅速か

つ容易にするため、復旧用資機材の規格の統一を各電力会社間で進めるほか、「非常災害時に

おける復旧応援要綱」（中央電力協議会策定）に基づき、他電力会社及び電源開発(株)と災害

対策用資機材等の相互融通体制を整えておくものとする。 

 

６ 災害用資機材の輸送体制の確立 

災害対策用資機材等の輸送計画を策定しておくとともに、車両、船舶、ヘリコプター等の輸送

力の確保に努めるものとする。 

 

７ 関係機関が連携した長期停電・通信障害対策 

電気事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網、通信網に支障が生じることへの

対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向

けた、相互の連携拡大に努めるものとする。なお、事前伐採等の実施に当たっては、市との協力

に努めるものとする。 
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８ 防災訓練等の実施 

（１）従業員に対し、災害に関する専門知識の普及、関係法令集、関係パンフレット等の配布、

検討会の開催、社内報への関連記事掲載等により防災意識の高揚に努めるものとする。 

（２）災害対策を円滑に推進するため、年１回以上防災訓練を実施し、災害時における復旧対策

が有効に機能することを確認しておくものとする。 

また、国及び地方自治体等が実施する防災訓練に積極的に参加するものとする。 

 

第４ 都市ガス施設 
都市ガス事業者において、施設の耐震性強化及び地震による被害の軽減のため、諸施策を実施

するとともに総合防災システムを確立することにより、ガスの流出防止と近隣住民への被災防止

に努めるものとする。 

 

第５ 通信施設 
通信サービス事業者において、災害時においても通信の確保ができるよう、平時から設備の防

災構造化を実施するものとする。 

 

第６ 鉄道施設の耐震化 
鉄道事業者において、鉄道施設の耐震性を強化し、被害を最小限にとどめるよう、施設ごとに

予防措置を講じる。 
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第８節 地盤災害等予防対策 
本節では、地震による被害を軽減するためにがけ崩れや急傾斜地等における対策について記載

する。 

 

第１ がけ崩れ災害対策 
がけ等の危険傾斜地については、災害の発生を未然に防止するため、危険のないよう整備し、

また平時からパトロール等を行う。 

 

第２ 宅地造成地災害対策 
丘陵地や急傾斜地における宅地の造成については、必要に応じて、宅地造成及び特定盛土等規

制法により規制区域を設けるとともに、がけ崩れ又は土砂の流出による災害を防止するための十

分な行政指導を行う。 

また、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップ及び液状化被害の危険

性を示した液状化ハザードマップを作成・公表するとともに、宅地の安全性の把握及び耐震化を

実施するよう努めるものとする。 

 

第３ 液状化災害対策 
市は、液状化被害の危険性を示した液状化ハザードマップを作成・公表し、市民や建築物の施

工主等に周知を図る。 

電気、ガス、水道等の各ライフライン施設については、それぞれの機関が液状化への対策に配

慮し、安全性を高めていくものとする。 

 

第４ 警戒避難体制の確立 
危険が予想される場合の防災パトロールの実施、避難情報の伝達・周知方法の検討、避難体制

の確立を図る。 
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第９節 緊急輸送路等の整備 
本節では、災害時に迅速に物資輸送を行い、避難所への物資の供給、災害対応における必要資

源の供給のため、緊急輸送路等に関する整備について記載する。 

 

第１ 陸上輸送路の環境整備 
１ 市緊急輸送道路（※） 

国道、県道及び市道等の主要幹線道路を緊急輸送道路として指定し、交通ネットワークの多重

性・代替性についても配慮し、車両及び緊急物資のスムーズな移動を確保する。 

 

２ 物流拠点の指定 

災害時の全国からの支援物資の受入れ、一時保管及び市内各地区の避難所への配布を効率的に

行う体制を構築するため、物流拠点施設を指定する。 

また、輸送をスムーズに行うため宅配業者との災害時協定の締結を推進する。 

 

３ 緊急通行車両確認申出制度の周知 

災害対策には、行政機関のみならず、民間事業者の車両が多数利用されることから、発災後緊

急通行車両の標章や証明書をスムーズに発行できるよう、警察署が実施する緊急通行車両確認申

出制度の周知を図る。 

 

４ 緊急通行車両等の優先給油 

災害応急対策に必要な車両に対し優先的な給油ができるよう、対象車両を把握し、また災害時

協定により燃料の確保を図る。 

 

５ 特殊車両や資機材の確保 

障害物除去、応急復旧のために必要な特殊車両や資機材についても、オペレーターの確保を含

め、災害時協定により確保を図る。 

 

（※）資料3-5 消防防災ヘリコプター緊急場外離着陸場（P.64） 

（※）資料3-6 会津若松市内の緊急輸送路線（P.66） 

 

第２ 航空輸送路の環境整備 
市街地の状況に応じて、空輸による緊急輸送が可能となるよう、順次臨時ヘリポートを指定す

る。 

設置予定地は、主に小中学校の校庭を優先するが、施設管理者の協力が得られた場合には、そ

れ以外の施設にも緊急時の開設に備え指定を進める。 
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第１０節 避難対策 
本節では、安全かつ迅速な避難を実施できるよう、避難所や避難場所、避難路に関する整備や

環境整備、さらには帰宅困難者や広域避難に関する対策について記載する。 

 

第１ 避難所・避難場所及び避難路の指定 
市は、避難所及び避難場所について、災害対策基本法第49条の７の規定及び災害対策基本法第

49条の４の規定に基づきあらかじめ指定等の手続きをしておくものとする。 

 

種類 機能 

避難場所 災害から命を守るために緊急的に避難する施設又は場所 

避難所 
避難した方が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、又は災害により自宅へ戻

られなくなった方が一時的に滞在する場所として市が提供する施設 

福祉避難所 避難所内の一般避難スペースでの生活が困難な者（要配慮者）の一時的な滞在の場 

 

１ 避難場所と避難所の指定 

市は、あらかじめ災害の種別（地震、洪水、土砂災害等）や地域の状況に応じて、避難場所、

避難所を指定し、その旨を知事（危機管理総室）に通知するとともに、名称及び所在地等を公表

する。また、平時から、避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入方法等について、市民へ周知

徹底を図るものとする。 

 

種類 指定基準 

指定緊急避難場所 

ア 災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、居住者等に開放さ

れ、救助者等の受入に供するべき屋上その他の部分について、物品の設置又は

地震による落下、転倒若しくは移動その他の事由により避難上の支障を生じ

させないものであること 

イ 洪水、がけ崩れ、土石流及び地すべり、大規模な火災、大量の降雨により雨

水を排水できないことによる浸水、噴火に伴い発生する火山現象が発生した

場合において生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区

域内にあるものであること 

ただし次に掲げる基準に適合する施設についてはこの限りではない 

・当該異常な現象により生ずる水圧、震動、衝撃その他の予想される事由によ

り当該施設に作用する力によって損壊、転倒、滑動又は沈下その他構造耐力

上支障のある事態を生じない構造のものであること 

・洪水、浸水等が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設にあ

っては、想定される洪水等の水位以上の高さに居住者等の受入れの用に供

すべき屋上その他の部分が配置され、かつ避難上有効な階段その他の経路

があること 

ウ 災害発生時に迅速に避難場所の開放を行うことが可能な管理体制を有する

こと 

エ 上記以外においても、下記の条件を満たすよう努める 
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種類 指定基準 

・延焼火災の発生するおそれが大きい地域にあっては、避難場所と避難路の

選定を合わせて確実に避難が可能となるように選定を行う 

・学校のグランド等を選定する場合、臨時ヘリポート、応急仮設住宅建設予

定箇所等と重複しないように調整する 

・誘導標識を設置する場合、日本産業規格に基づく災害種別一般図記号を使

用し、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示する 

・災害種別一般図記号を用いた標識の見方について周知する 

指定避難所 

ア 避難者を滞在させるために必要十分かつ適切な規模のものであること 

イ 速やかに避難者を受入、又は生活関連物資を避難者に配布することが可能な

構造又は設備を有するものであること 

ウ 想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること 

エ 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであるこ

と 

オ 主として高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者を滞在させ

ることが想定されるものにあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するため

の措置が講じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談

し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整備され主として要

配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されること 

カ 上記以外においても、下記の条件を満たすよう努める 

・指定避難所における避難者１人当たりの必要面積は、４㎡以上とする 

・指定避難所は、要避難地区のすべての住民を収容できるよう配置する 

・指定避難所の立地場所については、浸水想定区域、土砂災害警戒区域など、

災害が発生するおそれがある区域内に立地している施設を極力避けて指定

する。やむを得ず指定する場合には、必要な水害・土砂災害対策を行うこと

とする 

・原則として耐震構造（昭和56年以前に建築されたものは耐震診断を行い、安

全が確認されたもの）の耐火・準耐火建築物とし、高齢者、障がい者、女性

等の生活面での障害が除去され、ユニバーサルデザインへの配慮がされた

施設とする 

・感染症対策として、避難場所の３つの密（密閉・密集・密接）を避ける配慮

がされた施設とする 

※長期避難者施設：広域災害による市外避難者等を受け入れる場合、期間が長期になり、駐車場等の確保も

必要となることから、会津総合運動公園・あいづ総合体育館等を指定する。 

※自主避難施設 ：避難所が開設される前、災害発生のおそれがあると考え自主的に避難を希望する自主避

難者を一時的に受け入れる施設として、公民館やコミュニティセンター等を位置づけ

る。 

 

（※）資料3-10 避難所・避難場所一覧表（P.74） 
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２ 災害時協定による福祉避難所・二次避難所の確保 

必要に応じて福祉避難所を開設するため、市の福祉施設や民間福祉施設との災害時応援協定に

より、福祉避難所を指定し、名称及び所在地等を公表する。 

また、避難所スペースに不足が見込まれる事態や、避難が長期化する場合を想定し、災害時応

援協定等を締結し、旅館、ホテル等を二次避難所として開設する。 

 

３ 施設管理者との事前協議 

災害時に円滑な避難所の運営ができるよう、避難所として指定されている教育施設の管理者で

ある教育委員会及び学校等と施設の整備、災害時体制について協議するものとする。 

基本的には、教育施設であることに留意し、使用施設の優先順位、教職員等の役割を含む避難

所運営方法等を定めるものとする。 

また、指定管理施設を避難所とする場合には、指定管理者との間で事前に避難所運営に関する

役割分担等を定めるものとする。 

 

４ 管理者の届出義務 

指定緊急避難場所や指定避難所管理者は、当該指定緊急避難場所や指定避難所を廃止し、又は

改築その他の事由により現状に重要な変更を加えようとするときは、市長に届けるものとする。

（災害救助法第49条５） 

 

５ 指定の取消 

市長は、指定緊急避難場所や指定避難所が廃止され、又は基準に適合しなくなったと認めると

きは、指定を取り消し、その旨を知事（危機管理総室）に通知するとともに、公示する。 

 

第２ 避難場所・避難所の環境整備 
１ 避難場所の安全化 

避難場所や避難所の安全を確保するため、避難場所周辺地域の不燃化や避難所の耐震化を進め

るとともに、施設の非常用電源の確保に努め、あわせて、多様なエネルギー源の確保や省エネル

ギー化を図る。 

 

２ ユニバーサルデザインへの配慮 

「避難場所」・「避難所」は多様な市民等が利用することから、年齢、性別、障がいの有無、

国籍などの多様性に配慮する視点に立ってユニバーサルデザイン化を進める。 

 

３ 情報通信手段の整備 

「避難場所」・「避難所」における、情報の収集や提供に必要な設備として衛星通信を活用し

たインターネット機器等のインターネット環境やデジタルサイネージ等の設置を推進する。 

また、避難所においては、避難者が通信手段を確保できるよう、災害時公衆電話の整備や携帯

電話等の充電器を配備する。 
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４ 良好な環境の整備 

市は、国がスフィア基準を踏まえ、自治体に示している避難所に関する取組指針、ガイドライ

ンに基づき、以下の点に配慮しながら、避難所の良好な環境の整備を図る。 

① あらかじめ避難所内の空間配置図、レイアウト図などの施設の利用計画を作成するよう努

めるものとする。また、必要に応じ、換気、照明等の施設の整備に努めるものとする。 

② 感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律により、自宅療養等が求められて

いる者が指定避難所に避難する可能性を考慮し、関係部局間の連携体制を整備する。 

③ 市及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、平時より

専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活支援に関する知見やノ

ウハウを有する地域の人材の確保・育成に努めるものとする。 

 

５ 猛暑対策の推進 

（１）避難所対策 

避難施設における対策として、市は電力を効率的に利用できる冷房機器や扇風機の配備や

必要に応じて日除け用のテントやシェードの設置に努める。 

また、停電時における冷房設備の電源確保のため、非常用電源やバックアップ設備の整備を

行うとともに、避難所内には十分な量の飲料水を確保し、避難者が容易に水分補給できるよ

う努める。 

（２）被災者及び避難者対策 

市は、被災者および避難者に対する冷却グッズや冷感タオル、うちわなどの暑さ対策用品

の整備・備蓄に努める。さらに、避難生活が長期化することが予想される場合には、被災

者・避難者の健康を守るための長期的な対策を検討し、熱中症予防のための情報提供や健康

管理の支援体制を整備する。 

 

６ 寒冷対策の推進 

（１）避難所対策 

避難施設における暖房等の需要増大が予想されるため、市はストーブ等電源を要しない暖

房器具、燃料のほか、積雪寒冷期を想定した資機材（長靴、防寒具、スノーダンプ、スコッ

プ、救出用スノーボート等）の備蓄に努める。 

また、停電時における暖房設備の電源確保のため、非常用電源等バックアップ設備の整備に

努める。 

（２）被災者及び避難者対策 

市は、被災者及び避難者に対する防寒用品の整備・備蓄に努めるとともに、応急仮設住宅

は、積雪のため早期着工が困難となることや避難生活が長期化することが予想されることか

ら、被災者・避難者の生活確保のための長期対策を検討するものとする。 

 

７ 多様なニーズへの配慮、女性や子ども等に係る安全性の配慮 

指定避難所における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違いなど、男女双方の視

点等に配慮し、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の管理運営に努める。また、指

定避難所等における女性や子ども等に対する性暴力・ＤＶ、ハラスメントの発生を防止し、安全



第２章 災害予防 第１０節 避難対策 

35 

に配慮するよう努める。また、警察、病院、女性支援団体等との連携のもと、被害者への相談窓

口情報の提供を行うよう努める。 

 

第３ 避難誘導体制の整備 
市と防災機関は、以下の対策に取り組み、円滑な避難誘導ができる環境を整備する。 

（１）避難情報提供の判断基準策定 

避難指示等を適切に発令するため、「避難情報に関するガイドライン」（内閣府防災担

当）の設定例を踏まえ、定量的かつわかりやすい指標を用いた避難指示等の判断基準を策定

する。 

（２）避難道路の安全化 

地域と協議し、避難場所や避難所等周辺の危険箇所把握に努め、避難誘導を行う際には、

災害の状況に応じた避難経路を明らかにするとともに、広域避難が必要な場合に備えて、そ

のルートの確認を行う。 

 また、避難道路の火災や閉塞を防ぐため、道路に面する建物等の不燃化・耐震化を促進す

る。 

（３）避難場所等の指定及び周知徹底 

市は、避難所、避難場所をあらかじめ指定し、市ホームページに掲載するほか、ハザード

マップ、家庭用防災カルテ、市政だより等で随時周知を図る。 

 また、避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災害種別一

般図記号（ピクトグラム（絵文字））を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であ

るかを明示することに努める。 

（４）避難誘導体制の整備 

大規模災害発生時に避難場所への円滑な誘導を行うため、地域の危険箇所等を踏まえた避

難誘導体制・方法を検討し、災害時に備える。 

（５）広報活動の推進 

大規模災害発生時に避難者の避難行動の円滑な実施と緊急車両の通行を確保するため、日

頃から適切な広報活動を行うものとする。また、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容

人数を超えることを防ぐため、ホームページやＳＮＳ等の手段を活用して避難所の混雑状況

を周知するなど、避難の円滑化につなげる。 

（６）避難行動要支援者の避難支援 

災害時において、自主避難が困難な高齢者や障がい者等の「避難行動要支援者」について

は、避難行動準備情報の提供や地域による対応など、早期に避難できる体制の整備に努め

る。 
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第４ 帰宅困難者への対応 
観光客等の帰宅困難者といった一時的な滞在者は、本市の地理に精通しておらず、必要な情報

を得ることが困難な場合が想定されるところから、以下の取組を進めるものとする。 

（１）大規模災害時には、緊急速報メールやＦＭ放送等も活用し、市内全域に情報を発信する。 

（２）観光マップに防災施設等の情報を盛り込み、観光客等へ周知していく。 

（３）災害時に観光客等に公共交通機関運行情報や避難場所・避難所情報等を、ホームページを

活用して周知するとともに、スマートフォン等からの情報アクセスを整備・充実していくな

ど、観光事業者と連携した避難誘導の体制づくりを進める。 

（４）観光客等に対して、災害情報や交通情報の提供を行うなど、速やかに居住地へ帰宅できる

よう促す。また、帰還が困難な場合は、避難所を紹介する。 

 

第５ 広域避難対策（本市以外への避難） 
本市の大規模災害時には、市民が災害時相互応援協定締結自治体等、他の市町村に一時的に避難

することも想定される。こうした場合に、円滑な対応が取れるよう関係自治体や県と協議し、広域

避難が可能となるよう具体的な避難先や移動方法の想定を行い、必要に応じ新たな災害時相互応援

協定の締結や輸送事業者（バス事業者）等との協定締結を推進し、避難手法の確保を図る。 

なお、市は、受入先の市町村との間で、被災住民に関する情報の共有を確実に行うものとする。

また、受入先の市町村は、受入れた被災住民に対し、必要な支援情報を提供するものとする。 

 

（※）資料3－１ 災害時応援協定締結先一覧（P.50） 

 

第６ 広域避難対策（本市への受入れ） 
磐梯山の噴火や原子力発電所事故のような大規模災害時においては、県内他市町村や災害時応

援協定締結自治体等をはじめとした広域的な避難が予想される。 

こうした場合に、本市は可能な限り避難者等の受け入れに協力するため、他の市町村からの避

難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定するとともに、円滑な対応が取れるよう

関係自治体や県と協議し、本市への広域避難受け入れ体制の構築を図る。 

 

第７ 避難所運営体制の整備 
避難所開設時は、「避難所運営マニュアル」を踏まえ、市と市民とが協働して運営するものと

する。 

福祉避難所は、避難所の一般避難スペースでの滞在が困難な方が滞在する場となり、中でも

「介護を必要とする高齢者」や「障がい者」への支援が中心となることが考えられることから、

「福祉避難所等の設置運営マニュアル」を活用し、災害時応援協定を締結した民間福祉施設と協

力しながら、その運営にあたることとする。 
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第１１節 医療救護・防疫体制の整備 
災害時には、広域的あるいは局地的に、救助や医療救護を必要とする傷病者が発生することも

予想され、また、医療機関においても一時的な混乱により、その機能が停止することも十分予測

されるところである。 

本節では、医療救護活動を迅速に実施し、人命の安全を確保し、被害の軽減を図るために必要

な医療救護・防疫体制の整備充実について記載する。 

 

第１ 医療救護活動体制の確立 
市は、災害時における迅速な医療救護を実施するため、自主防災組織をはじめとした医療救護

体制の確立を図るとともに、災害時応援協定を締結している公益社団法人会津若松医師会との連

携協力体制を構築する。 

 

第２ 災害時医薬品等備蓄供給体制の確立 
市は、災害時の医療救護活動に必要な医薬品・衛生材料等について「福島県災害時医薬品等備

蓄事業実施要綱」・「福島県災害時衛生材料等備蓄事業実施要綱」・「福島県災害時医薬品等供

給マニュアル」に基づき調達計画を策定するとともに、災害時応援協定を締結している一般社団

法人会津薬剤師会との連携協力体制を構築する。 

 

第３ 防疫対策 
市は、防疫用薬剤及び資機材の備蓄を行うとともに関係機関に調達要請を行う。 

 

 

（※）資料3-2 会津若松市所在医療取扱代表機関及び救急告示医療機関名等（P.60） 
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第１２節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備 
本節では、災害時に迅速に避難所等へ食料や飲料水、毛布等の備品を供給し、避難所等の環境

整備を実施し、二次被害軽減を図るための備蓄場所や備蓄数に関する対策について記載する。 

 

第１ 備蓄品の確保 
食料や生活物資については、国が策定した災害備蓄の品目や数量に関する自治体向けのガイド

ライン（指針）に基づき、整備するとともに、民間事業所との災害時応援協定の締結を進め、流

通備蓄の確保を行う。 

また、市、事業所、市民がそれぞれの役割分担を明確にし、備蓄を進める。なお、市は、市民

が避難する際に家庭の備蓄品を避難所に持参することや、薬・食物アレルギー等への配慮は多様

で対応が困難であるため、これらは基本的に家庭で準備することを啓発する。 

 

機関 分担内容 

市 

・公共性が高い分野の備蓄 

【備蓄の例】 

施設の通信設備や非常用電源、燃料、トイレ、毛布、簡易ベッド、パーティション、

更衣室など個人で確保することが困難な物資や感染症対策に必要な物資等 

事業所 ・従業員が施設内に避難した場合に備えた食料や生活物資 

市民 ・食料や水、身近な生活物資、常備薬等、個人が「生きる」ために必要な物資 

 

１ 避難所等における備蓄 

避難所における被災者の最低限の食料、生活必需品等や、自然災害対応に必要な資材等につい

ては、備蓄水準や配置水準を定め、計画的に整備する。避難生活に必要な物資の備蓄について

は、想定し得る最大規模の災害における想定避難者数と、それに対して必要となる備蓄量（最低

３日分、推奨１週間）を推計し、推計した必要備蓄量の確保を目指すよう努めるものとする。 

また、調達に際しては、乳幼児、食物アレルギーを有する者等にも配慮した食料の確保に努め

るものとする。 

なお、食物アレルギーは、食品への表示が義務となっている特定原材料８品目（えび、かに、

くるみ、小麦、蕎麦、卵、乳、落花生）に加え、表示が推奨されている特定原材料に準ずるもの

20品目（アーモンド等）についても配慮することが望ましい。 

市は、新物資システム（Ｂ-ＰＬo）を活用し、施設（備蓄倉庫・物資拠点・避難所）ごとの備

蓄物資の品目・数量や施設概要等の情報を定期的に更新するなど、最新の状況を把握するものと

する。物資の備蓄状況については、年に１回、広く市民に公表するものとする。 

 

（※）資料3-3 防災用備蓄品一覧（P.61） 
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２ 避難生活に必要となる備蓄品例 

 

 

【食料】 

レトルト米、パン エマージェンシーフーズ サバイバルフーズ 

ミネラルウォーター 液体ミルク 離乳食 

哺乳ビン 高齢者向け食料（介護食） 缶詰 

【生活物資】 

毛布 カセットコンロ カセットガス 

食器 紙おむつ 生理用品 

簡易トイレ トイレットペーパー マスク 

車いす 懐中電灯 乾電池 

救急箱 消毒液 パーティション 

【防災資機材】 

パーティション 更衣室 ビニールシート 

投光機 救護用資機材セット エアーテント 

脚立 メガホン コードリール 

ガソリン携行缶 リヤカー 担架 

携帯電話電池充電器 簡易ベッド ビニールタンク 

発動発電機 スコップ チェーンソー 

掛矢 のこぎり バール 

ペンチ ロープ 土のう袋 

携帯用マイク 暖房器具 防寒具 

スノーダンプ 入浴・洗濯設備 スポットクーラー 

 

第２ 備蓄施設の確保 
防災拠点施設や防災倉庫、避難所に備蓄場所を設け、緊急用食料、生活必需品、その他災害対

策用資機材の備蓄を進め、災害時の円滑な救援・救護活動が行えるよう整備する。 

また、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急

輸送が可能となるよう、輸送手段の確保について検討する。 

 

【備蓄施設一覧】 

備蓄場所 所在地 

市役所本庁舎 東栄町３番46号 

会津総合運動公園 門田町大字御山村上164番地 

北会津支所 北会津町中荒井諏訪前11番地 

河東支所 河東町郡山字休ミ石14番地 

上下水道局庁舎 神指町大字黒川字石上33番地の２ 

追手町第二庁舎 追手町２番41号 
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備蓄場所 所在地 

指定避難所 資料３-10のとおり 

ふれあい体育館 一箕町大字八幡字八幡２番地の１ 

河東総合体育館 河東町浅山字石堀山40番地の１ 

 

 

第３ 民間事業所の協力による物資調達体制の整備 
被災者への食料及び生活必需品等の提供や、高齢者や障がい者等の支援に必要な介護器具やト

イレ等を提供できるよう、民間事業所等と災害時応援協定締結を推進する。 

 

第４ 市民に対する備蓄の啓発 
大きな災害が発生し、電気・ガス・水道などのライフラインが止まった時、行政などによる支

援が届くまで自力での生活が可能な物資備蓄の啓発を進める。 

また、備蓄の他、ガソリンや灯油などの燃料不足や、電源不足に対応するため、平時から燃料

のストックや、乾電池等の備蓄、太陽光発電設備や蓄電池等の導入も併せて啓発する。 

 

【備蓄目標品目一覧】 

備蓄品・持出品 準備例 

食料品（３日、できれば１週間） 
レトルト米等レトルト食品、缶詰等副食品、菓子類、介護用食

品など 

水（３日、できれば１週間） １人１日３Ｌ、３日で９Ｌ（飲料用・調理用） 

燃料 カセットコンロ、固形燃料、ライター、マッチなど 

貴重品 
現金(10円硬貨も)、預金通帳、印鑑、免許証、マイナンバーカ

ードなど 

携帯ラジオ 予備電池も用意 

懐中電灯 一人一つ。予備電池も用意。 

常備薬 お薬手帳、絆創膏、包帯、風邪薬、胃腸薬など 

衣類 上着、下着、オムツなど 

乳幼児用 ミルク、哺乳瓶など 

その他 

はさみ、タオル、缶切り、軍手、ウエットテッィシュ、生理用

品、使い捨てカイロ、食器、携帯電話電池充電器など 

※要配慮者については、医療機関や利用サービス等がわかるもの 
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第１３節 災害廃棄物処理計画及び広域処理体制の整備 
本節では、災害時に発生する災害廃棄物処理計画の作成等について記載する。 

 

第１ 災害廃棄物処理計画の策定 
市は、国が定めた災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物を

処理できるよう、災害廃棄物の仮置き場の確保や運用方針、一般廃棄物（避難所ゴミや仮設トイ

レのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力の

在り方等について、災害廃棄物処理計画を策定し、具体的に示すものとする。 

また、定期的に災害廃棄物処理に関する研修、訓練を実施するとともに、必要に応じて、災害

廃棄物処理計画の見直しを行い、計画の実効性の向上に努めるものとする。 

そのほか、災害廃棄物に関する情報、災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）や地域

ブロック協議会の取組等に関して、ホームページ等において公開する等、周知に努めるものとす

る。 

 

第２ 広域処理体制の確立 
市は会津若松地方広域市町村圏整備組合及び県と連携し、大量の災害廃棄物の発生に備え、広

域処理体制の確立に努めるものとする。 

十分な大きさの仮置場・最終処分場の確保に努めるとともに、広域処理を行う地域単位で、平

時の処理能力について計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに、処理施設の能力を維持し、

災害時における廃棄物処理機能の多重性や代替性の確保を図るものとする。 
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第１４節 防災教育・広報 
災害発生に伴う被害の軽減を図るため、市、県及び防災関係機関は日ごろから地震防災対策を

進める必要がある。また、地震発生時には同時多発的な被害の発生が予想されることから、市民

一人ひとりが自らの生命と財産・地域を守るため、日頃から個人や家庭において防災対策を講じ

るとともに、地域やコミュニティの中で住民同士が連携した実践的な防災活動を定期的に実施

し、自助･共助の取組を充実させることが重要である。 

このため、市、県及び防災関係機関は、市民に対し地震防災上必要な防災知識の普及啓発及び

防災組織の育成指導に努めるとともに、気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、その

利用の心得などの周知・広報にも努めるものとする。 

本節では、市職員や住民、企業等への防災教育に関する対策について記載する。 

 

第１ 市職員に対する防災教育 
災害発生時における適切な判断及び速やかな災害対応業務の実施、各種防災活動の円滑な実施

を確保するため、防災担当職員だけでなく、全ての職員に対し、専門家（風水害においては気象

防災アドバイザー等）の知見の活用等により、実践的な訓練や講習会、研修会等を定期的に開催

するなど、必要な防災教育を実施することにより、災害対策に即応できる人材の育成に努め、災

害に強い組織を作り上げる。 

 

【教育の内容】 

① 地震災害の特徴 

② 予想される被害規模に関する知識 

③ 地震災害が発生した場合、具体的にとるべき行動に関する知識 

④ 職員が果たすべき役割 

⑤ 地震災害発生後における二次災害の防止 

⑥ その他、地震対策に必要な事項 

 

第２ 住民等に対する防災教育、知識の普及 
（１）教育の目標 

「自らの命と地域は自分たちで守る」という意識の徹底や、自らの判断で避難行動をとる

ことの重要性について市政だよりや防災出前講座等で普及、啓発を図る。 

住民に対しては、実践的な防災訓練等を通して災害対応の学びの機会とする。 

子どもたちへは、各教育施設、保育施設等で発達段階に応じた防災教育を実施する。 

（２）教育の機会確保 

① 幼児教育、学校教育における防災教育の実施 

② 社会教育（出前講座）等を通じての知識普及 

③ 防災訓練、集会・説明会等による知識普及 

④ 福祉関係者（地域包括支援センター・ケアマネジャー等）との連携による高齢者・障がい

者等の避難行動に対する理解の促進 

 ※防災士や消防団員等に講座等の講師を依頼し、連携協力を進める。  
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（３）教育の内容 

① 地震災害の特徴 

② 行政機関等が行う災害対策の内容 

③ 日頃の備えと心構え（※） 

ア 住宅の点検 

イ 火災の防止 

ウ 応急救護 

エ 非常食料の準備 

オ 緊急情報の連絡と避難方法 

カ 気象情報等のホームページ等からの入手方法の習得 

キ 平時から自分の避難行動計画を考える「マイ・タイムライン」の作成促進 

ク 感震ブレーカー及び住宅用火災警報器の設置等の火災対策 

④ 災害発生時の対処方法（※） 

⑤ 多様なニーズへの理解と暴力防止の意識啓発 

災害時には要配慮者の多様なニーズや男女双方の視点等に十分配慮するとともに、被災者

や支援者が性暴力・ＤＶの被害者・加害者にならないよう、「暴力は許されない」意識の普

及・徹底を図る。 

また、家庭動物の飼育の有無による被災時のニーズの違いに配慮するよう努める。 

⑥ 災害用伝言サービスの周知 

電話会社が提供する災害用伝言サービス（音声、文字による伝言等）は、家族等からの安

否確認に有効なことから、その周知に努める。 

 

※例：福島県防災ガイドブック「そなえるふくしまノート」

https://www.pref.fukushima.lg.jp/book/list/book72.html 

 

（４）地震保険の普及促進 

地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とし、政府が再保険

を引き受ける保険制度である。 

地震における火災等については、火災保険では補償されないため、地震保険が被災者の住

宅再建にとって有効な手段の一つであることから、その制度の普及促進に努める。 

  

https://www.pref.fukushima.lg.jp/book/list/book72.html
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第３ 事業所に対する教育 
職場の安全を確保し、従業員が災害時に適切な対応を取れるよう対応を図る。具体的には、 

（１）緊急時対応マニュアルの整備と訓練 

事業所独自の緊急時対応マニュアルを作成し、従業員に周知する。また、 定期的に防災訓

練を実施し、従業員が実際に避難手順を体験し、緊急時に迅速に行動できるよう努める。 

（２）防災教育プログラムの実施 

災害の種類やリスク、対策についての教育プログラムを導入し、従業員が基本的な防災知

識を習得できるように努める。 

（３）緊急連絡網と情報共有体制の整備 

緊急時にスムーズな情報伝達ができるよう、従業員間の緊急連絡網の整備や災害時の情報

共有手段についても、緊急時に効果的に活用できるように努める。  
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第１５節 防災訓練 
災害発生時に迅速かつ的確な行動をとるためには、災害時の状況を想定した日ごろからの訓練

が重要である。 

このため、市は、災害対策基本法第48条の規定に基づき、総合防災訓練をはじめとする各種の

防災訓練を実施し、地域防災計画の習熟、防災関係機関相互の連絡協調体制の確立及び防災体制

の充実を図り、併せて住民の防災意識の高揚を図っている。 

なお、各種の防災訓練の実施に当たっては、訓練のシナリオに緊急地震速報を取り入れるな

ど、地震発生時の対応行動の習熟を図るよう努めるとともに、高齢者、障がい者等の要配慮者の

参加についても配慮するものとする。 

加えて、災害時に交通・通信等が途絶して孤立することが想定される地区については、孤立時

の状況把握や物資の輸送のほか、救助救出活動のための交通の確保、通信の確保などについて、

関係機関が連携して訓練を実施するよう努める。 

本節では、実施する防災訓練の内容等について記載する。 

 

１ 総合防災訓練 

市は、大規模な地震、風水害等の発生を想定し、防災関係機関、自主防災組織、民間企業、Ｎ

ＰＯ・ボランティア等及び要配慮者も含めた多くの地域住民等と一体となって総合的な防災訓練

を実施し、防災対策の習熟と防災関係機関相互の連絡協調体制の確立を図り、併せて住民の防災

意識の高揚を図る。 

訓練の実施に当たっては、中心となる地区を選定、巡回し、同日に各地区において実施する

「全市的な実施」を目指す。 

また、季節や時間帯に変化をもたせるなど、様々な状況を想定した訓練や「情報伝達訓練」

「避難訓練」「応急対策訓練」「避難所運営訓練」など多様な訓練を行うものとする。 

 

２ 地区防災訓練 

地域住民や事業所等が協力して、避難訓練や避難所運営訓練を実施するものとする。 

その際、地域からの要望に応じて、市や防災関係機関は、職員の派遣や備蓄品の活用、標準的

な訓練内容の情報提供など必要な協力に努める。あわせて、出前講座の実施や避難所運営ゲーム

（ＨＵＧ)を実施することで、防災知識の普及を図る。 

 

３ 事業所等防災訓練 

災害を想定して学校、病院、その他不特定多数の市民等が出入りする建築物において、避難・

救助訓練を実施する。 

また、事業所の責務として、事業継続計画の策定による非常体制への備えや従業員の避難に備

えた「動員配備訓練」や「情報伝達訓練」等必要な訓練を行うものとする。 
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第１６節 自主防災組織の整備 
本節では、共助の要である自主防災組織の整備とその活動支援に関する対策等について記載す

る。 

 

第１ 自主防災組織の育成指導と編成基準 
地域住民等による自主的な防災活動の推進のため、自主防災組織の結成促進、地域防災リーダ

ーの人材育成に努める。 

なお、自主防災組織の結成促進にあたっては、町内会、地区、学校、事業所等を単位として行う。 

 

第２ 日常の自主防災組織の活動 
（１）防災知識の普及等 

万一の災害発生に迅速かつ的確に対応するため、日ごろから集会、各種行事等を活用して

日常からの備えとしての非常持出品の準備や災害に対する正しい知識の普及に努めるととも

に、危険箇所の把握や避難場所、避難所、避難路などを確認し、地域の防災マップを作成す

るなど地域の防災環境の共有化に努める。 

なお、民生委員・児童委員等との連携を図りながら、地域内における高齢者、障がい者、

外国人等のいわゆる要配慮者の確認にも努めるものとする。 

（２）防災訓練等の実施 

災害発生時において迅速かつ適切に対処するためには、日ごろから実践的な各種訓練等を

行い、隊員各自が防災活動に必要な知識及び技術を習熟するとともに、活動時の指揮連絡系

統を明確にしておく必要がある。 

そのため、自主防災組織が主体となり、市及び消防関係機関等の協力のもとに、次のよう

な訓練を実施するものとする。 

① 災害情報の収集伝達訓練 

② 消火訓練 

③ 救出、応急手当の訓練 

④ 給食給水訓練 

⑤ 避難訓練 

⑥ 避難所運営訓練 

（３）防災用資機材等の整備・点検等 

自主防災組織は災害時に迅速かつ適切な活動を行うために、活動に必要な防災資機材の整

備に努めるとともに、資機材の定期的な点検を実施し、非常時においても確実に対応できる

よう備えるものとする。 

（４）地区防災計画の作成 

地区住民は、災害対策基本法第42条第３項及び第42条の２に基づき、「自助」、「共助」

の精神に基づく自発的な計画（地区防災計画）案を防災会議に提案することができる。 

防災会議は、提案があった場合はこれを審議する。 

なお、計画に必要な項目は以下のとおりである。 

・計画の対象範囲 

・活動体制 
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・地区防災訓練、物資及び資材の備蓄、地区居住者等相互の支援 

また、地区防災計画が定められている地区において、今後、避難行動要支援者の個別避難

計画を作成する場合には、地区防災計画との整合性が図られるよう努める。加えて、訓練等

を通じて、両計画の一体的な運用が図られるよう努めるものとする。 

市は、地区防災計画の作成支援を行い、地域住民の防災意識、地域防災力の向上に努め

る。 
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第１７節 要配慮者対策 
高齢者や障がい者等の要配慮者は、早期避難の実施や必要設備の整った施設への避難誘導等が

必要である。そのため、本節では、事前に整備しておく避難計画や在宅要配慮者への対応等につ

いて記載する。 

 

第１ 市の全体方針 
市の全体的な要支援者対策は、平成30年に「災害時要配慮者支援プラン（全体計画）」を策定

し、この中で、避難行動要支援者名簿制度の運用や要配慮者対策について定めている。 

また、令和３年５月に災害対策基本法の改正に伴い、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難

を図るための個別避難計画の作成が自治体の努力義務と位置づけられたことから、引き続き、本

人の同意を得て個別避難計画を作成するよう努めるものとし、その作成にあたっては、居住地域

の災害特性、対象者の生活状況、福祉的な要因等に基づき、優先度の高い避難行動要支援者につ

いては、概ね５年以内の作成に努めるとともに、必要に応じて更新するなど、適切な管理を行っ

ていくものとする。 

 

要配慮者 

・高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者 

・発災前から要介護状態や障がい等の理由により、災害時に支援が必要

な者 

・避難途中に障がい等を負い、避難支援が必要となった者 

・避難後に避難所等での生活に支援が必要となった者 

避難行動要支援者 
・発災前から要介護状態や障がい等の理由により、災害時の避難行動に

支援が必要な者 

 

第２ 社会福祉施設等における対策 
社会福祉施設等においては、それぞれの地域の特性等を考慮するとともに、対象者の活動能力

等についても十分配慮して避難計画を策定する。 

 

１ 避難計画の策定 

各施設の管理者等は、避難計画の策定にあたって以下の事項に留意する。 

（１）避難実施責任者 

（２）避難の順位 

（３）避難誘導責任者及び補助者 

（４）避難誘導の要領及び措置（自動車の活用による搬出等） 

（５）避難の時期（事前避難の実施等）及びその指示伝達方法 

（６）避難所及び避難経路の設定並びに受入方法 

（７）避難先は、他の施設等への措置替えについても検討すること 

（８）避難者の確認方法 

（９）家族等への連絡方法 

（10）避難時の近隣住民等の協力体制の確保  
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２ 防災訓練の実施 

各施設の管理者は、円滑な避難行動が実施できるよう、定期的に防災教育や防災訓練を実施す

る。市や消防署、消防団は、必要に応じて指導助言を行うものとする。 

 

３ 地域住民等との連携 

各施設の管理者は、平時から他の社会福祉施設や地域住民、消防団等との連携・交流に努め、

必要な情報交換や訓練を行うものとする。さらに、入所者を施設相互間で受け入れるための協定

を結ぶなど施設が被災した後の対応についても検討しておくものとする。 

 

４ 施設・設備の整備・充実 

各施設の管理者は、耐震化を図るなど、安全確保のため、施設・設備の整備・充実に努めると

ともに、施設や設備の点検を常に行うものとする。 

 

５ 非常災害対策計画の作成の義務 

社会福祉施設等の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、自然災害からの避難を含む非常災

害に関する具体的計画を作成するものとする。（介護保険法関係法令等） 

 

６ 業務継続計画の作成の義務 

社会福祉施設等においては、災害などにあっても、最低限のサービス提供を維持していくこと

が求められており、業務継続計画の策定が義務付けられている。 

また、施設管理者等は、作成した業務継続計画に基づいて避難訓練を実施する必要がある。

（介護保険法関係法令等） 

 

第３ 在宅の要配慮者への対応 
在宅の高齢者、障がい者、さらには妊婦などの要配慮者については、地域住民や自主防災組

織、民生委員・児童委員、ボランティア等の協力のもと、地域ぐるみの支援体制づくりを進め

る。 

また、防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマネジャー

等）の連携により、高齢者・障がい者等の特性に応じた情報伝達や、避難誘導における配慮事項

等について、地域への理解促進を図るものとする。 

 

１ 要配慮者の状況把握 

住民基本台帳情報や高齢者、障がい者等情報をもとに、地区民生委員・児童委員等と協力しな

がら、支援の基礎資料となる要配慮者の状況把握に努める。 

特に、人工透析患者等被災状況によって生命の危険がある者については、対象者の把握に努

め、災害時に支援が必要かどうか確認できる体制を目指す。 

 

２ 避難行動支援体制の整備 

要配慮者の中で、自力での避難行動が困難である高齢者や障がい者等については、事前に同意

の上、避難行動要支援者と位置づけ、名簿登録や個別避難計画等の作成を行う。 
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また、広く関係者による支援体制を構築するため、対象者の本人同意による地域や関係機関へ

の名簿情報提供を進めるとともに、個人情報保護に配慮しながら、災害時には支援関係者に情報

を提供できる体制を構築する。 

 

３ 要配慮者を対象とした防災訓練の実施・防災知識の普及・啓発 

総合防災訓練の中で、要配慮者を対象とした訓練を実施し、また要配慮者自身が参加できる防

災訓練内容を検討する。 

また、災害による人的被害を軽減する方策は、住民等の避難行動が基本となることを踏まえ、

警報等や避難指示等の意味と内容の説明など、啓発活動を行うものとする。 

 

４ 避難行動要支援者の名簿登録及び個別避難計画の作成（災害対策基本法 49 条） 

（１）避難支援等関係者となる者 

消防署、警察署、民生委員・児童委員、市社会福祉協議会、町内会、消防団、自主防災組

織、共生福祉相談員地域包括支援センター、障がい者総合相談窓口・地域障がい者相談窓

口、避難支援者として登録する者等を「避難支援等関係者」とする。 

（２）避難行動要支援者名簿に掲載する者及び個別避難計画作成の優先度の高い避難行動要支援

者の範囲は以下のとおりである。 

 

（避難行動要支援者名簿に掲載する者） 

次の①から⑦の要件に該当する者のうち、在宅で生活し、かつ災害時における避難行動が

困難な者であり、避難支援等関係者への情報提供に関して同意した者とする。 

① 要介護度３以上の者 

② 身体障がい者１・２級（総合等級）の第１種を所持する者 

③ 知的障がい者（療育手帳Ａを所持する者） 

④ 精神障がい者保健福祉手帳１・２級を所持する者 

⑤ 75 歳以上の一人暮らしの者 

⑥ 難病患者（医療受給者証を所持する者） 

⑦ その他市長が支援の必要があると認めた者 

（３）名簿・個別避難計画作成に必要な個人情報及びその入手方法 

① 必要な個人情報 

ア 氏名 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所又は居所 

オ 電話番号その他の連絡先 

カ 避難支援等を必要とする事由（障がいの区分など） 

キ 避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先 

ク 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

ケ 以上のほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 
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② 入手方法 

災害対策基本法第49条の10の規定に基づき、市が保有する住民基本台帳、要介護認定情

報、障がい等の情報を、その保有にあたって特定された利用の目的以外の目的で利用する。

県で把握している難病患者等に関する情報等、市で把握していない情報については、県等に

対して情報の提供を求める。 

市や県の情報のみでは実態と異なる可能性があるため、民生委員・児童委員等が保有する

情報で補正する。 

また、個別避難計画の作成にあたっては、必要に応じて関係機関及び地域の関係者等との

連携により、対象者や支援者等からの聴き取りによる情報把握を行う。 

（４）名簿及び個別避難計画の更新に関する事項 

基本となる名簿は、市が対象者の転入･転出、要介護認定、身体障害者手帳交付等の事務を

通じて名簿を定期的に更新し、また、本人や家族からの申し出、民生委員・児童委員等から

の情報により定期的に更新する。 

この名簿を避難支援者等関係者に配布し、年に１回程度更新するものとする。また、名簿

の更新については、個別避難計画の定期的な更新にも反映させることに努める。 

（５）情報漏えいの防止措置 

① 情報の庁内利用のルールをつくり、情報の漏えい等が発生しないよう必要な措置を取る。

また、情報システムから情報の漏えいが発生しないよう、通信する方法を限定し、外部か

ら個人情報への不正なアクセスを遮断する構造とするなど、必要な対策を行う。 

② 避難支援者への名簿及び個別避難計画情報の提供にあたっては、支援対象地域及び支援対

象者に限定する。 

③ 名簿の提供を受ける者から、個人情報保護に関する誓約書、個人情報受領書の提出を義務

付ける。なお、名簿の提供を受けた者がその職を退いたときは、名簿の返還を義務付ける

とともに、知り得た情報の守秘義務を課すものとする。 

④ 名簿の取り扱いマニュアルを交付し、市は研修会等を開催して、個人情報漏えい防止に努

める。 

（６）要配慮者の円滑な避難準備 

要配慮者の態様に応じた情報伝達手段の整備を図るとともに、多様な情報伝達手段を確保

する。避難行動要支援者が、避難行動を開始できるよう避難指示に先駆け、「高齢者等避

難」を発令する。また、災害リスクが高い地域に居住する要配慮者に対しては、定期的に周

知広報を行うとともに、災害時を想定した日頃からの準備を促すよう努める。 

 

５ 災害時の避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の取り扱い 

（１）災害時には、対象者の同意の有無を問わず、関係機関等に対象者名簿及び個別避難計画を

提供し、安否確認や避難行動支援を行う。 

（２）対象者名簿とあわせて、ＧＩＳと住民基本台帳情報の連動機能を活かして、対象者の住宅

地図上の位置情報も提供する。ＧＩＳにはあらかじめ避難支援等関係者地域区分ごとのシー

トを作成し、所管ごとの名簿作成ができるようにする。 
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（３）高齢者福祉施設や障がい者福祉施設等の福祉避難所の指定を進め、避難行動要支援者の避

難生活支援を進める。また、福祉避難所で受け入れるべき対象者を事前に調整の上、個別避

難計画を作成し、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう努め

る。 

 

６ 平時からの避難行動要支援者への支援 

平時から避難行動要支援者の支援準備が図られるよう、避難行動要支援者名簿及び個別避難計

画の避難支援等関係者への提供同意について、地域や対象者に周知し、同意者の増加を図る。 

 

第４ 学校、病院等の対策 
学校、病院など防災上重要な施設の管理者は、それぞれ作成する消防計画の中に以下の事項に

留意して避難に関する計画を作成し、避難対策の万全を図るものとする。 

 

１ 学校等の避難計画 

学校等においては、多数の園児、児童及び生徒を混乱なく、安全に避難させ、身体及び生命の

安全を確保するために、それぞれの地域の特性を考慮した上で、次の事項に留意して学校等の実

態に即した適切な避難対策をたてるものとする。 

（１）避難実施責任者 

（２）避難の順位 

（３）避難誘導責任者及び補助者 

（４）避難誘導の要領及び措置 

（５）避難場所、経路、時期及びその指示伝達方法 

（６）避難場所の選定、受入施設の確保並びに教育、保健、衛生及び給食の実施方法等 

（７）避難者の確認方法 

（８）児童、生徒等の父母又は保護者等への引渡方法 

（９）通学時に災害が発生した場合の避難方法 

 

２ 病院における避難計画 

病院においては、患者を他の医療機関又は安全な場所へ集団的に避難させる場合を想定し、被

災時における病院施設内の保健、衛生の確保、入院患者の移送先施設の確保、転送を要する患者

の臨時受入場所、搬送のための連絡方法と手段、病状の程度に応じた移送方法、搬送用車両の確

保及び病院周辺の安全な避難場所及び避難所についての通院患者に対する周知方法等についてあ

らかじめ定めておくものとする。 

 

第５ 外国人等への対策 
外国人等にも配慮し、避難場所案内板等の作成にあたっては、英語併記とするほか、広報パン

フレットについて、英語・中国語・ハングル語等の併記を検討する。 

また、会津若松市国際交流協会と平時からの情報伝達体制構築や災害時における外国人からの

問合せや各種相談、情報提供にあたる通訳ボランティアの確保に努め、さらには外国人を含めた

防災訓練・防災教育を実施する。  
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第１８節 ボランティアとの連携 
災害時には、ボランティアとの連携・協力を行うことで、早期復旧・復興を行うことができ、

災害対応を行う職員等の負担軽減にもつながるため、ボランティアとの連携体制の構築は重要で

ある。そこで、本節では、ボランティアとの連携体制の構築に関する対策について記載する。 

 

第１ 受入れ体制の整備 
１ ボランティア活動の環境整備 

市は、災害時にボランティア活動を円滑かつ効果的に行うために、平時から市社会福祉協議会

等の地域ボランティア活動に関係する団体等と協議を行うとともに、連絡調整体制の確立を図

り、災害時の活動体制や組織づくりに必要な環境整備、ボランティア活動への参加啓発を行う。 

また、広報活動、啓発活動等を通じて、ボランティアによる防災活動に関する事業者及び市民

の関心と理解を深めるとともに、休暇の取得の促進その他のボランティアによる防災活動へ市民

の参加を促進するため必要な措置を講ずるものとする。 

 

２ コーディネート体制の整備 

市は、市社会福祉協議会やボランティア関係団体等と連携を図りながら、災害ボランティアセ

ンターを運営する者（市社会福祉協議会等）との役割分担等を定めるよう努めるとともに、コー

ディネートを行う災害ボランティアセンターの体制をあらかじめ整備しておくものとする。 

 

３ ボランティアとの連携体制の構築 

市は、ボランティアとの連携体制の構築のため、次の取組について検討を行う。 

（１）ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社、市社会福祉協議会及びＮＰＯ等との

連携を図るとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を

行う組織）を含めた連携体制の構築 

（２）行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平時の登録、ボランティア活動や避難所

運営等に関する研修制度、災害時における災害ボランティア活動の受入れや調整を行う体

制、災害ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方

策等について意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進 

（３）市社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋等からの災害廃棄物、がれき、

土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとし、災害廃棄物等の取扱いについて関係部局

及び関係機関等と事前に取り決めを行い、市民やボランティアへの広報・周知を進めること

で、災害ボランティアが活動しやすい環境整備 

 

４ ボランティア活動保険 

市及び市社会福祉協議会は、ボランティア活動中の事故や賠償事故の保障に効果のあるボラン

ティア活動保険の普及啓発を図る。 

 

第２ マニュアルの作成 
市及び市社会福祉協議会は、災害ボランティアセンター運営マニュアルを作成するとともに、

必要に応じて更新していくものとする。 



第２章 災害予防 第１９節 災害時相互応援協定の締結 

54 

第１９節 災害時相互応援協定の締結 
大規模災害発生時は、市や関係機関だけで災害対策を実施することは困難であり、民間事業所

や他の自治体などと連携した災害対策ネットワークを構築する必要があるため、平時から災害時

応援協定の締結等の取組を推進する。 

本節では、多様な関係機関との災害時応援協定等の締結に関する方針について記載する。 

 

第１ 他自治体との相互応援協定締結 
姉妹都市をはじめとして、親善交流都市、友好都市など、同時に被災する可能性が少ない県外

の自治体は、職員の派遣や物資支援、避難者の受け入れ先などの点で有効であることから、相互

応援協定締結を推進する。 

また、災害応急対策（広域避難対策、行政機能の低下対策等）を実施するため、あらかじめ隣

接市町村、広域市町村圏、地方振興局等を単位とした応援協定の締結を促進する。 

これらの相互応援締結後の連携強化に当っては、訓練等を通じて発災時の連絡先、要請手続等

の確認を行うなど、実効性の確保に留意する。 

なお、大規模火災等の際は、消防本部で既に締結している応援協定により、消防活動の支援を

求めるものとする。 

 

第２ 民間事業者・団体との災害時応援協定締結 
災害発生時において、支援物資や各種応急対策サービスが緊急に必要になる場合に備えるた

め、食料・生活必需品、燃料等の提供、物流、物資配送、役務の供給、ライフラインの復旧、情

報連絡、さらには、地域における事業所施設の一時的な提供など、事業所が業務や地域との関わ

りの中で可能な内容について、民間事業者・団体等との協定の締結を進める。 

また、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協

定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努める。 

 

第３ 災害時応援協定の公表 
災害時応援協定の締結先と内容について公表し、災害が発生した際に被災者が円滑に支援を受

けられるよう努める。 

 

第４ 連絡体制の整備、情報伝達訓練の実施 
災害発生時に協定締結先との連絡調整を確実に行えるよう、毎年協定締結先の担当部署への連

絡手段や人的体制についての確認を行う。 

また、市総合防災訓練等において、複数の通信手段による情報伝達訓練等や災害時の協定の役

割に応じた防災訓練を実施する。 

 

（※）資料3-1 災害時応援協定締結先一覧（P.50） 
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第２０節 公的機関等の業務継続性の確保 
本節では、災害時に限られた人的資源・物資等を効率的に活用し、迅速な災害対応及び復旧・

復興を行うための業務継続に関する対策とその考え方について記載する。 

 

第１ 業務継続対策の方針 
災害が発生しても速やかに立ち直り、持続可能な社会（サスティナビリティ）を目指すために

は、市や関係機関、民間事業所それぞれが、災害直後から速やかに業務の回復を図る必要があ

る。 

そのため、各事業所はそれぞれが非常時に優先すべき業務と、復旧までの時間等を盛り込んだ

業務継続計画を作成するものとする。 

特に、市役所は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担う

こととなることから、業務継続計画の策定等に当たっては、国の「市町村のための業務継続計画

作成ガイド」に基づき、「首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制」、「本庁舎が使用

できなくなった場合の代替庁舎の特定」、「電気・水・食料等の確保」、「災害時にもつながり

やすい多様な通信手段の確保」、「重要な行政データのバックアップ」並びに「非常時優先業務

の整理」など重要な６要素を中心に定め、また、更新に当たっては「非常用発電設備（再生可能

エネルギー発電設備、蓄電機能を有する車両等を含む。）の整備」などの重要な要素を踏まえて

更新する。 

加えて、実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教

育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計

画の評価・検証等を踏まえた改訂などを行うものとする。 

 

１ 市役所業務における非常時優先業務 

（１）非常時優先業務の対象範囲 

市役所業務における非常時優先業務は、災害時に市民の生命、生活及び財産の保護、都市

機能の維持・早期回復を図るために実施する業務であり、人命救助や避難者対応などを中心

とした災害対応業務及び復旧復興業務と、市の通常業務のうち災害発生時にも継続又は強化

する必要のある通常業務とする。 

特に、災害初動期の対策として、市民の安全確保を図るための環境整備（避難所をはじめ

とする公共施設の安全性の確認等）を最優先するものとする。 

 

【非常時優先業務の対象範囲】 

業務区分 内容 

災害対応業務 

初動対策業務 非
常
時
優
先
業
務 

発災後３時間以内に実施する業務 

応急対策業務 発災後３日以内に実施する業務 

復旧復興業務 優先度の高い復旧復興に関する業務 

通常業務 

継続業務 平常時と同様に継続する業務 

縮小業務 他の業務を優先するため縮小する業務 

休止業務 他の業務を優先するため休止する業務 

  



第２章 災害予防 第２０節 公的機関等の業務継続性の確保 

56 

（２）非常時優先業務の抽出 

災害対応業務と１ヶ月以内に業務が実施できなかった場合に市民等に影響を及ぼす通常業

務を、非常時優先業務として抽出する。 

（３）目標復旧時間の考え方 

業務再開の優先順位の選定にあたり、業務が実施できなかった場合に、市民等に対してど

れだけ影響が発生するかという視点を勘案し、市民等の生命・財産の安全確保に要する限度

の時間を目安とした目標復旧時間を設定する。 

なお、あらかじめ目標復旧時間を定めることが困難な業務については、「その他」とす

る。 

 

 

 

（４）休止業務 

優先度の低い通常業務は、原則休止、抑制する。 

（５）非常時優先業務のための人員の確保 

市では、災害の発生や気象情報等が発表された場合には、参集基準により職員が参集す

る。また、大規模な災害が発生した場合には、全庁職員が非常時優先業務を遂行する。 

その後、発災後１ヶ月を目安にして、通常業務への移行を行うものとする。 

なお、市は、職員の参集や安否確認のため、職員の緊急連絡網の整備を図るものとする。 

（６）公共施設におけるサービス制限 

災害時において、公共施設は、平時の使い方を基本に防災拠点施設に位置づけることか

ら、その位置づけが解消されるまでの当面の間、本来の施設サービスの一部又は全部を制限

することがある。 

  

従前の
業務レベル

非被災地からの応援
や外部機関からの活
用により100%を超え
る業務レベルとなる場
合もある

業務の立ち上げが遅れたこと
が、その事に起因した外部対応
業務の大量発生を招き、本来業
務の実施を妨げる場合もある

業務継続計画
実行後の
業務レベル

業務立ち上げ時間の短縮

発災直後の業務レベル向上

発災

時間軸約１ヶ月

100%

業
務
レ
ベ
ル
（質
・量
合
わ
せ
た
水
準
）

約２週間

① 災害初動期 

発災直後から開始を

目指す業務 

② 災害応急期 

発災後３日以内に開

始を目指す業務 

③ 災害復旧復興期 

発災後１週間以内に

開始を目指す業務 

④ その他の応急業務 

 発災後１ヶ月以内に 

 開始を目指す業務 
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第２ 事業所における業務継続計画の策定 
事業所の役割として、災害時において優先的に実施すべき業務を整理するとともに、これらの

業務に必要となる人員や、サービス水準を明らかにした業務継続計画を策定するものとし、災害

の被害を最小にとどめ、早期に事業を再開できる体制を整えるものとする。 

特に、福祉サービスは、その利用者にとっては切実な問題であり、在宅で生活する避難行動要

支援者をはじめとした災害時要配慮者への対応として、早期に事業再開できる体制を整えるもの

とする。 
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第２１節 受援計画 
本節では、災害時に円滑に応援職員の受入れを行うための受援対策について記載する。 

 

第１ 受援対象業務 
災害時において、本市防災体制による対応が困難な場合は、県や他市町村への応援要請を行

い、派遣支援の連絡があった場合の受け入れ体制を構築する。 

派遣支援の対象業務は、災害の状況や市の実施体制によって異なる。主に以下の業務への協力

が想定される。 

（１）避難所運営業務 

（２）応急危険度判定業務 

（３）被災住宅調査業務 

（４）給水業務 

（５）ライフライン復旧業務 

（６）災害廃棄物処理業務 

（７）被災者の救護・健康管理 

（８）その他市の業務への協力 

なお、市は、業務継続計画を策定するなかで、支援を要する業務を精査するものとする。 

 

第２ 情報連絡体制 
初動時に、関係自治体等に情報発信し、先遣隊に情報提供を行うものとする。 

なお、応援職員との情報共有を図るため、必要な情報収集、情報共有体制を明確にする。 

 

第３ 応援受入体制 
災害対策本部に総括班を設置し、対応窓口を明確にする。 

総括班の役割は、主に以下の事項が想定される。 

（１）他自治体等からの連絡を受ける窓口 

（２）関係する各部署への取次ぎ 

（３）各部署からの要請に基づく応援要請 

（４）宿泊施設・野営地など場所や施設の調整 

（５）被害状況及び応援に対する需要の情報提供 

 

第４ 受入れ環境の整備 
応援職員が活動するための執務スペースの確保や、資料、マニュアルの整備に努める。 

特に、感染症対策のため、会議のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執

務スペースの適切な空間確保に努める。また、応援職員が自前での食料や水、燃料等が準備でき

ない場合は、市が対応するものとする。 

宿泊施設等については、民間のホテルや旅館等との災害時応援協定により事前に確保すること

を目指すとともに、宿泊場所として活用可能な施設等のリスト化に努めるものとする。 
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第２２節 緊急整備事業の促進 
市は、地震が発生した場合に被害を軽減するため、主に次に掲げる防災施設につき「会津若松

市立地適正化計画」や「会津若松市都市計画マスタープラン」などの関連計画、県の地震防災緊

急事業五箇年計画等を踏まえて関連事業との調整を図り、その整備を図るものとする。 

（１）避難地 

（２）避難路 

（３）消防用施設 

（４）緊急輸送路 

（５）医療施設 

（６）社会福祉施設 

（７）学校等教育施設 

（８）がけ崩れ等防止施設 

（９）水道施設 

（10）下水道施設 

（11）その他必要な施設 
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第３章 災害応急対策 
 

第１節 応急活動体制 
本節では、災害対策本部の設置基準や設置場所、災害対策本部の組織体制及びその任務等につ

いて記載する。 

 

第１ 災害対策本部の設置及び解散 
１ 設置の考え方 

（１）設置の判断 

市長は、次のいずれかに該当するときは、会津若松市災害対策本部（以下「災害対策本

部」という。）を設置するとともに、市民や関係機関に周知する。 

① 市域に震度５弱以上の地震が発生したとき 

② 災害救助法による救助を適用する災害が発生したとき 

③ その他災害が予測され、総合的な応急対策を必要としたとき 

※他の市町村等で大規模な災害が発生し、市全体で被災者の受け入れを必要とした場合は、災害対策本部

に準じた「災害支援対策本部」を設置するものとする。 

（２）設置場所 

設置場所について、以下の優先順位で設置する。 

１ 市役所本庁舎 

２ 生涯学習総合センター（會津稽古堂） 

３ 公共施設のうち設置に適した場所を市長が指定するものとし、以下の施設を代替施

設として優先的に検討する 

・市東部に大きな被害が出ている場合…北会津支所 

・南部、西部に大きな被害が出ている場合…河東支所 

※市中心部の民間施設を一時的に借用できる場合は、その施設も代替施設として検討する。 

（３）対策本部長 

市長が災害対策本部長(以下「本部長」という。)となり、災害に対応する。 

市長不在の場合は副市長が、副市長が不在の場合は市民部長が代理する。 

 

２ 緊急対応の考え方 

災害対策本部設置前に、災害発生から早急に応急対策が必要な場合は、本部長以下、上位者の

判断により応急対策を指示し、その実施対応経過を後日災害対策本部員に報告するものとする。 

 

３ 解散の考え方 

本部長は、市域に災害発生のおそれがなくなった場合、又は災害復旧が進行し、特別の対策が

必要なくなったと認められるときは、災害対策本部を解散する。 
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災害対策本部を解散したときは、市民や地域、関係各機関に対し、速やかにその旨を周知す

る。 

 

第２ 災害対策本部の組織と任務 
１ 災害対策本部の組織編成等 

「会津若松市災害対策本部条例」及び「会津若松市災害対策本部規程」の定めるところによ

り、会津若松市災害対策本部の組織編成を行う。 

会津若松市災害対策本部に各々の応急対策を担当する組織を設置し、総括事務局は、危機管理

課に設ける。 

それぞれの組織編成や事務分掌は、初動体制マニュアル及び資料編によるものとする。 

なお、災害の状況により本部事務局職員の増員や、分担任務以外の業務を必要とする場合は、

本部長が職員の中から指名する。 

 

（※）資料1-2 会津若松市災害対策本部規程 別表第１（P.5） 

（※）資料1-3 会津若松市災害対策本部規程 別表第２（P.6） 

（※）資料1-4 災害時庁内組織体系図等（P.12） 

 

２ 災害対策本部員会議の開催 

（１）本部長は、必要に応じて災害対策本部員会議（以下「会議」という。）を招集する。 

（２）会議は、会津若松市災害対策本部組織編成表の部長以上の職（部長が不在のときは副部

長）にある者をもって開催する。 

（３）会議は、必要に応じて関係者を招集することができるものとし、関係機関として、消防

署、警察署、消防団、市社会福祉協議会等の出席を要請する。 

（４）会議は、個人情報保護等の特別の理由を除くほか、原則公開とする。 

 

３ 災害対策本部の協議事項 

災害対策本部は、全体的な被災状況を収集・把握するとともに、次の事項を協議し、応急対策

を決定する。 

（１）災害対策本部の配備体制の決定及び廃止 

（２）災害被害状況及びその他対応状況等の報告 

（３）高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保等の決定 

（４）県、自衛隊、他自治体への応援要請の決定 

（５）防災関係機関、災害時応援協定締結事業所等及びその他関係団体への協力要請 

（６）応急対策の指示（拠点施設の決定、地域や市民への情報提供、二次災害等への対応） 

（７）その他災害対策に関すること 

 

４ 防災関係機関及びその他外郭団体への協力要請 

災害が発生した場合、災害対策本部及び防災関係機関は、所管又は関連する外郭団体へ、応急

対策を講ずるよう指示を行い、又は協力を要請する。 
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５ 災害対策現地本部の設置 

災害発生場所、規模、その他の状況により、現地の公共施設等に対策本部を設けることが必要

と認めた場合は、現地本部を設置する。 

なお、現地における緊急対応として支所や各市民センターは、地域の関係団体と協力し、地域

対応の組織編成に努めるとともに、災害対策本部との連絡体制を整える。 

 

第３ 非常時優先業務への対応 
災害発生後は、以下の点に配慮して全庁的な対応を行う。 

（１）災害初動時には、職員全員が災害対策本部の指揮の下、非常時優先業務を遂行する。 

（２）通常業務の延長線上の災害応急対策が発生する場合は、その業務分担を原則とする。 

（３）業務分担組織は、原則として「課」単位で構成する。ただし、業務量やその内容によって

チームを編成したり、「部」単位の分担にすることが効率的である場合は、柔軟な組織体制と

する。 

（４）災害が発生した際には、職員の緊急連絡網（あいべあ等）を利用して、職員参集を行う。 

（５）災害時の集合場所は、基本的に所属する職場とするが、交通状況等により、職場に集合で

きない場合は、公民館等最寄の市施設に一旦集合し、指示を待つこととする。 

なお、災害対策本部職員の動員に関する事項は、初動体制マニュアルに記載する。その

際、職員に過重な負担とならないよう、対応状況を見据えながらローテ－ションを組むな

ど、職員の健康にも配慮する。 

また、動員にあたっては、各部の配備動員計画により最大人員の準備を基本とするが、そ

こまでの必要がないと認めるときは、順次配備体制のレベルを引き下げる。 
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第２節 職員の動員配備 
本節では、職員の配備基準について記載する。 

 

第１ 配備基準（災害対策本部設置前） 
１ 災害対策本部設置前の体制 

（１）あらかじめ指定を受けた部局の職員は、震度４の地震が発生したとき、又は警報等が発令

され災害発生が予想されるときは、応急活動ができる体制をとる。 

（２）災害対策本部を設置するまでの間は、初動体制マニュアルに定める体制により被災情報の

確認活動や職員招集の準備等を行う。 

（３）危機管理課は、災害規模や被害状況等を踏まえて、関係課による緊急対応会議の開催や、

さらには対策本部の設置を検討する。 

 

２ 災害対策本部設置前の活動内容 

活動内容は、本章各節の初期対応策に準じるが、特に事前準備及び警戒配備に万全を期す。 

事前及び警戒配備下における活動の要点は、概ね次のとおりとする。 

（１）県、福島地方気象台その他関係方面から気象情報、災害情報、道路交通状況、その他関連

情報等を収集し、今後の被害を予測する。 

（２）人的被害やライフライン被害、公共施設等建物被害に関する情報を収集し、被害の規模や

範囲を確認し、当該情勢に対応する措置を検討する。 
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第３節 通信の確保 
本節では、発災時における通信手段の確保に向けた行動と活用可能な通信手段等について記載

する。 

 

第１ 災害時の通信手段の確保 
（１）通信機能の確認 

災害対策本部及び防災関係機関は、災害発生後直ちに情報通信手段の機能確認を行うとと

もに、障害が生じたときは、速やかな復旧に努めるものとする。特に孤立地域の通信手段の

確保については、特段の配慮を行うものとする。 

（２）複数の通信手段の活用 

災害対策本部と防災関係機関、協力機関等相互間の指令の伝達及び報告等の通信には、原

則としてＩＣＴ機器とＩＣＴ以外の機器による文書通信を併用して行う。 

（３）指定電話 

災害対策本部及び防災関係機関は、災害情報通信に使用する指定電話を定め、窓口の統一

を図る。 

（４）リエゾン派遣要請 

災害対策本部事務局は、災害対策本部会議への関係機関の出席、リエゾン（災害対策現地

情報連絡員）派遣等を要請する。 

リエゾン派遣職員は、通信が途絶した場合を想定し、衛星携帯電話を携帯する。 

 

第２ 有線通信網等の有効活用 
（１）ＦＡＸの利用 

災害対策本部と防災関係機関、協力機関等相互間の指令伝達及び報告等の通信には、ＦＡ

Ｘによる文書通信を行う。 

（２）優先電話の利用 

事前にNTT東日本(株)福島支店から優先電話の指定を受けることにより、緊急時に優先して

回線がつながる緊急優先電話を活用する。 

優先電話は発信のみ優先扱いとなり、着信については一般電話と同じであるため、緊急時

には発信用として使用する。 

（３）警察・消防通信の利用 

① 警察有線電話通信網 

県警察本部を中心に、各警察署、交番及び駐在所を結ぶ警察有線電話通信網を活用して協

力体制を図る。 

② 消防通信 

消防本部を中心に、各消防署、分署、出張所を結ぶ消防専用回線を活用して協力体制を図

る。 
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【情報通信手段一覧】 

ツール 情報提供・発信先 タイミング 発信内容 

電話 防災関係機関等 必要時 情報伝達、連絡 

専用電話 防災関係機関等 大規模災害時 情報伝達、連絡 

ＦＡＸ 防災関係機関等 必要時 情報伝達、連絡 

消防無線 
無線受信者（市、消防本

部、消防署、消防団） 
災害に備える段階 情報伝達、連絡 

防災メール 市民（登録者） 災害状況に応じて 情報伝達、連絡 

消防団メール 消防団員 災害に備える段階 情報伝達、連絡 

Ｊアラート 市 国が災害に備える段階 国民保護情報 

県総合情報通信ネ

ットワーク 

県・近隣市町村及び防災関

係機関 
必要時 情報伝達、連絡 

※「災害時」とは、災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときをいう。 

 

第３ 通常の通信手段が途絶した場合の体制 
災害時における通信途絶があったときの対策措置については、以下の方法により通信網を確保

し、災害応急措置に万全を期す。また、停電に備えて非常用電源の確保に努める。 

（１）県総合情報通信ネットワークの利用 

（２）リエゾン派遣職員が携帯する衛星携帯電話の利用 

 

第４ 情報伝達における配慮事項 
要配慮者について、以下の事項に配慮し、情報伝達を行う。 

① 社会福祉施設等の施設管理者 

各施設の管理者は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき職員及び利用者に対し、避難等

の情報伝達を行う。 

② 在宅要配慮者 

消防署、警察署、民生委員・児童委員、自主防災組織等の避難支援等関係者の協力を得

て、在宅要配慮者（避難行動要支援者等）に対して情報伝達を行う。 

③ 障がい者等への配慮 

視覚障がい者や聴覚障がい者等の障がいの特性に配慮し、電話やＦＡＸのほか、多様な手

段を活用する。 

④ 外国人等への配慮 

テレビ、ラジオ等の放送機関等を通じ「やさしい日本語」を含む多言語での情報伝達に努

める。また、会津若松市国際交流協会の協力を得て、情報伝達に努める。 
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第４節 災害情報の収集伝達 
本節では、災害時の被害情報の収集とその伝達に関する内容について記載する。 

 

第１ 地震情報等の受理伝達 
１ 気象庁の地震情報 

市は、地震情報等を受理したときは、直ちに市民等に伝達するとともに、避難指示等の必要な

措置を行う。 

（１）福島地方気象台の地震情報等の伝達基準、地震情報の種類とその内容 

① 福島地方気象台の地震情報等の伝達基準 

ア 福島県内で震度１以上の揺れを観測したとき 

イ その他、市民に周知させることが適当と思われるとき（群発地震等） 

ウ 特に発表が必要と認めた場合 

② 地震情報の種類とその内容 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 ・震度３以上 
・地震発生約１分半後に、震度３以上を観
測した地域名（全国を188地域に区分）と
地震の揺れの検知時刻を速報 

震源に関する情報 ・震度３以上 
・地震の発生場所（震源）やその規模（マグ
ニチュード）を発表 

震源・震度情報 
・震度１以上・緊急地震速報（警報）
発表時 

・地震の発生場所（震源）やその規模（マグ
ニチュード）、震度１以上を観測した地
点と観測した震度を発表。それに加えて、
震度３以上を観測した地域名と市町村毎
の観測した震度を発表 

・震度５弱以上と考えられる地域で、震度
を入手していない地点がある場合は、そ
の市町村・地点名を発表 

その他の情報 
・顕著な地震の震源要素を更新し
た場合や地震が多発した場合な
ど 

・顕著な地震の震源要素更新のお知らせや
地震が多発した場合の震度１以上を観測
した地震回数情報等を発表 

推計震度分布図 ・震度５弱以上 
・観測した各地の震度データをもとに、250
ｍ四方ごとに推計した震度（震度４以上）
を図情報として発表 

長周期地震動に関
する観測情報 

・震度１以上を観測した地震のう
ち、長周期地震動階級１以上を
観測した場合 

・高層ビル内での被害の発生可能性等につ
いて、地震の発生場所（震源）やその規模
（マグニチュード）、地域ごと及び地点
ごとの長周期地震動階級等を発表（地震
発生から約10分程度で気象庁ホームペー
ジ上に掲載） 

遠地地震に 

関する情報 

国外で発生した地震について以下
のいずれかを満たした場合等 

・マグニチュード７．０以上 

・都市部など著しい被害が発生す
る可能性がある地域で規模の大
きな地震を観測した場合（国外
で発生した大規模噴火を覚知し
た場合にも発表することがあ
る） 

・地震の発生時刻、発生場所（震源）やその
規模（マグニチュード）を概ね30分以内
に発表 

・国外で発生した大規模噴火を覚知した場
合は、噴火発生から１時間半～２時間程
度で発表 
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※福島地方気象台は、福島県内で震度４以上の揺れを観測したときなどに防災等に係る活動の利用に資す

るよう地震の概要等を地震解説資料として発表する。 

 

（２）緊急地震速報と対応 

気象庁は、最大震度５弱以上又は長周期地震動階級３以上と予想した場合に、震度４以上

が予想される地域又は長周期地震動階級３以上を予想した地域に対し、緊急地震速報（警

報）を発表する。 

日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ・ラジオを通じて市民に提供する。 

なお、震度６弱以上又は長周期地震動階級４の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、

地震動特別警報に位置づけられる。 

 

※緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析することによ

り、地震の強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報である。このため、震源

付近では強い揺れの到達に間に合わない場合もある。 

 

① 福島地方気象台は、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める。 

② 市は、福島地方気象台と協力し、訓練に緊急地震速報を取り入れるなど、緊急地震速報の

利用の心得などの周知・広報に努めるとともに、市民に直接緊急地震速報を伝達する体制

の整備に努めるものとする。 

③ 市、県及び放送事業者等は、伝達を受けた緊急地震速報を市町村防災行政無線（戸別受信

機を含む）等により、市民等への伝達に努めるものとする。 

また、市は、市民への緊急地震速報の伝達に当たっては、市町村防災行政無線を始めとし

た効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、対象地域の市民への迅速かつ的確な伝達

に努めるものとする。 
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２ 地震情報で用いる震度の地域名称と震央地名 

「震度速報」や「震源・震度に関する情報」において、地域震度を発表するため、全国を188に

区分した地域のことである。 

また、この地域名称は、「震央地名」にも使用される。 

 

【震度の地域名称（福島県の陸域）】 

 

【地震情報等伝達系統図】 
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第２ 被害情報の収集・整理 
市及び防災関係機関は、災害が発生した場合、直ちに市内の被害状況について調査を行う。特

に、大規模な災害が発生した時、又は発生が予想される時は、天候状況を勘案しながら、必要に

応じヘリコプター等による目視、撮影及びビデオ等の画像情報を活用し、早期かつ適切な情報の

収集に努める。 

県及び市町村は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制のもと、適切な対応

がとれるよう努めるものとする。 

また、情報の共有化を図るため、各機関が横断的に共有すべき防災情報を、総合防災情報シス

テム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）に集約できるよう努めるものとする。 

なお、被害状況の収集に当たっては、下記の点に留意して行う。 

（１）要救助者の迅速な把握 

要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に

情報収集を行うものとする。 

（２）生活関連施設の被害情報の収集 

災害発生の初期においては、人的被害及び市民の生活維持に直接関係する住家、医療衛生

施設、電力・水道・通信等の生活関連施設の被害の状況を優先して収集するものとし、これ

ら施設の被災規模・状況が判明次第、公共施設、文教施設、産業施設その他の被害状況を速

やかに調査・収集するものとする。 

（３）関係機関の被害情報の集約 

防災関係機関に寄せられた様々な情報は、災害対策本部で一元管理する。 

また、市民に必要な内容については、市のホームページ等で周知を図るとともに、対策本

部会議等で随時情報を提供し、共有化を図る。 

（４）市民からの被害情報の集約・整理 

市民から電話やＦＡＸ、メール等で災害対策本部に寄せられた情報は、緊急性・重要性を

考慮して選別・整理・評価する体制を構築して災害対策本部が一元管理するものとし、必要

に応じて、集約・整理した情報を庁内関係課や関係機関に伝達する。 

なお、災害対策本部は、被災等の情報を集約・整理することで、可視化に努める。 

（５）ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 

ＳＮＳ、スマートフォンやドローンなど、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用して効率的な情

報収集を行うものとする。 
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第３ 被害状況等の報告 
市は、県への報告に当たっては、「福島県総合防災情報システム」により行うことを基本と

し、県災害対策地方本部及び県災害対策本部で入力内容の確認を行う。 

被災等により福島県総合防災情報システムが使用できない場合、市は電話、ＦＡＸ、電子メー

ル等により県災害対策地方本部へ被害情報を報告するものとする。 

なお、いずれの場合においても、市が、県へ報告することができない場合は、直接、国（総務

省消防庁）へ被害状況等の報告を行うものとする。 

関係機関への情報の伝達は、関係機関情報連絡網により行うものとする。 

 

１ 市から県への報告 

市は、県に応急対策の活動状況、災害対策本部の設置状況を連絡するほか、応援の必要性等を

連絡する。 

 

報告の種類 内容 

概況報告（被害即報） 被害が発生した場合に直ちに行う報告 

中間報告 
被害状況を掌握した範囲でその都度行う報告 

(被害が増加する見込みのときは、集計日時を明記するものとする) 

確定報告 被害の状況が確定した場合に行う報告 
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【関係機関災害情報連絡系統図】 
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【防災気象情報の伝達系統図】 
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第５節 相互応援協力 
本節では、県や他自治体、自衛隊等の各関係機関に対する応援要請に関する事項を記載する。 

 

第１ 地方自治体、自衛隊、防災関係団体等に対する要請 
大規模災害時において、災害対策本部及び消防機関、その他市内の関係機関のみでの対応が困

難と判断した場合は、速やかに県や他市町村、関係機関、自衛隊等に応援・協力要請を行う。 

 

１ 県と市町村の相互協力 

（１）市長は、災害応急対策（広域避難対策、役場機能の低下、喪失、移転対策を含む。以下同

じ。）を実施するため必要があると認めるときは、知事（市町村班）に応援（職員の派遣を含

む。以下同じ。）若しくは応援のあっせんを求め、又は災害応急対策の実施を要請することが

できる。 

（２）市長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村長に対し、

応援を求めることができる。 

（３）市長は、知事に職員の派遣、職員の派遣のあっせん若しくは応援を求め、若しくは災害応

急対策の実施を要請し、又は他の市町村長に応援を求める場合は、次に掲げる事項について

口頭又は電話をもって要請し、後日文書により処理するものとする。 

① 災害の状況及び応援を求める理由 

② 応援を要請する機関名 

③ 応援を要請する職種別人員、物資等 

④ 応援を必要とする場所、期間 

⑤ その他必要な事項 

 

２ 指定地方行政機関等への応援職員派遣要請の基本事項 

（１）市長は、災害応急対策又は災害復旧対策のため必要があると認めるときは、指定地方行政

機関等の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請することができる（災害対策基本法第 29

条）。 

（２）市長は、災害応急対策又は災害復旧対策のため必要があると認めるときは、知事に対し、

指定地方行政機関等の職員の派遣についてあっせんを求めることができる（災害対策基本法

第 30条）。 

（３）市長は、指定行政機関又は指定地方行政機関の長に対して職員の派遣を要請するときは、

次の事項を記載した文書をもって行う。 

なお、市長が、知事に対して指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣のあっせん

を求めるときも同様とする。 
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【要請先、根拠法令等一覧】 

要請の種類 要請先（内容等） 根拠法令等 

地方自治体等への

応援要請 

指定地方行政機関等の長（職員の派遣要請） 災害対策基本法第29条第２項 

知事（指定行政機関及び指定地方行政機関の

職員の派遣あっせん要請） 

災害対策基本法第30条第１項、

第68条 

知事（他の自治体職員の派遣あっせん要請） 

災害対策基本法第30条第１項、

第68条、 

地方自治法第252条の17 

他の市町村（応援の要請） 災害対策基本法第67条 

知事（応援の要求及び応急措置の実施要請） 災害対策基本法第68条 

相互応援協定自治体の長（物資・資機材・車

両提供・職員派遣等） 
自治体相互応援協定 

自衛隊への派遣要

請等 

知事(自衛隊の派遣要請) 
災害対策基本法第68条２第１

項 

自衛隊(知事に派遣要請の要求ができない場

合の通知) 

災害対策基本法第68条２第２

項 

防災関係団体等へ

の応援要請 

消防本部等(消防相互の応援等) 消防組織法第39条 

知事(消防庁長官に対する応援要請) 
消防組織法第44条、福島県緊急

消防援助隊受援計画 

防災関係機関等（協定等に定める事項等) 各種応援協定等 

報道要請 テレビ、ラジオの報道機関 任意の報道要請 

 

第２ ボランティア活動支援 
災害時にボランティア活動を円滑かつ効果的に行うために、市社会福祉協議会等の地域ボラン

ティア活動に関係する団体等と協議し、災害時の活動体制や組織づくりに必要な環境整備、ボラ

ンティア活動への参加啓発を行う。 

 

１ 災害ボランティアセンターの設置 

大規模災害時において、市社会福祉協議会は、災害対策本部と協議の上、被災状況等を踏まえ

て「災害ボランティアセンター」を開設する。 

 

２ 災害ボランティアセンターの設置場所 

災害ボランティアセンターは、災害対策本部と市社会福祉協議会の協議により決定した場所に

設置する。 

なお、設置にあたっては、災害ボランティアが待機できる場所の確保に配慮する。 

また、特に著しい被害を受けた地域がある場合は、市社会福祉協議会は、現地災害ボランティ

アセンターを設置する。 

 

 



第３章 災害応急対策 第５節 相互応援協力 

75 

３ 災害ボランティアセンターの役割 

（１）被災者が必要とするボランティア情報の把握 

（２）災害対策本部と連携したボランティアの募集 

（３）災害ボランティアの受入れ及びそのコーディネート 

（４）ボランティア活動に必要な被害箇所、交通、ライフライン等に関する情報の提供 

（５）災害ボランティアに関する災害対策本部との情報共有 

 

４ ボランティアに協力要請する内容 

（１）避難所における避難者支援（食料や支援物資の配給、子どもとの遊び等） 

（２）被災者宅における支援活動 

（３）救援物資の仕分け、配給 

（４）災害ボランティアセンターの運営協力 

（５）その他災害対策業務への協力 

 

第３ 公共的団体等との協力 
効率的な応急対策活動を実施するため、市内における公共的民間団体及び災害支援活動を目的

とするＮＰＯ・ボランティア、防災組織等から次の協力を得ながら取り組む。 

なお、これら団体等の協力業務及び協力方法については、災害時における活動が能率的に処理

できるよう、その内容の周知徹底を心がける。 

（１）異常現象、災害危険箇所等を発見した場合は、災害対策本部その他関係機関に連絡すること 

（２）災害に関する予警報その他情報を区域内住民に伝達すること 

（３）災害時における広報広聴活動に協力すること 

（４）災害時における出火の防止及び初期消火に協力すること 

（５）避難誘導、避難所内被災者の救援業務に協力すること 

（６）被災者に対する炊き出し、救援物資の配布等に協力すること 

（７）被害状況の調査に協力すること 

（８）被災区域内の秩序維持に協力すること 

（９）その他の災害応急対策業務（罹災証明書交付事務等）に協力すること 

 

※公共的団体とは、日赤奉仕団、医師会及び歯科医師会、薬剤師会、農業協同組合、漁業協同組合、森林

組合、商工会議所、青年団、婦人会等をいい、防災組織とは、地域組織、自主防災組織、業種別の防災

組織をいう。  
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第６節 災害広報 
本節では、災害時に市民に確実に被害情報や市の対策状況等を周知するための広報活動に関す

る事項を記載する。 

 

第１ 防災関係機関との相互連絡体制の構築 
災害広報を行うに当たり、防災関係機関と相互連絡体制を構築する。 

（１）災害対策本部は、災害発生後、速やかに市民及び報道機関に対し、被害の状況及び復旧の

見込み、当面の応急的措置に関する広報活動を行う。 

（２）防災関係機関は、その管轄事項で市民に必要となる情報を災害対策本部に提供し、災害対

策本部は、情報を集約して一元化した上で、市民に広報するものとし、あわせて防災関係機

関は自身のホームページ等で広報するものとする。 

（３）災害対策本部は、防災関係機関と相互に連絡を取り合い、災害情報の一元化及び共有化を

図る。 

 

広報活動の主な実施機関 

市役所・消防本部・消防署・消防団 福島地方気象台 

県会津地方振興局 県会津若松建設事務所 

会津若松警察署 阿賀川河川事務所 

郡山国道事務所会津若松出張所 
東北電力ネットワーク（株） 

会津若松電力センター等電力機関 

NTT東日本（株）福島支店等通信機関 東日本旅客鉄道（株）その他の交通機関 

ガス・石油等供給機関 市社会福祉協議会 

その他の実施機関  

 

第２ 災害対策本部が行う広報及び実施手順 
市は、防災関係機関と調整し、市民に対し、災害に関する広報を実施する。 

（１）最新の災害情報は、市のホームページで公表するものとし、一定程度情報を整理した内容

を広報チラシ、ＦＭ放送、デジタルサイネージ、ＳＮＳ、テレビ等で周知する。 

（２）災害発生からの時間の経過を踏まえて、被災者の必要性に即した二次的な情報を的確に提

供することを目指す。 

（３）災害時の広報にあたっては、災害段階に応じた情報を提供する。 

① 災害発生直後の広報（地震や大規模な事故・災害等の被害状況、緊急安全確保等） 

② 被害状況が鎮静化した段階の広報（災害二次情報、生活支援情報等） 
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【広報手段一覧】 

ツール 対象者 発信するタイミング 内容 

防災メール メール登録者 
災害のおそれが高まっ

ている時・災害時 

注意喚起、災害内容、

対応内容 

緊急速報メール 
エリア内の携帯電話等

所有者 
大規模災害時 

緊急時災害内容、 

対応内容 

ＳＮＳ ＳＮＳ登録者 随時 
災害内容、対応内容、 

投稿者からの情報 

市、防災関係機関 

ホームページ 
インターネット利用者 

災害情報を取りまとめ

た時点 
詳細な情報、最新情報 

デジタルサイネージ 設置施設利用者 災害時 詳細な情報、最新情報 

テレビ テレビ視聴者 災害時 災害内容、対応内容 

ＦＭ放送 ラジオ視聴者 災害時 
災害内容、対応内容 

二次情報 

広報車 広報車巡回エリア 災害時 災害内容、対応内容 

消防団広報車 消防広報車巡回エリア 災害時 災害内容、対応内容 

広報チラシ 市内全世帯 
災害情報を取りまとめ

た時点 
詳細な情報 

地域の放送設備 
放送設備を持つ地域

（広報協力地域のみ） 

災害情報を取りまとめ

た時点 

災害内容、対応内容、

詳細な情報 

市役所放送設備 

（本庁、北会津、河東） 
放送聴取可能エリア 災害時 災害内容、対応内容 

Ｌアラート 
テレビ視聴者インター

ネット利用者等 
災害時 災害内容、対応内容 

防災アプリ アプリ利用者 
災害のおそれが高まっ

ている時・災害時 

注意喚起、災害内容、

対応内容 

災害時電話発信 

サービス 

スマートフォン、携帯

電話でメール機能が使

用できない高齢者・障

がい者等 

災害時 避難情報 

 

第３ 報道機関等への発表・協力要請 
災害発生後において把握した市内の被害状況は、報道機関等へ速やかに発表する。 

その後の被害状況、対策情報についても継続して提供する。 

報道機関等への緊急放送の要請については、以下の内容とする。 

（１）災害時におけるスポット放送 

（２）市政広報番組の利用 

（３）特別報道番組の要請 
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第４ 市のサーバが被災した場合の広報協力 
サーバ等の被災によりホームページでの情報発信が不能となった場合、他自治体との災害時相

互応援協定の締結等により、ホームページの開設や情報の掲載を代行し、迅速に情報を発信する

仕組みの構築を検討する。 
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第７節 消火活動 
本節では、火災発生時における消火活動の方針と消火活動を実施する消防署や消防団の活動、

さらには、地域等が行う消火活動について記載する。 

 

第１ 大規模災害時消防活動の基本方針 
（１）同時に複数の延焼火災を覚知した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先に消防活動を

行う。 

（２）火災規模と対比して消防力が劣勢と判断された場合は、住民の安全確保を最優先して、道

路、河川、耐震建築物、空き地等を活用し、延焼を阻止する。 

（３）事業所等の火災に対して、市街地に延焼のおそれがある場合に限り、局所的に防ぎょし、

市街地の火災防ぎょ活動を優先する。 

（４）広域的な大規模災害が発生した場合は、「福島県広域消防相互応援協定」に基づき県内消防

本部から、更には、「消防組織法」に基づく緊急消防援助隊の応援を受け、消防活動を行う。

ただし、不特定多数を収容する対象物等から出火した場合は、人命の救助を優先とした消防

活動を行う。 

なお、応援職員受入れに係る施設として会津若松消防署城南分署を指定し、災害対応にあ

たる。 

 

第２ 消防署と消防団の活動 
（１）出火の防止 

火災等の災害発生が予測される場合は、居住地付近の住民に対し、出火防止及び飛び火の

警戒を呼び掛ける。 

（２）消火活動 

消火活動を消防署と消防団が協力して行う。 

（３）情報の収集 

火災の状況、出火の発見通報及び道路障害の状況等の情報収集に努め、災害対策本部への

報告を行う。 

（４）救急救助 

要救助者の救助救出と負傷者に対する応急措置及び安全な場所への搬送を行う。 

（５）避難誘導 

避難指示が発令された場合は、主に消防団は、これを住民に周知するとともに、関係機関

と連絡をとりながら市民を安全な場所に避難させる。 
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第３ 地域及び自主防災組織が担う活動 
火災が発生したときは、自身の安全を確保した上で、消火器、可搬ポンプ等を利用して初期消

火に努めるとともに、速やかに消防機関に通報し、その指示に従うものとする。また、町内会等

の連絡網を活かし、できる限り地域住民の安否確認を行うよう努める。 

 

第４ 消防本部による消防活動 
消防本部は、第一線の消防活動機関であり、地震災害に対し総力をあげて消防活動に当たると

ともに、消防団等と有効な対策を行う。 

 

主な活動原則 内容 

災害情報収集活動優先の原則 
・同時多発火災などの災害状況の迅速な把握と的確な対応のため、

消防車等の管内巡回による災害情報の収集を行う 

避難地及び避難路確保優先の

原則 

・延焼火災が多発し拡大した場合は、人命の安全を優先とした避難

地及び避難路確保の消防活動を行う 

重要地域優先の原則 
・同時に複数の延焼火災を覚知した場合は、重要かつ危険度の高い

地域を優先に消防活動を行う 

消火可能地域の優先の原則 
・同時に複数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先し

て行う 

重要対象物優先の原則 
・重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合は、重

要対象物の防護上に必要な消防活動を優先する 

火災現場活動の原則 

・出動隊の指揮者は、災害の態様を把握し、人命の安全確保を最優

先とし、転戦路を確保した延焼拡大阻止及び救助・救急活動の成

算等を総合的に判断し、行動を決定する 

・火災規模と対比して消防力が優勢と判断したときは、積極的に攻

撃的現場活動により火災を鎮圧する 

・火災規模と対比して消防力が劣勢と判断したときは、住民の安全

確保を最優先とし、道路、河川、耐火建造物、空地等を活用し、

守勢的現場活動により延焼を阻止する 

 

第５ 消防団による活動 
 

主な活動 内容 

情報収集活動 ・管内の災害情報の収集を積極的に行う 

出火防止 

・地震の発生により、火災等の発生が予想された場合は、居住地周

辺の住民に対し出火防止の広報を行い、出火した場合には住民と

協力して初期消火を図る 

消火活動 
・消防隊が到着するまでや消防隊が十分でない場合には、率先して

消火活動を行う 
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主な活動 内容 

救助活動 

・消防本部による活動を補佐し又は自らが積極的に活動し、要救助

者の救助救出と負傷者に対して簡易な応急措置を行い、安全な場

所への搬送を行う 

避難誘導 
・避難の指示がされた場合には住民に伝達するとともに、関係機関

と連絡をとりながら住民を安全に避難誘導する 

 

第６ 県内隣接協定及び統一応援協定による応援 
広域的な大規模災害が発生した場合は、「福島県広域消防相互応援協定」に基づき県内消防本

部から、更には、「消防組織法」に基づく緊急消防援助隊の応援を受け、消防活動を行う。 

ただし、不特定多数を収容する対象物等から出火した場合は、人命の救助を優先とした消防活

動を行うものとする。 

なお、応援職員受入れに係る施設として会津若松消防署城南分署を指定し、災害対応にあたる

ものとする。 

 

第７ 他都道府県への応援要請 
市長は、災害時における他都道府県への応援要請の必要が見込まれる場合は、知事へ応援要請

を行う。 
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第８節 救急・救助 
本節では、迅速に人命救助を実施できるよう、関係機関の活動内容等について記載する。 

 

第１ 救急救助活動 
防災関係機関が取り組む救急救助活動及び市民、地域、事業所が担う救助活動の内容は、次の

とおりとする。 

 

１ 消防を核とした救急救助活動 

災害時の救急救助活動は、火災等の緊急の度合いを考慮して、消防が現有資機材を有効に活用

しながら行う。 

ただし、同時多発的に多数の要救助者が発生した場合は、本部長は必要に応じて、市職員を動

員するほか、警察及び消防団等の防災関係機関にも協力を要請し、迅速かつ効果的な救急救助活

動を行う。 

（１）救助は、救命措置を必要とする者を優先救出し、軽傷者は消防団員、自主防災組織及び付

近住民の協力を求めて救出を行う。 

（２）傷病者の救急搬送は、救命を必要とする者を優先して医療機関に搬送する。 

（３）傷病者の救急手当の処置についても、重症者を優先し、その他軽傷者は消防団員等の協力

を得て応急手当を行う。 

（４）救助活動において、住民等が混乱状態にならないよう、警察機関等の協力を求め、スムー

ズな活動の体制を確保する。 

 

２ 警察の活動 

（１）救出、救護班の派遣 

警察署長は、被害の程度に応じて、署員を被災地域に派遣し、倒壊、埋没家屋等からの救

出、救護及び避難に遅れた者の発見、救護に努める。 

（２）措置要領 

① 救出・救護活動にあたっては、倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校、その他多人数の集合

する場所を重点に行う。また、保有する装備資機材のほか、あらゆる資材を活用し、迅速

な救護・救出措置を講じる。 

② 救出した負傷者は、応急措置を施したのち、救急隊、救護班等へ引き継ぎ、又は警察車両

等を利用し、速やかに医療機関に搬送する。 
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３ 地域及び自主防災組織、事業者等の活動 

（１）次により自主的な救助活動を行う。 

① 組織内の被害状況を調査し、負傷者等の早期発見に努める。 

② 救助活動用資機材を活用し、組織的救助活動に務める。 

③ 自主救助活動が困難な場合は、消防機関又は警察等に連絡し、早期救助を図る。 

④ 救助活動を行うときは、可能な限り市町村、消防機関、警察と連絡を取り、その指導を受

けるものとする。 

（２）地震等による被災者等に対する救助活動が迅速的確に行えるよう、平時から次の措置を行

う。 

① 救助技術、救助活動の習熟 

② 救助活動用資機材の点検及び訓練の実施 

③ 地域における自主防災組織と事業所等との連携体制の確立と訓練の実施 

 

４ 自衛隊の出動要請 

災害対策本部長は、自衛隊出動の必要があると判断した場合には、本章第９節第３の自衛隊の

災害派遣要請の要領に基づき、速やかに派遣要請手続きをとり、自衛隊の部隊による救出・救護

活動体制をとる。 

 

５ 部隊間の活動調整 

災害現場で活動する警察・消防・自衛隊の部隊は、必要に応じて、合同調整所を設置し、活動

エリア・内容・手順、情報通信手段等について、部隊間の情報共有及び活動調整、必要に応じた

部隊間の相互協力を行う。また、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密

接に情報共有を図りつつ、連携して活動するものとする。 

必要に応じて、市長は県（災害対策本部総括班）を通じて消防庁長官に対して、緊急消防援助

隊及び「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づくヘリコプター等の応援

を要請するものとする。 
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第９節 自衛隊災害派遣 
本節では、自衛隊の派遣に関する基準やその活動範囲、派遣の要請等に関する事項について記

載する。 

 

第１ 災害派遣要請基準 
市長は、災害が発生し、又はまさに災害が発生しようとしている場合において応急措置を実施

するため必要があると認めるときは、知事（災害対策本部総括班）に対して、自衛隊災害派遣の

要請を行う。（災害対策基本法83条） 

 

第２ 災害派遣要請の範囲 
自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、災害時における人命又は財産の保護のため必要があ

り、かつ、緊急性、公共性があるもので、他の機関の応援等により対処できない場合とし、概ね

次による。 

なお、特に人命にかかわるもの（救急患者、薬等の緊急輸送等）については、災害対策基本法

に規定する災害以外であっても、災害派遣として行う。 

（１）被害状況の把握 

（２）避難の援助 

（３）遭難者等の捜索救助 

（４）水防活動 

（５）消防活動（空中消火を含む） 

（６）道路又は水路の啓開 

（７）応急医療、救護及び防疫 

（８）人員及び物資の緊急輸送 

（９）給食及び給水 

（10）入浴支援 

（11）物資の無償貸付及び譲与（防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第

13、14条） 

（12）危険物の保安及び除去（火薬類、爆発物の保安措置及び除去） 

不発弾の処理は、警察本部（生活環境課）が窓口となる。 

（13）予防派遣（災害に際し被害が客観的に推定され、かつ急迫している場合でやむを得ないと

認められる場合） 

（14）その他（知事「災害対策本部総括班」が必要と認め、自衛隊の能力で対処可能なものにつ

いて関係部隊の長と協議して決定する） 
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第３ 災害派遣要請の要領 
１ 災害派遣要請の要領の原則 

市長が知事（災害対策本部総括班）に対して災害派遣要請を要求しようとするときは、原則と

して、会津地方振興局長を経由して、知事（災害対策本部総括班）へ要求するものとする。 

要求に当たっては、次の事項を明記した文書をもって行うものとする。 

ただし緊急を要し、文書をもってするいとまがない場合は電話等により、直接知事（災害対策

本部総括班）に要求し、事後、文書を送達するものとする。この場合、速やかに県地方振興局長

（災害対策地方本部総括班）へ連絡するものとする。 

（１）提出（連絡）先 

県危機管理部危機管理総室、災害対策本部総括班 

（２）提出部数 

２部 

（３）記載事項 

① 災害の状況及び派遣を要する事由 

② 派遣を希望する期間 

③ 派遣を希望する区域及び活動内容 

④ その他参考となるべき事項 

 

陸上自衛隊福島駐屯地 

担当区域 福島県全域 

担当窓口 陸上自衛隊第44普通科連隊第３科 

℡024-593-1212 内線235（県総合情報通信ネットワーク811-280-01） 

時間外福島駐屯地当直司令内線302（県総合情報通信ネットワーク811-280-02） 

 

２ 前項の要求ができない場合の対応 

市長は、前項の要求ができない場合は、福島駐屯地司令に対して災害の状況を通知することが

できる。 

福島駐屯地司令に対して災害の状況を通知する場合は、市長は、速やかにその旨を知事（災害

対策本部総括班）に通知するものとする。 

また、通知を受けた部隊長は、特に緊急を要し、知事の要請を待ついとまがないと認められる

ときは、人命又は財産の保護のため、部隊等を派遣するとともに、速やかにその旨を知事（災害

対策本部総括班）に通知するものとする。 

 

第４ 市長不在時の対応 
市長不在の場合は副市長が、副市長が不在の場合は市民部長が代理する。 

 

第５ 災害派遣部隊の受入れ体制 
市長、知事（災害対策本部総括班）、警察、消防機関等は、相互に派遣部隊の移動、現地進入

及び災害措置を行うための補償問題等発生の際の相互協力、必要な現地資材等の使用等に関して

緊密に連絡協力するものとする。 
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１ 他の災害救助復旧機関との競合重複の排除 

市長及び知事（災害対策本部総括班）は、自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と競合重複す

ることのないよう、最も効率的に作業を分担するように配慮するものとする。 

 

２ 作業計画及び資材等の準備 

市長は、自衛隊に対し作業を要請又は依頼するに当たっては、次の事項についてできるだけ先

行性のある計画を樹立するとともに、諸作業に関係ある管理者の了解を取り付けるよう配慮する

ものとする。 

また、自衛隊の活動が円滑にできるように常に関係情報を収集し、作業実施に必要とする十分

な資料（災害地の地図等）を準備するとともに、作業区ごとに責任ある連絡員をあらかじめ定め

ておくものとする。 

（１）作業箇所及び作業内容 

（２）作業の優先順位 

（３）作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

（４）部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

 

３ 自衛隊との連絡体制の確立 

市長は、派遣された自衛隊との円滑、迅速な措置がとれるよう、連絡調整の窓口を明確にし、

市庁舎又は災害現場に市と自衛隊共同の連絡所を設置するものとする。 

 

第６ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限 
災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合において、市長等、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、次の措置をとること

ができる。 

なお、この場合において、当該措置をとったときは、直ちにその旨を市長に通知しなければな

らない。 

（１）警戒区域の設定並びにそれに基づく立入り制限・禁止及び退去命令 

（２）他人の土地等の一時使用等 

（３）現場の被災工作物等の除去等 

（４）住民等を応急措置の業務に従事させること。また、自衛隊法の規定により、災害により危

険な事態が生じた場合において、警察官がその場にいない場合に限り、警告及び避難等の措

置をとることができる。 

 

第７ 派遣部隊の撤収 
派遣部隊の撤収は、災害派遣の目的を達し、知事（災害対策本部総括班）から撤収要請があっ

た場合又は部隊が派遣の必要がなくなったと認めた場合に行うものとする。 

ただし、撤収に当たっては、関係機関と十分な事前調整を実施するものとする。 
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第８ 経費の負担区分 
災害派遣に要した経費の負担区分は、次のとおりとする。 

ただし、その区分を定めにくいものについては、市、県、部隊が相互調整の上、その都度決定

する。 

 

県、市町村の負担 部隊の負担 

（災害予防、災害応急対策、災害復旧等に必要な） 

・資材 

・施設の借上料及び損料 

・消耗品 

・電気、水道、汲取、通信費及びその他の経費 

・部隊の露営 

・給食及び装備 

・資機材 

・被服の整備、損耗、更新 

・災害地への往復等の経費 
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第１０節 避難対策 
本節では、災害時における避難情報の発令に係る実施責任者やその基準、市民の避難誘導、避

難所の開設や運営に関わる事項について記載する。 

 

第１ 避難指示等の実施責任者及び基準 
市民の生命、身体に危険を及ぼす地震が発生し、又は発生するおそれがある場合には法律によ

って次のとおり実施責任者が高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保等（以下「避難指示等」と

いう。）を発令する。 

 

実施責任者 避難指示を行う要件 根拠法令 

市長 
市民の生命、身体に危険を及ぼすと認めると

きは、指示を行う 
災害対策基本法 第60条 

県知事 

知事は、災害の発生により市が全部又は大部

分の事務を行うことができなくなったとき

は、市長に代わって指示を行う 

災害対策基本法 第60条第６項 

警察官 

(１) 市長から要請があったとき 

(２) 市長が避難の指示をできないと認めら

れ、指示が急を要するとき 

(３) 生命もしくは身体に危険を及ぼし、又

は財産に重大な損害を及ぼすおそれが

あり、指示が急を要するとき 

（１）（２）災害対策基本法 第61条 

（３）警察官職務執行法 第４条 

 

第２ 避難指示等の発令・解除 
１ 避難指示の発令 

災害対策本部長は、関係機関等や、各種気象情報等を踏まえ、指示の時期、範囲等を定め、基

準により避難指示等を発令する。 

 

（１）避難指示等が発せられる場合 

避難指示等の対象となる災害発生があると予想される場合は、次のとおり。 

① 地震による建築物等の倒壊に関して、被災建築物等に対する応急危険度判定により災害が

発生するおそれがあると判断されたとき 

② その他、市民の生命又は身体を災害から保護するのに必要と認められるとき 

  



第３章 災害応急対策 第１０節 避難対策 

89 

（２）避難指示等の判断基準 

区分 発令時の状況 住民に求める行動 

警戒レベル３

高齢者等避難 
災害のおそれあり 

・高齢者等（※１）は危険な場所から避難（立退き避難又は屋内安

全確保）する 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど

普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主

的に避難するタイミングである 

・例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居

住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望まし

い 

警戒レベル４

避難指示 
災害のおそれ高い 

・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保（※２））

する 

警戒レベル５ 

緊急安全確保 

災害発生又は切迫

（必ず発令される

情報ではない） 

・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険

である場合、緊急安全確保する 

※ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることがで

きるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保

できるとは限らない 

※１避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障がいのある人等、及びその人

の避難を支援する者 

※２屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動 

 

（３）避難指示等状況の報告 

災害対策本部は、避難指示等が行われた場合、避難指示発令時刻、避難地区名、避難場

所、避難責任者、世帯数、人員、経緯、状況を、また避難解除を行った場合は、その解除時

刻等をそのつど次の関係機関に報告する。 

① 避難場所として利用する学校、公民館、公共施設等 

② 警察官等災害対策基本法に基づく避難指示の権限を有する者 

③ 県（会津地方振興局、県災害対策課） 

 

※警察官等が災害対策基本法に基づく避難指示を発令したときは、直ちに、その旨を災害対策本部に通知す

る必要がある。 
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２ 警戒区域の設定 

災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、生命又は身体に対する危険を防止す

るために特に必要があると認めたときは、警戒区域を設定する。 

（１）警戒区域の設定権者 

① 市長（災害対策基本法第 63条） 

② 警察官（災害対策基本法第 63条、警察官職務執行法第４条） 

③ 消防吏員又は消防団員（消防法第 36条において準用する同法第 28条） 

④ 水防団長、水防団員又は消防機関に属する者（水防法第 21条第１項） 

⑤ 災害派遣を命じられた部隊の自衛官（災害対策基本法第 63条において定める者が現場にい

ない場合に限る。） 

⑥ 知事（災害対策基本法第 73条市町村が、その全部又は大部分の事務を行うことができなく

なったとき） 

（２）警戒区域設定の内容 

必要な区域を定めてこれを明示し、警察に協力を求めて、その区域への立入りの制限、禁

止等の措置をとる。 

（３）警戒区域設定の周知 

警戒区域を設定した場合は、避難指示と同様、関係機関及び市民にその内容を周知し、避

難等に支障のないよう措置する。 

（４）指定行政機関等による助言 

市は、警戒区域を設定しようとする場合、必要に応じて、指定行政機関、指定地方行政機

関又は県（建設事務所）に対し助言を求めるものとする。 

 

３ 避難指示等の解除 

災害の危険性が低くなり、避難の必要がなくなった場合には、速やかに、避難指示等を実施し

た時と同様の手順によって、避難指示等の解除を広報する。 

 

第３ 避難指示等の伝達 
市は、以下に示す内容を防災メール、ＳＮＳ、防災行政無線、報道機関による報道等の様々な

手段を用い、広く市民に伝達するものとする。 

なお、外国人や視覚・聴覚障がい者等への配慮をするものとする。 

（１）警戒レベル（【警戒レベル３】高齢者等避難、【警戒レベル４】避難指示、【警戒レベル５】

緊急安全確保） 

（２）避難対象地域 

（３）高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の理由 

（４）避難先（安全な方向及び避難場所） 

 

※避難指示を発令するときは、「立ち退き避難」又は「近隣の安全な場所」への避難や、少しでも命が助

かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」を明記すること。 

※「近隣の安全な場所」：避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等 
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（５）避難経路（可能な場合） 

（６）注意事項等（戸締り、火の始末、携行品、服装、災害時要配慮者への呼び掛け等） 

 

第４ 避難誘導 
１ 実施機関 

地域住民の避難誘導は、災害対策本部（協力者：警察官、消防団員、地域、自主防災組織等）

が行うものとする。 

学校・事業所等における避難誘導については、施設の管理者、責任者（協力者：対策本部職

員、警察官、消防団員）が行うものとする。 

交通機関等における避難誘導については、各交通機関の避難計画に基づき、組織の長が行う。 

 

２ 避難誘導の方法 

避難誘導は、災害対策本部等の情報及び初動体制マニュアルを踏まえて実施する。なお、以下

の事項に留意して行う。 

（１）避難経路は、地域防災カルテ等を参考に、危険な道路、橋、堤防、その他新たに災害発生

のおそれのある場所を避け、できる限り安全な経路を選定する。 

（２）危険な地点には標示、なわ張りを行うほか、状況により誘導員を配置し安全を期す。 

 また、危険箇所については、ＧＩＳ等を活用し、周知する。 

（３）指定の避難場所、避難所にこだわらず、安全な場所に一時的に避難し、順次指定の避難場

所等へ誘導する。 

 また、地域の町内会館等の身近な施設を一時的な避難場所として活用し、住民の安全と利

便性の確保を図る体制を目指す。 

 

３ 避難所への携行品の制限 

避難所の居住スペースの確保等のため、避難所に持ち込む携行品には制限を設けることとし、

家庭で備蓄している飲料水、食料、その他日常生活に必要な最小限の衣料、医薬品、貴重品、学

用品等を携行するよう周知を進める。 

 

４ 避難行動要支援者等対策 

（１）情報伝達体制 

① 社会福祉施設対策 

社会福祉施設管理者は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき職員及び入所者に対し、避

難等の情報伝達を行う。 

なお、情報伝達に当たっては、入所者に対しては、過度に不安感を抱かせることのないよ

う配慮する。 

② 在宅者対策 

市は、防災情報メール等を活用するとともに、民生委員・児童委員、自主防災組織等の協

力を得て、避難行動要支援者及びその家族に対して避難等の情報伝達を行う。 

なお、情報伝達にあたって聴覚障がい者については音声以外の方法を活用するよう配慮す

る。 
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③ 病院入院患者等対策 

病院、診療所等施設管理者は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき職員及び患者等に対

し、避難等の情報伝達を行う。 

なお、情報伝達に当たっては、患者に対しては、過度に不安感を抱かせることのないよう

配慮する。 

④ 外国人に対する対策 

市は、ラジオ、テレビ等のマスメディア等を通じ「やさしい日本語を含む」多言語での避

難等の情報伝達に努める。 

（２）避難及び避難誘導 

① 社会福祉施設対策 

社会福祉施設管理者は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき職員が入所者を避難所に誘

導するとともに、他の施設及び近隣住民等の協力を得て入所者の避難誘導を行う。 

また、避難誘導に当たっては、入所者の実態に即した避難用の器具等を用いる。 

さらに、老人デイサービスセンター等の利用施設においても配慮を要する。 

② 在宅者対策 

市は、消防機関、民生委員・児童委員及び自主防災組織の協力を得て、避難所に誘導す

る。 

避難誘導に当たっては、避難行動要支援者の実態に即した避難用の器具等を用いる。 

③ 病院入院患者等対策 

病院、診療所等施設の管理者は、消防計画による組織体制に基づき職員が患者を避難誘導

する。なお、必要に応じて、他の病院、診療所等から応援を得て患者を避難誘導する。 

避難誘導に当たっては、患者の実態に即した避難用の器具等を用い、また避難所として

は、医療・救護設備が整備された病院等とする。 

④ 外国人に対する対策 

市は、消防機関及び自主防災組織等の協力を得て、外国人を避難誘導する。 

 

第５ 避難所の開設・運営 
１ 避難所の開設 

（１）避難所開設の種別と配慮事項 

大規模災害等において、市民が被災した場合又は被災が見込まれる場合、災害の種別、状

況等を考慮し、安全が確保できる場所に避難所を開設する。 

なお、避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶によ

る孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検

討することとする。 

避難所を開設した場合に関係機関による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設報告

及びその受入状況を毎日県（災害対策本部避難支援班）に報告し、必要帳簿類を整理するも

のとする。 

① 学校を避難所とする場合 

学校を避難所として開設する場合は、教育施設であることに留意する。 
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避難所に指定した場合、学校機能部分と避難所部分を明示するとともに、避難所運営につ

いての学校側の担当職員を定め、市担当者、地域住民等と協議を行いながら、避難所の運営

のルールを定めて、運営にあたるものとする。 

② 学校以外を避難所とする場合 

地域の町内会館等の身近な施設や協力に応じた民間事業所施設は、必要に応じて避難所と

し、住民の安全と利便性の確保に努める。 

なお、野外受入施設の設置を要する場合は、「応急仮設住宅及び住宅の応急修理計画」に

基づき実施する。 

③ 開設報告事項 

ア 避難所開設の日時及び場所（全国共通避難所・避難場所ＩＤ含む） 

イ 箇所数及び受入人員 

ウ 開設期間の見込み 

（２）避難所受入対象者 

① 災害によって現に被害を受けた者 

ア 住家が被害を受けて居住の場所を失った者 

イ 自己の住家には被害を受けていないが、災害に直面し応急的に居住できない状態の者 

② 災害によって現に被害を受けるおそれのある者 

ア 避難指示が出た場合 

イ 避難指示は発せられないが、緊急に避難を必要とする場合 

（３）避難所における措置 

避難所で実施する救援措置は、概ね次のとおりとする。 

なお、避難所は、地域における支援物資の配布拠点としての役割を担う場合がある。 

 

応急的な対応 備考 

避難所受入対象者の受け入れ 

・避難所に避難した方について、住民票の有無等に関わらず適

切に受け入れることとする 

・家庭動物と同行避難した被災者について、適切に受け入れ、

避難所等における家庭動物の受入状況を含む避難状況等の

把握に努めるとともに、県等から必要な支援が受けられるよ

う、連携に努める 

被災者に対する給水、給食 ・避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を

有したＮＰＯ・ボランティア等の外部支援者等の協力が得ら

れるよう努めるとともに、必要に応じ、他の地方公共団体に

対して協力を求める 

被災者に対する毛布、寝具や衣

料、日用必需品等の支給 

被災者への情報提供 

・必要に応じて、避難所にラジオ、テレビ等の災害情報を入手

する機器及び電話、ＦＡＸ、インターネット等の通信機器や

携帯電話充電器の設置を図る 

その他被災状況に応じた応急

救援 

・避難の長期化に際しては、避難所における生活環境整備、さ

らに必要に応じ、プライバシーの確保、性別等のニーズの違

い等男女共同参画の視点等に配慮する 
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（４）避難所の周知 

避難所を開設した場合は、報道機関や市の各種広報手段により、速やかに地域住民や市民

に広く周知するとともに、県をはじめ警察等関係機関に連絡する。 

（５）避難所が不足する場合の対応 

市は、あらかじめ指定した市の避難所だけでは施設が量的に不足する場合は、市の他施設

を追加指定するほか、旅館、ホテル等の借上げ等を検討する。 

 

２ 避難所の管理運営 

（１）避難所の管理運営 

避難所の管理運営にあたっては、市職員が、地域をはじめ災害ボランティアや被災者と事

前に情報等を共有しながら協力して運営する。運営にあたっては、「避難所運営委員会」を

設立し、「避難所運営マニュアル」を活用しながら行う。 

また、学校が避難所となった場合は、災害発生の初期の段階など、必要に応じて教職員等

の人的支援体制を確立し、教職員等も避難所の運営に参加する。 

（２）被災者等に係る情報の早期把握 

市は、それぞれの避難所に受入れている避難者に係る情報及び避難所で生活せず食料や水

等を受取りに来ている被災者等に係る情報の早期把握に努めるものとする。また、民生委

員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者等は、避難行動要支援者等の要

配慮者の居場所や安否の確認に努め、把握した情報について市に提供するものとする。 

（３）生活環境の保全 

市は、生活環境の保全のため、次のような対策を進める。 

① 避難所における生活環境が、人としての尊厳が守られ、常に良好なものであるよう努め

る。そのため、避難所開設当初からプライバシー確保のためのパーティションや段ボール

ベッド等の簡易ベッドを設置すること、栄養バランスのとれた適温の食事を提供できるよ

う、炊き出しに利用できる学校給食施設等の場所、調理器具や食料を確保することに努め

るとともに、快適なトイレの設置状況、し尿処理状況、健康のための入浴施設の設置状況

等の把握に努め、必要な対策を講ずるものとする。 

② 医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ

の処理状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、洗濯等の生活に必

要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

③ 感染症の発生、拡大がみられる場合は、関係部局が連携して、感染症対策として必要な措

置を講じる。 

④ 孤立するおそれのある集落や長期湛水のおそれのある地域では、救助活動が制限されるこ

とを勘案し、十分な備蓄量、救助のための通信手段等の確保について配慮するものとす

る。 

（４）避難所運営への女性等の参画 

避難所運営においては、女性も避難所運営に加わり、女性の参画を推進するとともに、ニ

ーズの聞き取りを行うなど、性別によるニーズの違い等や男女共同参画の視点等への配慮や

子ども・若者の居場所の確保に努めるものとし、女性や高齢者等に配慮する。特に、女性専
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用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の同性による配布、巡回警備

や防犯ブザーの配布等による避難所における安全性の確保、キッズスペースや学習スペース

の設置など、女性や子育て家庭、子ども・若者のニーズに配慮した避難所の管理運営に努め

るものとする。 

（５）家庭動物救護対策 

家庭動物については、飼い主が避難所運営ルールを遵守し、責任を持って飼育するものと

し、市は環境整備に努めるとともに、県と連携し、犬・猫等の家庭動物の避難・相談・保護

等について、獣医師及び関係機関・団体に支援要請を行う。 

また、避難所での家庭動物の飼育については、可能な範囲で場所の確保を行い、また飼育

のルールについては、あらかじめ避難所運営マニュアルで方針を示した上で「避難所運営委

員会」が定める。 

 

３ 避難所の集約、統合、撤収 

避難所の設置後、できる限り早い段階で避難所の運営期間を検討するものとし、災害が収束し

避難者数が一定程度減少した段階においては、避難所の集約を検討する。その後、一定の猶予期

間を設けた上で、避難所運営委員会からの意見を踏まえ、概ね避難所からの退去が可能となった

時点で統合を図る。 

なお、長期の避難生活が見込まれる場合は、早い段階で二次避難所等を検討し、民間施設の利

用による二次避難所の確保を図る。 

また、早期に通常の運営に戻すことが、市民生活に資する施設については、段階的に避難所指

定を解除するものとする。 

 

４ 避難所での生活の長期化が見込まれる場合の対策 

（１）避難所設備の整備 

市は、被災者等の避難所での生活の長期化が見込まれる場合、プライバシーの確保、衛生

面や心のケアに配慮し、必要に応じて設備や備品を整備し、避難所を生活支援の場、情報支

援の場として、以下の環境の改善対策を講じる。 

① 畳、マット、カーぺット、ベッド 

② 間仕切り用パーティション、更衣室、授乳室 

③ 冷暖房機器 

④ 洗濯機・乾燥機 

⑤ 仮設風呂・シャワー 

⑥ 仮設トイレ 

⑦ テレビ・ラジオ 

⑧ インターネット情報端末、公衆 Wi-Fi、携帯電話充電器 

⑨ 簡易台所、調理用品、網戸 

⑩ その他必要な設備・備品 
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（２）医療・救護、介護・援護措置 

市は、医療・救護を必要とする者に対して、医療・救護活動のできる避難所への避難に努

めるものとする。 

また、衛生環境の確保に十分配慮し、エコノミークラス症候群とならないよう注意喚起す

る。 

加えて、介護や援護を必要とする者に対し、適切なサービスが受けられるよう配慮する。 

（３）心のケアの実施 

市は、県及び関係機関等の協力を得ながら、避難所で生活する被災者等に対して、保健師

等による巡回健康相談及び指導や精神科医等によるメンタルヘルスケア（相談）を行うもの

とする。 

 

５ 避難所の要配慮者等対策 

（１）避難所のユニバーサルデザイン（※）配慮 

ユニバーサルデザイン未対応の施設を避難所とした場合は、誰もが利用しやすいよう、速

やかに多目的用トイレ、スロープ等の仮設に努める。 

 

※ユニバーサルデザイン：文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障がい・能力の如何を問わ

ずに利用することができる施設・製品・情報の設計（デザイン）のこと 

 

（２）避難所の要配慮者への配慮 

一般の避難所に、障がい者、高齢者、妊産婦、乳幼児等の要配慮者が避難することとなっ

た場合には、介助や援助を行うことができる部屋を別に設けるなど、要配慮者に配慮した環

境の整備に努める。 

 

６ 避難所以外に避難した避難者への支援 

（１）在宅被災者等及び車中生活をおくる被災者への支援 

市は、在宅避難者やみなし仮設住宅（※）への入居者、親戚・知人宅にて避難生活を送る被災

者及びやむを得ず車中生活を送る被災者等に対しても、避難者の情報の早期把握に努め、食

料や生活必需品、情報の提供を行うほか、トイレ等の設備や福祉サービス等の利用に配慮す

る。 

在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物資数等を集約

し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を支援のための

拠点の利用者に対しても提供するものとする。 

車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難を行うためのスペース

の避難者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うもの

とし、被災者支援に係る情報を、車中泊避難を行うためのスペースの避難者に対しても提供

するものとする。この際、車中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよ

う努めるものとする。 
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（２）避難所以外の施設に避難した場合の支援 

市は、避難所以外の施設等に避難した被災者の避難状況を、地域等と協力して速やかに把

握し、必要と認める場合は、施設管理者の了解も得て、避難所として追加指定する。 

なお、状況に応じて、各種の支援措置の円滑化を確保する観点から、避難所に移動するよ

う促す。 

 

※みなし仮設住宅：震災などで住居を失った被災者が、民間事業者の賃貸住宅を仮の住まいとして入居し

た場合に、その賃貸住宅を国や自治体が提供する応急仮設住宅に準じるものと見なすこと 

 

７ 自主避難者への対応 

市は、避難所が開設される前、若しくは災害のおそれがあると考え自主的に避難してきた市民

について、一時的に公民館やコミュニティセンター等で受け入れる等の対応をする。 

なお、避難所を開設した段階若しくは災害のおそれがなくなった場合は、これを閉鎖する。 

 

８ 帰宅困難者への対応 

帰宅困難者に対しては、市のホームページやＳＮＳ等で災害情報や交通情報等を掲載するほ

か、あらかじめ指定した情報提供施設等で、交通情報や一時的な居場所として避難所情報を提供

する。 

また、市内のホテル、旅館業者等に対して、観光客等の一時受入等の協力を求める。 

 

第６ 安否情報の提供等 
１ 照会による安否情報の提供 

市は、災害が発生した場合において、被災者の安否に関する情報について照会があったとき

は、回答することができる。 

その際は、当該安否情報に係る被災者又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう

配慮するものとする。 

また、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、消防機関、警察等と協力して、被

災者に関する情報の収集に努めることとする。 

なお、被災者の中に、配偶者、パートナーあるいは親族からの暴力等を受け加害者から追跡さ

れて危害を受けるおそれがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのな

いよう当該被災者の個人情報の管理を徹底するものとする。 
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（１）安否情報照会に必要な要件 

① 照会者の氏名、住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事

務所の所在地）その他照会者を特定するために必要な事項 

② 被災者の氏名、住所、生年月日及び性別 

③ 照会をする理由 

④ ①に係る運転免許証等法律又はこれに基づく命令の規定により交付された本人確認書類の

提示又は提出 

（２）提供する安否情報 

① 被災者の同居の親族である場合、被災者の居所、負傷若しくは疾病の状況又は連絡先 

② 被災者の親族（①以外）又は職場の関係者その他の関係者である場合、被災者の負傷又は

疾病の状況 

③ 被災者の知人その他安否情報を必要とすることが相当であると認められる者である場合、

被災者について保有している安否情報の有無 

 

２ 被災者の同意又は公益上必要と認める場合 

市は、被災者が照会に際してその提供について同意をしている安否情報については、同意の範

囲内で提供することができる。 

また、公益上特に必要があると認めるときは、必要と認める限度において、被災者に係る安否

情報を提供することができる。 

 

３ 安否不明者の氏名等公表 

市は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的

に情報収集を行うものとする。 

 

第７ 広域避難対策 
東縁断層帯地震のような大規模災害時には、多数の市民が本市からの避難を余儀なくされ、遠

隔地に避難する場合が想定される。その際には、次の支援を行う。 

（１）避難先の調整 

市民が他市町村等へ広域避難を行う場合は、同一地域コミュニティ単位で避難所に入所で

きるよう、避難先の市町村等と割り当てを調整する。その際に、県内他市町村への避難受入

については、当該市町村に直接協議するとともに、他の都道府県の市町村への避難受入につ

いては、県に協議を求める。また、事態が急を要する場合には、他の都道府県の市町村への

避難受入の場合であっても、県に報告の上、直接協議を行う。 

（２）避難輸送の実施 

避難するための手段を持たない被災者のために、県と協力し輸送手段を確保する。 

（３）避難者への支援 

開設した避難所には、可能な限り職員を派遣配置する。 

また、広域的に避難した住民の所在と安否を確認するとともに、支援制度の案内などを確

実に伝達するため、避難先を把握する体制を早期に整備する。 
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第８ 他地域からの避難者の受け入れ 
磐梯山の噴火や原子力発電所事故のような大規模災害時において、周辺市町村や災害時相互応

援協定締結自治体等が被災した場合、被災自治体等から被災住民受入の要請があったときは、本

市の体育館等の「長期避難者施設」や公営住宅等に受け入れるものとする。 

受け入れにあたっては、「支援対策本部」等を設置する等、県及び避難自治体との密接な協

議・連携により実施する。 

（１）他市からの避難を受け入れる場合 

① 災害時相互応援協定締結自治体、広域避難協定締結自治体などにおいて、大規模な被災等

をし、被災住民受け入れの要望がある場合 

② 県が被災状況を判断し、本市に要請した場合 

③ 被災市等から被災住民受け入れの要望がある場合 

（２）受け入れ態勢について 

① 長期避難所の活用 

他市等からの避難を受け入れる場合は、原則として、市が指定する長期避難所を活用す

る。 

② 県との連携 

災害が災害救助法の適用となった場合、避難所の設置や人的体制など、県と市の役割分担

を協議し、明確化する。 
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第１１節 医療（助産）救護 
本節では、迅速に医療体制を構築できるよう、応急医療体制に関する内容、県への協力要請や

資機材の調達に関する内容について記載する。 

 

第１ 応急医療体制 
災害対策本部は、災害医療情報の収集を行うとともに、その状況に応じた応急医療（助産）体

制をとり、関係機関の協力を得て対応にあたる。 

 

１ 災害医療情報の収集と対応 

（１）医療施設等の被災状況等の把握 

（公社）会津若松医師会等の協力により、医療施設等について調査を行い、被災状況等を

把握する。 

① 施設の被災状況 

② 入院患者の有無及び転院の必要性の有無 

③ 医療行為の継続の可否 

④ 被災者及び要医療者の来訪状況 

（２）被災医療施設等への対応 

被災状況に応じて、入院患者等の転院等の対応が必要な場合は、消防等関係機関との連携

のもと対応する。 

（３）医療需要の把握 

医療施設等の被災状況、消防等関係機関からの被災者等の情報により、医療需要を把握す

る。 

 

２ 医療救護班の編成 

災害対策本部は、会津若松医師会に医療救護班の編成・出動を要請する。 

医療救護班は、原則として医師を班長とし、看護師、事務員、市職員を連絡員として配置す

る。 

なお、会津若松医師会は、自ら必要と認めた場合は、要請を待たずに受入医療機関の受け入れ

体制の確立及び医療救護班の編成・出動を行い、傷病者の医療（救援）活動にあたる。 

この場合、会津若松医師会は直ちに災害対策本部に通報するとともに、救護所の設営、連絡、

患者等搬送車両の手配等のため連絡員の派遣を要請するものとする。 

 

３ 救護所の設置 

状況に応じ、避難所、災害現場、医療機関等に臨時の救護所を設置する。 

 

４ 傷病者等の搬送 

傷病者の搬送に必要な救急車両等については、消防、医療機関、関係機関等の出動を要請す

る。 

医療救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班等の搬送にあたっては、搬送手段の優先的

な確保など、特別な配慮をする。 
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５ 受入医療機関 

医療施設等の被災状況と医療需要等から、救護所から搬送される重傷病者の受入医療機関を確

保する。 

 

６ 県への協力要請 

災害救助法が適用された後に、医療（助産）救護の必要があると認められるとき、又は災害の

程度により市の能力をもってしては対応が十分ではないと認められるときは、県に対し協力を要

請する。 

 

７ 日本赤十字社福島県支部への協力要請 

災害の規模が広範囲にわたり、医療（助産）対象者が多数である等多数の医師・看護師等を必

要とする場合は、県を通じて、あるいは直接日本赤十字社福島県支部に協力を要請する。 

 

第２ 医療救護及び助産対策 
１ 医療救護の活動内容 

医療救護は原則として医療救護班が救護所において、下記のとおり実施する。 

（１）被災者の受傷病による選別（トリアージ） 

（２）傷病者に対する応急処置及び必要な医療 

（３）医療機関への転送の要否及び順位の決定 

（４）被災者の死亡の確認及び遺体の検案 

（５）その他必要に応じた措置 

 

２ 助産活動 

災害発生により助産実施を要する場合は、助産施設を有する医療機関等により行う。 

なお、妊婦の移送については、必要に応じて消防署、医療機関、関係機関の出動を要請する。 

また、助産実施の都度、その状況を医療活動記録簿及び助産台帳に準じて県に報告する。 

整備帳簿類は、次のとおりとする。 

（１）助産台帳 

（２）助産関係支出証明書類 

 

第３ 医療資機材の調達 
救護活動に必要な医薬品等については、市薬剤師会との災害時応援協定により、必要な薬剤等

の確保を図るとともに、「福島県災害時医薬品等供給マニュアル」に基づき、県に要請を行う。 

また、緊急を要する場合は、直接市入札参加資格登録者の中から、調達可能な業者を選定し調

達する。 
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第１２節 緊急輸送対策 
本節では、緊急輸送に関わる道路の開通作業や緊急輸送の範囲、対象等について記載する。 

 

第１ 道路開通作業 
市は、障害物除去、応急復旧のための資機材の確保を図り、行政区域内の道路被害及び道路上

の障害物の状況を調査し、速やかに県（道路班）に報告するとともに、所管する道路について

は、県に準じて開通作業を実施する。 

 

第２ 緊急輸送の範囲 
災害救助法による輸送の範囲は、下記１のとおりであるが、災害の応急対策の段階に応じて、

緊急輸送活動の対象を広げていくものとする。 

 

１ 災害救助法による救助実施の場合の輸送の範囲 

① 被災者の避難（被災者の避難の副次的輸送を含む） 

② 医療及び助産における輸送 

③ 被災者の救出のための輸送 

④ 飲料水の供給のための輸送 

⑤ 救済用物資の運搬のための輸送 

⑥ 死体の捜索のための輸送 

⑦ 死体の処理（埋葬を除く）のための輸送 

⑧ その他、特に応急対策上必要と認められる輸送 

 

２ 緊急輸送活動の対象 

（１）第１段階 

① 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資 

② 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

③ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設保安要

員等初動の応急対策に必要な要員・物資等 

④ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

⑤ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び物資 

⑥ 緊急車両及び航空機等の活動に必要な燃料 

（２）第２段階 

第１段階に加え、 

① 食料、水等生命の維持に必要な物資 

② 傷病者及び被災者の被災地域外への輸送 

③ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

（３）第３段階 

第２段階に加え、 

① 災害復旧に必要な人員及び物資 

② 生活必需品 
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３ 輸送に当たっての配慮事項 

輸送活動を行うに当たっては、次のような事項に配慮して行うものとする。 

（１）人命の安全 

（２）被害の拡大防止 

（３）災害応急対策の円滑な実施 

 

第３ 緊急輸送体制の整備 
災害対策本部は、災害時における被災者及び災害救助物資等の緊急輸送に万全を期す。 

また、市の車輌を緊急に利用するほか、宅配便業者など民間事業者等との災害時応援協定に基

づき、物資の受け入れ、配送等を行う。 

なお、市の車輌の燃料の確保や運転者の確保が困難になる場合が想定されるため、災害時応援

協定を締結するなどにより、民間営業用自動車を調達できる体制を構築する。 

 

１ 輸送体制 

災害対策本部が、交通応急対策との関連事項として、次の対策を行う。 

（１）人員の輸送においては、災害時要配慮者に配慮する。 

（２）災害救助物資は、作業の円滑化を考慮して福島県トラック協会や宅配便事業者等と協定を

締結し、輸送体制を構築する。なお、災害時に直ちに対応できるよう、あらかじめ緊急車輌

に指定する。 

 

２ 用途別の車両 

 

用途 車両別 

被災者の避難 大型バス 

医療、助産のための輸送 救急車 

被災者の救出のための輸送 救急車・消防車 

飲料水の供給のための輸送 タンク車 

救済用物資の運搬のための輸送 貨物自動車 

行方不明者の捜索のための輸送 貨物自動車 

遺体の処理、運搬のための輸送 貨物自動車 

その他、特に応急対策上必要と認

められる輸送 
貨物自動車 

 

３ 営業用自動車の調達 

営業用自動車の調達は、関係機関の協力により、車両の確保を図るものとするが、特に緊急を

要する場合は、「災害時における緊急輸送及び物資拠点の運営等に関する協定」、「災害時にお

ける緊急・救援輸送に関する協定」に基づき、協力可能な業者に要請することとする。 
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４ 車両燃料の調達 

車両用燃料については、関係機関を通じて早急に調達要請を行う。 

緊急を要する場合は、福島県石油業協同組合会津若松支部との「緊急時における生活物資の確

保に関する協定」に基づき、調達可能な業者を選定する。 

 

第４ 緊急輸送路の確保 
交通・道路事情を勘案し、警察署と緊密な連絡をとり、緊急輸送路の確保を図るとともに、一

般の通行に対してはその状況に応じ、適切な措置を行う。 

なお、緊急輸送手段としてヘリコプターの活用が有効と考えられる場合には、自衛隊等にヘリ

コプターによる緊急輸送を要請する。 

 

１ 被災地内の交通規制 

災害対策本部は、警察署と協議し、交通の混乱を防止するため、必要に応じて交通規制を行

い、災害応急のための車両の運行について優先対応を図る。 

なお、災害応急のための交通制限が不要となったときは、速やかに規制を解除し、一般通行確

保に努める。 

 

２ 被災者の輸送 

被災者の輸送については、市の車輌を使用するとともに、関係機関に協力を要請し、災害対策

本部として安全な場所への早急な輸送を行う。 

 

３ 交通路線 

輸送路線は、安全かつ近距離の経路を選定し、運行の安全を確保する。 

 

４ 路上放置車両等の措置 

道路管理者は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行を確保す

るため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行う。また、運転者がい

ない場合等については、道路管理者は、自ら車両の移動等の措置を行う。 

 

 

（※）資料3-6 会津若松市内の緊急輸送路線（P.66） 
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第１３節 防疫及び保健衛生 
本節では、感染症や疫病等の二次被害を防止するための防疫対策や保健衛生に関する活動内容

等について記載する。 

 

第１ 防疫 
１ 防疫組織 

市は、県に準じ災害防疫対策本部を設置し、又はこれに準じた防疫組織を設け、市内の防疫対

策の企画、推進に当たる。 

 

２ 予防教育及び広報活動 

市は、県（健康衛生班）の指導のもとに、パンフレット、リーフレット等により、あるいは衛

生組織その他関係団体を通じて住民に対する予防教育を徹底するとともに、報道機関を活用して

広報活動を強化する。その際、特に、社会不安の防止に留意する。 

 

３ 被害状況の把握 

市は、被害状況を迅速かつ的確に把握するとともに、防疫薬剤等の調達の参考に資するものと

する。 

 

４ 報告 

（１）被害状況の報告 

警察、消防等の諸機関、地区の衛生組織その他の関係団体の緊密な協力を得て被害状況を

把握し、被害状況の概要、患者発生の有無、ねずみ等の害獣や昆虫類駆除の地域指定の要

否、その他参考となる事項について、速やかに会津保健福祉事務所長を経由して県（健康衛

生班）へ報告する。 

（２）防疫活動状況の報告 

災害防疫活動を実施したときは、防疫活動状況報告（昭和45年５月10日衛発第302号公衆衛

生局長通知様式５）に記載する事項を毎日県（健康衛生班）へ報告する。 

 

第２ 保健衛生 
１ 清潔方法の実施について 

（１）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症新法」という。）

第 27条の規定により、知事の指示に基づき、市が、管内における道路、溝きょ、公園等の公

共の場所を中心に実施する。 

（２）収集したごみ、汚泥、その他の汚物は焼却埋立等衛生的に適切な処分をする。この場合の

取り扱いについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の定める基準によること。 

（３）し尿の処理については、できる限り、浄化槽又は下水道終末処理場の処理施設を利用する

等の方法により、不衛生にならないようにする。 
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２ 消毒の実施 

（１）県（健康衛生班）の指示に基づき実施する。実施に当たっては、厚生労働省令の規定に従

い行う。 

（２）薬剤の所要量を算出し、速やかに手持量を確認の上、不足分を入手し適宜の場所に配置す

る。 

 

３ ねずみ族昆虫等の駆除 

（１）県（健康衛生班）の指示に基づき実施する。実施に当たっては、厚生労働省令の規定に従

い行う。 

（２）薬剤の所要量を算出し、速やかに手持量を確認の上、不足分を入手し適宜の場所に配置す

る。 

 

４ 生活の用に供される水の供給 

（１）県（健康衛生班）の指示に基づき、速やかに給水車等による生活用水の供給を開始し、給

水停止期間中継続する。 

（２）生活の用に供される水の供給方法は、容器による搬送、ろ過器によるろ過給水等現地の実

情に応じ適切な方法によって行う。この際、特に配水器の衛生的処理に留意する。 

（３）生活の用に供される水の使用停止処分に至らない程度であっても、井戸、水道等における

水の衛生的処理について指導を徹底する。 

 

５ 臨時の予防接種 

県（健康衛生班）の命令に基づき実施する。実施にあたっては、ワクチンの確保など迅速に行

い、時期を失しないよう措置する。 

 

６ 患者等に対する措置 

感染症患者（一類）又は病原体保有者が発生したときは、速やかに県が入院を勧める。交通途

絶等のため感染症指定医療機関に収容することが困難な場合は、なるべく近い被災地域内の適当

な場所の臨時の入院施設に入院することとする。ただし、やむを得ない理由によって感染症指定

医療機関への入院をすることができない病原体保有者に対しては、自宅隔離を行うこととする。 

 

７ 避難所の防疫指導等 

避難所は、施設の設備が応急仮設的であり、かつ、多数の避難者を受け入れるため、衛生状態

が悪くなりがちで、感染症発生の原因となることが多いので、県防疫担当職員の指導のもとに防

疫活動を実施する。この際、施設の管理者を通じて衛生に関する自治組織を編成させ、その協力

を得て指導を徹底する。 

この場合、福祉関係者、かかりつけ医師、かかりつけ歯科医師、歯科医師会、訪問看護師、ケ

アマネジャー、ヘルパー、民生委員・児童委員、地域住民との連携を図りながら、コーディネー

トを行い、効果的な巡回健康相談、口腔ケア等を実施し、要配慮者をはじめとする被災者の健康

状況の把握に努めることとする。 
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８ 栄養指導 

市・県（健康衛生班）は、災害の状況により栄養指導班を編成し、被災地に管理栄養士・栄養

士を派遣したり、保健福祉班と連携して、避難所、仮設住宅及び被災家庭等を巡回したりして、

被災者の栄養・食生活支援を行う。 

 

９ 保健指導 

県（健康衛生班）・市町村の保健師・管理栄養士・栄養士・歯科衛生士等は、災害の状況によ

っては、避難所、被災家庭、仮設住宅等を巡回し、上記の栄養指導とともに、被災者の健康管理

面からの保健指導を行う。 

この場合、福祉関係者、かかりつけ医師、かかりつけ歯科医師、訪問看護師、ケアマネジャ

ー、ヘルパー、民生委員・児童委員、地域住民との連携を図りながら、コーディネートを行い、

効果的な巡回健康相談、口腔ケア等を実施し、要配慮者をはじめとする被災者の健康状況の把握

に努めることとする。 

 

１０ 精神保健活動 

市及び県（生活福祉班、健康衛生班）は、被災者となることで顕在化する精神保健上の問題に

対応するため、早期に避難所に相談員やヘルパー等を派遣、常駐させ、被災者のメンタルヘルス

の把握に努めるとともに、必要に応じ災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を避難所等に巡回さ

せ、メンタルヘルスケアを実施する。 

 

１１ 家庭動物等救護対策 

被災した家庭動物の保護収容、危険動物の逸走時対策、飼い主等からの家庭動物の一時預かり

要望への対応、動物由来感染症等の予防や衛生管理を含めた災害時における動物の管理等につい

て、警察・消防等の関係機関及び猟友会、獣医師会等の協力を得ながら必要な対策を講ずるよう

努めるものとする。 

 

第３ 防疫及び保健衛生機材の備蓄及び調達 
防疫及び保健衛生機材の備蓄及び調達について計画を樹立しておくものとする。 
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第１４節 廃棄物処理対策 
災害時の廃棄物処理について、「会津若松市災害廃棄物処理計画（以下、「市災害廃棄物処理

計画」という。）」に基づき、適正かつ円滑、迅速に処理する。災害発生時には、被害状況等の

情報収集を行った上で、初動対応を着実に実施するとともに、災害廃棄物の発生量の推計、処理

期間等の方針及び具体的な処理体制について検討し、必要に応じて災害廃棄物処理実行計画を策

定する。 

本節では、ごみやがれき、し尿等の処理に関する事項について記載する。 

 

第１ ごみ処理 
１ 基本的事項 

（１）対象とする災害 

地震災害及び水害、その他自然災害を対象とする。対象とする災害の規模については、通

常起こり得るやや大きめな規模の災害とし、市災害廃棄物処理計画に基づく対応を行うか

は、発災後に市が判断する。 

（２）対象とする災害廃棄物 

片付けごみ、家屋解体廃棄物、がれき等の混入した土砂などの「災害廃棄物」に加えて、

災害時に発生する「家庭ごみ」、「避難所ごみ」、「し尿」とする。 

（３）処理主体 

市は、市内で発生した災害廃棄物を含む一般廃棄物についての処理責任を有していること

から、地域に存在する資機材や人材、廃棄物処理施設等を最大限活用し、極力、市内で災害

廃棄物を処理することを基本とする。 

平時の廃棄物処理について、会津若松地方広域市町村圏整備組合が運営する一般廃棄物処理

施設において、中間処理や最終処分を行っていることから、災害時においても、連携して災

害廃棄物処理に努める。それでも災害廃棄物の処理が困難な場合には、県に対して広域処理

の支援を要請する。 

（４）協力支援体制 

応急段階での災害廃棄物処理は円滑な人命救助にもつながることから、自衛隊・警察・消

防と連携し対応する。 

なお、災害規模に応じて、国・県の協力及び支援、他市町村等との連携、民間事業者団体

等やボランティアとの連携により対応するものとする。加えて、これまでに県や他市町村、

民間事業者等と締結した災害時の相互応援や緊急時の物資等の提供に係る協定等に基づき、

連携して災害廃棄物処理に対応するものとする。 

 

２ 組織体制 

災害廃棄物の処理に関しては、市災害対策本部応急復旧班の所掌とし、環境共生課が中心的に

担うが、災害が大規模で、多量の災害廃棄物の処理が予想される場合には、応急復旧班内にプロ

ジェクトチームとして「災害廃棄物対策室」を設置する。特に、仮置場の整備や損壊家屋等の撤

去など、土木・建築に関する知識が求められる業務が発生する場合には、班内各課の協力・連携

のもと横断的に対応する。 
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３ 災害廃棄物処理対策 

（１）災害廃棄物処理の基本方針 

① 衛生的かつ迅速な処理 

② 仮置場等の安全性の確保 

③ 環境への配慮 

④ 地域全体での協働 

⑤ 事業所で発生した災害廃棄物の事業者による主体的処理 

（２）発災後に対応すべき事項 

住民の健康や安全の確保、地域としての衛生や環境の保全を図るために、発災後に、以下

に対応する。 

① 被害状況の把握 

② 災害廃棄物の発生量・処理見込量の推計 

③ 処理に必要な資源の確認（人的資源、処理施設能力、財源） 

④ 処理スケジュールの作成（処理完了日の目標設定） 

⑤ 処理方法の決定（設定した期間内に既存の廃棄物処理施設で処理が可能か） 

（３）災害廃棄物発生量の推計 

災害発生時には、建物被害状況を速やかに把握し、災害廃棄物対策指針・技術資料に基づ

き種類別災害廃棄物発生量を推計する。 

（４）災害廃棄物の処理 

災害発生後のそれぞれの時期において、次のとおり適切に災害廃棄物処理を進める。 

時期区分 特徴 主な行動 

災
害
応
急
対
応 

初動対応 

【発災後数日間】 
人命救助が優先される時期 

体制整備、被害状況の確認、必要資機材

の確保等を行う 

応急対応（前半） 

【～３週間程度】 
避難所生活が本格化する時期 

主に優先的な処理が必要な災害廃棄物

を処理する 

応急対応（後半） 

【～３か月程度】 
人や物の流れが回復する時期 

災害廃棄物の本格的な処理に向けた準

備を行う 

復旧・復興対応 

【～３か年程度】 
避難所生活が終了する時期 

一般廃棄物処理の通常業務化が進み、災

害廃棄物を本格的に処理する 

 

（５）生活ごみ・避難所ごみ 

避難所ごみを含む生活ごみについては、公衆衛生の確保及び生活環境の保全の観点から、

可能な限り発災直後から収集し、原則として、平時の体制により収集運搬及び処理を行うこ

ととし、できる限り早期に平時の収集運搬・処理体制を回復させるように努める。なお、避

難所ごみを含む生活ごみは、腐敗等が懸念されるため、広域圏整備組合の一般廃棄物処理施

設へ搬入することとし、仮置場に搬入しないものとする。 

（６）災害廃棄物処理フロー 

被災地域で発生した災害廃棄物は、被災現場から一次仮置場に搬入し、粗選別等を行った

後、必要に応じて設置する二次仮置場に搬入し、破砕・選別等の処理を行う。 
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その後、廃棄物の種類や性状に応じて、再生利用、中間処理、最終処分などの受入先に搬

出する。 

 

 

 

（７）災害廃棄物の分別、処理方法、再生利用 

災害時においても、後の処理や再生利用を考慮し、可能な限り分別を行う。 

また、災害廃棄物のうち、腐敗性のものについては、専門機関等に相談の上で、殺虫剤や

消石灰、消臭剤等の散布を行い、生ごみなどは、原則として、仮置場へ持ち込ませないよう

にする。 

（８）処理困難物の処理 

有害性や爆発・火災等の危険性があるため取扱いに注意が必要な処理困難物のうち、工

場、事業場等から発生するものは、事業者の責任で処理することを原則とするが、所有者不

明のものなどは、県及び民間事業者と取扱い方法を協議し、処理方法を定めるものとする。 

有害物質の飛散や危険物による爆発・火災等の事故を未然に防ぐために、有害物質を含む

廃棄物が発見されたときは、原則的に所有者等に対して速やかな回収を指示し、別途保管又

は早期の処分を行う。 

混合状態になっている災害廃棄物は、有害物質が含まれている可能性を考慮し、作業員の

労働環境安全対策を徹底する。 

（９）環境対策、モニタリング、火災防止対策 

地域住民の生活環境を保全するため、仮置場内やその周辺、損壊家屋の解体・撤去現場等

において、必要に応じて、大気質、騒音、振動、土壌、臭気、水質等の環境モニタリングを

行う。 

（10）損壊家屋等の撤去（必要に応じて解体） 

原則として所有者が実施することとなるが、国庫補助対象等となり得るもので、本市が必

要と判断したものについては、所有者の申請に基づき、公費による撤去（必要に応じて解

体）を行う。 

（11）思い出の品等 

貴重品・有価物や写真、位牌など所有者にとって価値のある思い出の品については、被災

者の経済的、精神的な復興に繋がるものとして、市が保管場所を確保し、回収・清潔な保

管・広報・返却等を行う。貴重品の取扱いについては、警察と連携を図るものとする。 

また、歴史的遺産、文化財等が他の災害廃棄物と混在しないよう、処理には留意する。 
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（12）積雪期の対応 

積雪期において、災害廃棄物対応をどこまで優先するかについては、救助や避難、生活の

ための道路啓開といった除雪作業が優先されること、夏季と異なり廃棄物の腐敗や病害虫発

生等のリスクは少ないこと等、積雪期特有の状況があることから、災害対策本部の方針を踏

まえて決定する。 

 

 
 

第２ がれき処理 
人命救助や輸送のための道路の確保（啓開）や損壊家屋の撤去に伴うがれき等の処理について

は、消防、道路管理担当部署と連携し、処理を進める。 

 

第３ し尿処理 
災害時には、生活排水処理施設や管路の被災、上水道の断水等により、下水道が利用できない

事態が想定されるほか、避難所から発生するし尿に対応する必要があるため、簡易トイレやトイ

レカーの配備をはじめ、生活排水処理施設の被災情報や避難者数を把握の上、優先順位を踏まえ

て早期に仮設トイレを配置し、避難所の衛生環境の確保を図る。 

また、これらの対策にあわせて、計画的な収集体制を整備する。 

原則として平常どおりのし尿処理を行うが、広域圏整備組合のし尿処理施設の被害状況やし尿

の収集・運搬・処理のひっ迫などにより、平時と同じ施設に搬入が困難な場合には、他の下水処

理施設への直接搬入等を行う。なお、下水処理場が被災し、処理が困難な場合には、他市町村等

へ協力を要請し処理を行う。 

 

第４ 廃棄物処理施設の確保 
発災後、被災地域の生活環境・空間を確保し、復旧・復興を進めるために、災害廃棄物を分

別、保管、処理するための一時的な集積場所として「仮置場」を設置する。 

仮置場は設置の目的・役割に応じて「一次仮置場」と「二次仮置場」に分類する。 

必要となる仮置場の選定・確保には時間を要することから、発災時に速やかに対応できるよ

う、予め仮置場候補地を定め、災害発生時には、被災地域や災害廃棄物発生量に基づき、選定す

る。 
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なお、市有地だけでは仮置場が不足する場合は、県有地や国有地、さらには民有地の活用も検

討する。 

また、市が設置する仮置場を補完する付加的な市民協働による取組として「市民仮置場」の設

置を検討する。 

 

 

 

第５ 応援体制の確保 
市は、被災状況を勘案し、その区域内のごみ処理及びし尿処理が不可能と思われる場合には、

県（環境保全班）に支援を要請するものとする。 

また、市は、避難所等に設置する仮設トイレの十分な調達が不可能と思われる場合には、県

（地方本部）に支援を要請するものとする。 

 

第６ 住居障害物※の除去 
災害対策本部は、災害時応援協定等により、住宅の障害物除去に必要な資機材の調達先を確保

するものとし、災害発生時に住宅等の障害物を除去する必要がある場合は、資機材を活用して消

防団その他防災関係機関、一般住民の協力を得ながら除去を実施する。 

また、災害時に適切な管理がされていない空き家等に対し、緊急に安全を確保するための必要

最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障とな

る空き家等の全部又は一部の除却等の措置を行うものとする。 

 

※住居障害物＝災害により住居又はその敷地内に運ばれた土石、竹木等の障害物で、当該住居での生活に著

しい支障を及ぼしている物 

・居室、台所、玄関、便所等の日常生活上欠くことのできない場所にある土石や竹木等 

・道路などから当該住宅に出入りするために必要な部分にある土石や竹木等  
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第１５節 救援体制 
市は、避難者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料、毛布等の生活必需品等を効率的

に調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行えるよう、関係機関は、その備蓄する物資・資

機材の供給や物資の調達・輸送に関し、新物資システム（Ｂ-ＰＬo）等を活用して情報共有を図

り、相互に協力するよう努めるものとする。 

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物

資の調達に留意するものとし、避難所における感染症拡大防止に必要な物資や家庭動物の飼育に

関する資材をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情

を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮するものとする。 

本節では、給水や食料供給、生活必需品、さらには、義援物資等に関する対策について記載す

る。 

 

第１ 給水対策 
災害時における応急的飲料水の円滑な給水を実施し、かつ、給水機能の早急な復旧を図るもの

とする。 

 

１ 給水量 

給水量は、発災直後は一人一日３Ｌの飲料水供給を確保するものとし、その後、４日から７日

までは10Ｌ、２週目は50～100Ｌとするなど、生活用水の確保も必要となることから、復旧の段階

に応じて給水量の増加を図る。 

 

２ 給水方法 

被災地における給水の方法は、被害状況及び断水区域の規模により運搬給水（※）、拠点給水、仮

設給水栓給水及びこれらを組み合わせた方法により行う。 

 

※運搬給水：給水車などの車両を用いて浄水場や配水池の水を避難場所等まで運搬して給水する方法 

 

３ 給水拠点 

避難場所、避難所、その他公民館、コミュニティセンター等、指定した場所を給水拠点とす

る。 

 

４ 水道用水の緊急応援要請 

（１）知事への要請 

水道法第40条の規定に基づき緊急に水道用水を必要と認める場合は、期間、水量及び給水

方法を定めて知事に要請する。 

（２）日本水道協会福島県支部長への要請 

災害の発生直後に、水道用水施設の被害状況を調査し、その実態を把握して復旧作業の計

画を定め、日本水道協会福島県支部長に連絡すると同時に次の支援を要請する。 



第３章 災害応急対策 第１５節 救援体制 

114 

① 応急給水作業 

② 応急復旧作業 

③ 応急復旧用資材の供出 

④ 工事業者の斡旋 

 

５ 被災地への飲料水の供給 

水道事業管理者は、被災した他市町村に災害救助法が適用され、飲料水の供給を要する場合

は、給水の実施にあたる。 

 

６ 施設の応急復旧 

（１）復旧作業 

災害により浄水、配水及び給水施設に損傷を受けた場合は、復旧用資材及び配管技術者の

確保に努め、給水再開に向け復旧作業を迅速に行う。 

（２）優先順位 

復旧にあたっては、緊急度の高い医療施設、人工透析治療施設、災害応急・復旧対策の中

枢となる官公署庁舎、避難所、冷却水を必要とする発電所・変電所など、あらかじめ定めた

重要度の高い施設を優先して行う。 

（３）市民への広報 

市民に対しては、復旧の順序や地区ごとの復旧完了予定時期等について、情報の提供・広

報を行う。 

 

第２ 食料供給対策 
被災者に対して速やかに食料品の配給を確保し、応急的な炊き出し等を行い、食の確保・安定

を図る。 

対象者や給付水準、期間については、災害救助法の定めるところに準拠する。 

 

１ 食料等提供の決定 

災害対策本部長は、避難所や被災した地域住民に食料の提供を行う。 

救助物資の提供期間は、災害救助法の定めるところにより、災害発生の日から10日以内を目安

とする。 

 

２ 食品提供対象者 

（１）避難所に避難した者であること（観光客等の一時滞留者を含む。） 

（２）住家の被害により、炊事のできない者であること（親せき、知人宅等に身を寄せ、食事の

できる状態にある者を除く。） 
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３ 食品提供の基準 

災害時の食品の提供にあたっては、通常の食事に近づくよう努めるものとするが、確保が難し

い場合を想定し、次のとおり確保を図る。 

（１）食品確保の順位 

第１順位   災害対策用備蓄食品（レトルト米、レトルトパン、液体ミルク等） 

第２順位   食品流通事業所等からの簡易処理食品 

第３順位   炊き出し又は学校給食等の活用 

（２）数量の基準 

１人当たりの供給数量は、次のとおりとする。（レトルト米、レトルトパンの換算率は、

100％とする。） 

① 被災者に対する給食は、１食当たり精米換算 200ｇの範囲内 

② 被災によって通常供給できない時は、１日当たり精米換算 400ｇの範囲内 

③ 災害救助、応急復旧作業に従事する者に対する給食は、１食当たり精米換算 300ｇの範囲内 

 

４ 食品の調達 

（１）食品の調達及び輸送の体制 

災害対策本部は、食品及び資材、燃料等を調達する。 

まず、防災倉庫等に保管してある備蓄食料等を供給し、次に事前に災害時応援協定を締結

した事業所等から、市販の弁当や補助食品等の確保を図る。 

さらに、炊き出しの実施や、教育委員会と協議し、児童生徒の給食に影響がない範囲で、

給食センター等の有効活用を検討する。 

なお、輸送についても災害時応援協定を締結している宅配業者等に協力を依頼する。 

（２）その他食品の調達 

副食品としての生鮮食品は、公設地方卸売市場、食肉事業協同組合及び農業協同組合等に

対し、応急の集出荷を要請する。 

 

５ 炊き出しの実施 

炊き出しについては、それぞれの避難所ごとの状況によって判断するが、災害対策本部は、備

蓄品の活用や米穀等の食材、調理器具の調達を進め、調理については、関係団体の協力を得て実

施する。 

 

第３ 生活必需品供給対策 
災害対策本部は、日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他衣料品及び生活必需品の不

足により困っている被災者に対し、市社会福祉協議会と協力して、支援物資や義援物資を提供す

る。 

また、性別や年齢層の違いなどに配慮し、紙おむつや生理用品等のニーズがあることから、そ

れぞれのニーズを踏まえた生活必需品の供給を行うものとする。 

物資の確保にあたっては、事前に災害時応援協定を締結した事業所等に協力を求め、安定した

生活必需品供給体制の構築を図る。 
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第４ 調達、義援物資の集積場所と配給 
１ 調達物資の保管と配給  

即時必要な物資を調達し、備蓄倉庫や避難所、公民館、コミュニティセンター等に保管し、配

給する。 

 

２ 義援物資の保管と配給 

義援物資等は物流拠点施設に集積した上で、市社会福祉協議会と協議し、被災場所等を考慮し

ながら、避難所等に義援物資保管所を設け、配給する。大規模な災害発生のおそれがある場合に

は、事前に新物資システム（B-PLo）を用いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録さ

れている物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手

続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備に努める

ものとする。 

 

区分 施設の名称 所在地 電話 

陸上輸送及び 

ヘリによる輸送 

公設地方卸売市場 一箕町大字鶴賀字船ケ森東470番地 25-1171 

会津総合運動公園 

あいづ総合体育館 
門田町大字御山字村上164番地 28-4440 

会津アピオ インター西90番地 37-2801 

 

３ 物資及び救助品等の配給方法 

避難所や公民館、コミュニティセンター等を拠点として、地域や日赤奉仕団、その他ＮＰＯ・

ボランティア等の協力を得て配給を行う。 

 

第５ 義援物資の受入れ 
１ 義援物資受入れの基本方針 

義援物資の受入れについては、発災直後は、個人からの善意に基づく義援物資への対応が困難

であるため、原則として、行政、事業者等の義援物資を受け入れるものとする。 

市は、関係機関等の協力を得ながら、義援物資について、受入れを希望する物資等を把握し、

その内容のリスト及び送付先を市及び県並びに報道機関を通じて、公表するものとする。 

また、被災地の需給状況を把握し、同リストを逐次改定するよう努めるものとする。 

 

２ 義援物資の募集・受付 

（１）義援物資の募集 

災害対策本部は、広く義援物資の提供を呼び掛けることが有効な場合は、受入態勢を構築

した上で、ホームページへの掲載、報道機関への情報提供等により募集を図る。 

（２）義援物資の仕分け及び配給 

物流拠点施設では、災害時応援協定締結事業者やＮＰＯ・ボランティア等の協力を得て、

義援物資の仕分けを行う。 

また、あらかじめ避難所等の需要を把握し、物資ごとの在庫量等を把握した上で、物資の

管理配分を行う。  
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第１６節 被災地の応急対策 
本節では、被災地の迅速な復旧・復興のための道路等における応急対策、罹災証明の発行等に

関する被災者支援について記載する。 

 

第１ 交通・秩序維持対策 
災害対策本部は、警察と緊密な連絡をとり、災害応急対策車両の運行用の緊急輸送路の確保を

図るとともに、一般の通行に対しては可能な限り支障のないよう、適切な措置を講じる。 

 

１ 道路の交通対策 

（１）被災地内の交通規制 

① 大規模災害が発生した直後に、必要に応じて主要交差点等に検問所を設ける。 

② 道路の混乱、損壊、火災の発生等の理由により、緊急の必要がある場合は、高速道路や幹

線道路等で緊急車輌の通行を優先し、また一般車両の通行を禁止又は制限する。 

③ 市のホームページや報道機関の協力及び立看板の設置等の手段を用いて、大規模災害時に

おける交通規制の内容の周知徹底を図る。 

（２）交通情報の収集 

災害対策本部及び警察は協力して、交通規制対象道路を重点に、以下の交通情報の収集を

行う。情報は、市ホームページに地図情報として表示するとともに、多様な広報手段で周知

を行う。 

また、各事業者と連絡を密にして鉄道、バス路線等の確保に努める。 

① 主要道路、橋りょうの被害状況及び復旧の見通し 

② 道路交通規制の実施状況 

③ 鉄道等の被害状況及び復旧の見通し 

④ その他、交通関連情報 

 

２ 道路等の災害応急対策 

災害対策本部は、国県及び東日本高速道路(株)等の道路管理者と連携し、被害状況の把握に努

める。 

また、各道路管理者と協力体制をとり、道路等災害の応急対策の万全を期すため、次の対策を

実施して交通路の確保を図る。 

① 仮道の造成 

② 仮橋の架設 

③ 迂回路の設定 
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３ 秩序維持対策 

大規模災害時は、交通が混乱し、迅速な応急活動が困難になることが予想されるところから、

市、警察及び防災関係機関は協力して、混乱防止に努める。 

（１）警察の応急対応体制 

災害発生直後における秩序維持のため、災害対策本部長は警察に対し、次の活動体制の協

力を依頼する。 

① 人的被害の実態把握及び情報収集 

② 被災者の安全な地域・場所への誘導 

③ 交通秩序維持のための交通規制及び緊急道路の確保 

④ 被災者の救出・救護 

⑤ 災害時の各種犯罪の予防、取締り 

⑥ その他災害救助、復旧活動への協力、広報活動等 

（２）混乱防止対策 

災害発生直後においては、様々な社会混乱が予想されるところから、次の方法により混乱

の防止措置を実施する。 

① 情報パニックによる混乱防止 

災害対策本部及び防災関係機関は、広報活動を通じて、正確な情報の提供を行う。 

② 交通の混乱防止 

災害対策本部及び警察は、交通規制、障害物の除去等を行い、緊急輸送活動、避難体制の

確保に努める。 

③ 路上放置車輌に対する措置 

消防職員は、消防用緊急車輌の通行に際し、現場に警察官がいない場合に限り、路上放置

車輌除去等の措置を行う。 

ただし、直ちに所轄警察署長に連絡するものとする。 

 

第２ 障害物の除去 
１ 住宅関係障害物の除去 

（１）実施機関及び方法 

① がけ崩れ、浸水等によって宅地内に運ばれた障害物の除去で、次のいずれかに該当する場

合は、市長がその障害物の除去を行うものとする。 

ア 住民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 

イ 緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

ウ その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

② 第一次的には、市町村が保有する機械、器具を使用して実施するものとするが、労力又は

機械力が不足する場合は、隣接市町村又は県（所轄の建設事務所）に派遣（応援）要請を

行うものとする。 

③ 労力又は機械力が相当不足する場合は、(一社)福島県建設業協会からの資機材、労力の提

供等協力を求めるものとする。 
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（２）災害救助法を適用した場合の除去 

① 対象 

障害物の除去の対象となるのは、日常生活に欠くことのできない場所（居室、台所、便所

等）に土石、竹木等の障害物が運びこまれたもので、自らの資力では障害物の除去ができな

いものとする。 

なお、本節第３に規定する「応急仮設住宅等の建設」との併給は認められない。 

② 除去の方法 

作業員あるいは技術者を動員して行うものとする。 

③ 費用 

費用の限度額は、災害救助法及び関係法令の定めるところによるものとする。 

④ 実施期間 

災害発生の日から10日以内とする。 

⑤ その他 

上記において適切な実施が困難な場合には、県知事は、内閣総理大臣に協議し、その同意

を得た上で、活動の程度、方法及び期間を定めることができる。 

 

２ 道路、河川等障害物の除去 

災害対策本部は、関係機関と協力して、災害に際して道路上の土砂、倒木等や河川等に障害物

として浮遊するものなどを除去し、交通路及び河川機能を確保する。 

除去した障害物の集積場所については、次のとおりとする。 

（１）市街地の場合 

神指町南四合（会津若松市道路河川管理センター） 

その他現場付近の空地 

（２）市街地以外の場合 

災害発生付近の空地等、その時の状況に応じ定める。 

 

第３ 生活救援対策 
１ 被災建築物の応急危険度判定体制の整備 

（１）応急危険度判定実施班の設置 

災害対策本部は、災害による建築物等の倒壊に関して、応急危険度判定実施班を速やかに

設け、被災家屋の応急危険度判定を実施し、災害の発生のおそれがある場合は、適切な避難

対策を実施することにより、二次災害を防止する。 

（２）被害状況調査 

市は、建築関係団体の協力を得ながら、市内の家屋の被災状況を確認し、県に応急危険度

判定士の派遣を要請する。 

（３）応急危険度判定の実施 

県から派遣された応急危険度判定士により、被災家屋の調査、判定を実施する。なお、被

災家屋が多数ある場合は、災害時相互応援協定を締結している自治体に応急危険度判定士の

派遣を、県を通じて要請する。 
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２ 罹災証明書の交付 

被災者の各種支援措置を実施するためには、罹災証明書が必要となるため、災害発生後早期に

罹災証明書を速やかに交付する体制を確立する。 

 

（１）情報共有体制についてあらかじめ検討し、必要に応じて、発災後に応急危険度判定の判定

実施計画や判定結果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう努める。 

また、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家

の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施する。 

（２）罹災証明書の発行にあたっては、被災者の利便を図るため、専用窓口を設置するととも

に、被災者への交付手続き等についての広報に努める。 

その際、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査

等、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要

性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について説明するものとする。 

 

３ 応急仮設住宅等の建設 

応急仮設住宅については、被災者の状況や意向を確認し、その必要性を見極めた上で建設を行

う。 

（１）実施機関等 

災害救助法を適用した場合の応急仮設住宅の設置は、知事が実施し、それ以外の場合は市

が実施する。ただし、知事から委任を受けた場合は、市が実施する。 

（２）建設地の選定 

建設地は、原則として市有地等で危険区域以外の保健衛生上も良好な場所とする。なお、

県の「災害時における応急住宅供給に係る報告要領」により平時において応急仮設住宅建設

用地（予定地）を把握し、県へ報告する。 

（３）応急仮設住宅の運営管理 

市は、各応急仮設住宅の適切な運営管理を行うものとする。この際、応急仮設住宅におけ

る安心・安全の確保、孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居者によるコ

ミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性や子ども・若者を

始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮するものとする。また、必要に応じて、応急

仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮するものとする。 

 

【災害救助法による応急仮設住宅の建設】 

項目 概要 

入居対象者 

原則として、災害により被災し、次に掲げる全てに該当する者とする 

・住宅が全壊、全焼又は流失した者であること 

・居住する住宅がない者又は避難指示等により長期にわたり自らの住居に

居住できない者であること 

・自らの資力をもってしては、住宅を確保することのできない者であるこ

と 
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項目 概要 

入居者の選定 

・応急仮設住宅の入居者の選定については、県（建築班）が市長の協力を求

めて行うものとする 

・ただし、県は状況に応じて市長に事務委任することができるものとする 

規模・構造及び費用 

・応急仮設住宅の標準規模は、１戸当たり平均29.7㎡とする 

・応急仮設住宅の設計に当たっては、高齢者や障がい者等の利用に配慮し

た住宅の仕様はすべての入居者にとって利用しやすいものであることか

ら、通常の応急仮設住宅を含め、物理的障壁の除去されたユニバーサルデ

ザイン仕様を目指すとともに、地域の気象環境等も考慮した配置や設計

に努める 

・工事費は、災害救助法及び関係法令の定めるところによるものとする 

着工及び完成の時期 

・着工の時期は、災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに建設するも

のとする。なお、大災害等で20日以内に着工できない場合は、事前に内閣

総理大臣の承認を得て必要最小限度の期間を延長することができるもの

とする 

供与期間 
・完成の日から建築基準法第85条第４項の規定による期限内（最長２年以

内）とする 

 

（４）野外収容施設の設置 

災害対策本部は、避難者の受入又は遺体の収容が不可能の場合を考慮し、野外仮設資材の

調達先及び仮設場所等を把握しておく。 

また、災害の発生により野外避難受入施設又は野外遺体収容施設の仮設を要する場合は、

これを整備する。 

 

４ 被災住宅の応急修理 

本部長は、災害救助法を適用した場合において、災害発生による被災住宅の応急修理を要する

場合は県に報告し、被災住宅の応急修理について知事の委任がある場合は、その修理を行う。 

 

【住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理】 

項目 概要 

緊急修理対象者 

次の要件を満たす者とする 

・準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊の被害を受け、雨水の侵入等を

放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある状態にあること（全壊の

住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので緊急修理の

対象とはならないが、修理を実施することにより居住が可能であって、引

き続き居住する意思がある場合はこの限りではない） 
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項目 概要 

修理の範囲と費用 

・緊急修理は、日常生活に必要最小限の部分の修理を行うまでの間、ブルー

シートやベニヤ板、落下防止ネットなどで緊急的に措置し、住宅の損傷が

拡充しないようにするものとし、現物をもって行う 

・費用は、災害救助法及び関係法令の定めるところによるものとする 

緊急修理の期間 

・災害発生の日から10日以内に完了する 

・やむを得ず10日以内での救助の適切な実施が困難となる場合には、内閣

総理大臣と協議の上、実施期間の延長を行うことができる 

 

【日常生活に必要な最小限度の部分の修理】 

項目 概要 

応急修理対象者 

次の要件をすべて満たす者とする 

・準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊の被害を受け、そのままでは

住むことができない状態にあること。ただし、対象者が自宅にいる場合

であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、対象として差し

支えない 

また、全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるの

で、住宅の応急修理の対象とはならないが、応急修理を実施することに

より居住が可能である場合はこの限りではない 

・応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込

まれること 

・応急仮設住宅（民間賃貸住宅の借上げを含む。）を利用しないこと。た

だし、応急修理の期間が１か月を超えると見込まれる者であって、自宅

が半壊（住宅としての利用ができない場合）以上の被害を受け、他の住

まいの確保が困難な者については災害発生の日から原則６か月に限り、

応急修理完了までの間、応急仮設住宅の使用が認められる 

・準半壊、半壊又は中規模半壊の被害を受けた者については、自らの資力

では応急修理をすることができない者であること 

修理の範囲と費用 

・応急修理の対象範囲は、居室、炊事場及び便所等日常生活に必要最小限度

の部分に対し、現物をもって行うものとする 

・費用は、災害救助法及び関係法令の定めるところによるものとする 

応急修理の期間 

・災害発生の日から３か月以内（災害対策基本法第23条の３第１項に規定

する特定災害対策本部、同法第24条第１項に規定する非常災害対策本部

又は同法第28条の２第１項に規定する緊急災害対策本部が設置された災

害にあっては、６か月以内）に完了するものとする 

ただし、災害の規模や被災地の実態等により、３か月（又は６か月）以上

実施に要する場合には、あらかじめ実態等に即した必要な期間を内閣総

理大臣と協議の上、実施期間の延長を行うことができる 
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５ 災害相談の実施 

災害による生活面や精神面の相談に応じ、生活再建への支援を促進するため、市は、避難所等

に災害相談窓口を設置する。災害相談窓口を設置した場合、直ちに関係機関と協力し、指定する

施設や市のホームページ上に災害相談窓口や電話相談窓口を掲載し、相談・問い合わせ等の業務

を実施する。 

また、避難生活等が長期化することで、ストレスが高じることも想定されるため、保健師等の

派遣による心のケアを含む健康対策、孤独防止対策などを行う。 

相談業務の内容の主な内容は、次のとおりとする。 

（１）生業資金のあっせん、融資に関すること 

（２）被災住宅の修理及び応急住宅のあっせんに関すること 

（３）行方不明者の捜索に関すること（被災者の安否の確認に関すること） 

（４）その他住民の生活に関すること 
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第１７節 死者の捜索、遺体の処理等 
災害対策本部は、警察を中心とした関係機関に協力し、行方不明者の捜索並びに遺体の収容、

処理及び埋葬を行う。 

この場合において、行方不明者の届け出等の受付窓口を明確にするとともに、家族等からの安

否確認について回答できる体制の構築に努める。 

本節では、行方不明者の捜索や遺体の取扱いに関する事項を記載する。 

 

第１ 行方不明者の捜索及び遺体の取扱い 
１ 捜索活動 

災害対策本部は、災害で行方不明の状態にある者を対象として次により捜索し、遺体を発見し

たときは、これを収容する。 

また、死者が多数にのぼる場合、また、火葬場が被災して利用できない場合を想定し、遺体の

保存のため、災害時応援協定を締結した民間事業者等の協力を得て、十分な量のドライアイス、

柩、骨壺等の確保ができる体制を目指すとともに、近隣地方公共団体の協力による火葬体制の整

備に努める。 

（１）災害状況を把握し、捜索に必要な人数、車両、その他必要な物資を決定する。 

（２）警察、消防関係機関と連絡調整の上、共同で捜索を行う。 

（３）捜索に必要な物資は、関係機関との連絡調整の上確保する。 

（４）遺体の捜索は、災害発生の日から可能な限り速やかに完了するよう行う。 

 

２ 災害救助法適用の場合の捜索活動 

災害救助法を適用した場合の遺体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ周囲

の事情により既に死亡していると推定される者に対して行い、以下の基準で実施するものとす

る。 

（１）救助実施者が遺体の捜索を実施するに当たっては、捜索に要する機械、器具等について現

物により給付するものとする。 

（２）費用、期間等は、福島県災害救助法施行細則別表第１「災害救助法による救助の程度、方

法及び期間」による。 

 

第２ 遺体の取扱い 
（１）災害対策本部は、民間事業所等の協力を求め、引渡しのあった遺体について、埋葬までの

取扱いを行う。仮安置所については、災害発生地付近の公共施設、寺院等を対象に、状況に

応じて適宜指定する。野外遺体収容施設の仮設を要する場合は、これを整備する。 

（２）遺体の取扱いは、次の範囲内において行う。 

① 遺体の洗浄、縫合、消毒等 

② 遺体の一時保存 

③ 検案（医師）、検視（警察）及び身元確認 

④ 遺体収容所から火葬場への移送 
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第３ 埋葬等 
災害対策本部は、遺体について埋葬等を行う。 

（１）埋葬等を行った場合には、埋葬台帳を作成する。 

（２）埋葬等は、次の範囲内において、できる限り棺等の現物をもって、埋葬等を実施する者に

支給して行う。 

① 棺（付属品を含む） 

② 骨つぼ及び骨箱 

（３）広域火葬が必要と判断される場合は、「福島県広域火葬計画」及び「福島県広域火葬事務処

理要領」に基づき、対応を図る。 

（４）災害の状況に応じ、その応急措置として仮埋葬を行う。 

（５）仮埋葬場所等の確保に努め、必要に応じて各墓地管理者へ依頼する。  
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第１８節 生活関連施設の応急対策 
本節では、市民生活に必要不可欠なライフラインに関する応急対策について記載する。 

 

第１ 上水道施設災害応急対策 
水道事業者及び水道用水供給事業者は、災害発生時における応急給水用飲料水の確保を行うと

ともに、次により水道施設の復旧対策を実施するものとする。災害時の上水道施設の被害状況を

把握するため、震災直後は、あらかじめ定められた組織体制により各施設等を巡回し調査する。 

 

第２ 下水道施設災害応急対策 
１ 施設の被害調査 

災害時の下水道施設の被害状況を把握するため、震災直後は、あらかじめ定められた組織体制

により各施設等を巡回し調査する。 

 

２ 体制の構築と広報 

震災時には、施設及び管きょの状況に応じ、復旧資材の調達及び機械器具の点検並びに技術者

等の確保を行い、市内関係者との連絡を密にし、復旧作業体制を整える。 

また、施設の被害状況や復旧の見込み、注意事項等を広報車その他の方法を利用し、市民に広

報する。 

 

３ 応急復旧対策 

下水道施設に大規模な被害があった場合は、清掃担当課と連携し、環境衛生の確保を図る。ま

た、その被害状況に応じ、復旧方針を作成するとともに、関係者の協力を得て早期復旧を図る。 

 

第３ 電気施設災害応急対策 
１ 市の対応 

災害対策本部は、東北電力ネットワーク（株）会津若松電力センターと緊密な連絡をとり、電

力施設の防護及び被災地に対する電力供給の確保に最大限の協力を要請する。 

（１）復旧への協力 

市は、電気供給設備の甚大な被害について、電力供給機関の地域責任者により応援の依頼

があった場合は、状況により労務の提供などの便宜を図る。 

（２）市民へ周知する事項（電気事故防止） 

市は電気事故防止のため、市民に対し、電力設備について次のような異常を発見した場合

は、東北電力ネットワーク（株） 会津若松電力センターにアプリチャット等を利用して、状

況写真や異常箇所の情報提供を迅速に行うよう周知する。 

① 電線が切れ地上に垂れ下がっているとき 

② 樹木、テレビのアンテナ、煙突等が倒れて電線に接触しているとき 

③ 電力の施設より火花、音響、煙等が出ているとき 

④ 電柱や支線などが危険な状態になっているとき 
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２ 電力施設の対応 

（１）災害対策組織の設置 

災害が発生した場合は、あらかじめ定められた基準等に基づき、災害の規模、その他の状

況に応じ、災害対策組織を設置するものとする。 

（２）人員の確保 

① 対策要員の確保については、あらかじめ従業員の動員体制を定めて対応するものとする。 

② 従業員以外の復旧要員を必要とする事態が予想され、又は発生した場合は、他電力会社及

び工事関係会社との協定等に基づき、要員の応援を要請するものとする。 

（３）応急復旧用資機材の確保等 

① 調達 

対策組織の長は、予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資材は、次のい

ずれかの方法により可及的速やかに確保するものとする。 

ア 現地調達 

イ 対策組織相互の流用 

ウ 納入メーカーからの購入 

エ 他電力会社からの融通 

② 輸送 

災害対策用の資機材の輸送は、あらかじめ要請した輸送会社の車両、船舶、ヘリコプタ

ー、その他実施可能な運搬手段により行うものとする。 

③ 資材置場等の確保 

復旧資材置場及び仮設用用地が必要となった場合は、あらかじめ調査していた用地をこれ

に充てるものとする。 

（４）災害時における広報 

① 災害が予想される場合又は災害が発生した場合は、停電による社会不安の除去のため、電

力施設被害状況、停電地域及び復旧見通しについての広報を行うものとする。また、住民

の感電事故を防止するため、次の事項を中心に広報活動を行うものとする。 

ア 無断昇柱、無断工事をしないこと 

イ 電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等の設備の異常を発見した場合は、速やかに会社

事業所に通報すること 

ウ 断線、垂下している電線には絶対に触れないこと 

エ 浸水、雨漏りなどにより冠水した屋内配線、電気器具等は危険なため使用しないこと 

オ 屋外に避難するときは安全器又はブレーカーを必ず切ること 

カ その他事故防止のため留意すべき事項 

② 広報の方法は、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて行うほか、広報車等により直

接当該地域へ周知するものとする。 

（５）被害状況の把握（情報収集） 

災害が発生した場合は、対策組織の長は、次に掲げる情報を迅速かつ的確に把握し、速や

かに上位機関災害対策組織に報告するものとする。 

① 一般情報 

ア 気象、地象情報 
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イ 一般被害情報 

一般公衆（住民）の家屋被害情報、人身災害発生情報及び電力施設等を除く水道、ガ

ス、交通、通信、放送施設、道路、橋りょう等の公共施設をはじめとする当該管内全般の

被害情報 

ウ 対外対応状況（地方自治体の災害対策本部、官公署、報道機関、需要家等への対応状

況） 

エ その他災害に関する情報（交通状況等） 

② 会社被害情報 

ア 電力施設等の被害状況及び復旧状況 

イ 復旧の状況と見通し 

ウ 復旧資材、応援隊、食料等に関する事項 

エ 従業員の被災状況 

オ その他災害に関する情報 

（６）災害時における危険予防措置 

電力需要の実態を考慮して、災害時においても原則として供給を継続するが、警察、消防

機関等から要請等があった場合には、対策組織の長は送電停止等の適切な危険予防措置を講

ずるものとする。 

（７）復旧計画等 

① 災害対策組織は、設備ごとに被害状況を把握し、次に掲げる事項を明らかにした復旧計画

を立てるとともに、その内容を上位機関災害対策組織に速やかに報告するものとする。 

ア 復旧応援要員の必要の有無 

イ 復旧要員の配置状況 

ウ 復旧資材の調達 

エ 復旧作業の日程 

オ 仮復旧作業の完了見込み 

カ その他必要な対策 

② 上位機関災害対策組織は、上記①の報告に基づき、下位機関災害対策組織に対し復旧対策

について必要な指示を行うものとする。 

③ 復旧計画の策定及び実施に当たっては、あらかじめ定めた各設備の復旧順位によることを

原則とするが、災害状況、各設備の被害状況、各設備の被害復旧の難易を考慮して、供給

上復旧効果の最も大きなものから復旧を行うものとする。 

なお、復旧順位については人命に関わる箇所、災害応急・復旧対策の中枢となる官公署庁

舎等を優先することとし、必要に応じて県災害対策本部と協議調整を行うものとする。 
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第４ 都市ガス施設の応急対策 
災害対策本部は、災害発生時に際し、都市ガス設備の防護及び被災地に対する都市ガス供給の

確保を図るため、ガス事業者に協力する。 

 

１ 火災に際しての市民等の措置 

（１）火災が発生した場合、居住者は初期消火に努め、速やかに消防署へ通報する。なお、この

際、ガスの火を消し、元栓を閉める。 

（２）導管の亀裂折損によるガス流出等の事故発生に際しては、送ガスしゃ断が急務であり、こ

れを発見した者は、その旨をガス事業者に通報する。 

（３）地震時にマイコンメーターが作動し、ガスの供給を自動的に停止した場合は、手動復帰説

明書に基づき各家庭ごとに復旧する。なお、ガス漏えいのおそれがあることから、復帰にあ

たっては、細心の注意を払う。 

 

２ ガス事業者の災害防止〔液化石油ガス（ＬＰＧ）〕 

ガス事業者は、災害時にあらかじめ定められた手順や方法により、事故等が起こらないよう十

分に配慮しながら、災害時の対応を行う。 

 

３ ガス供給不能の場合の対応 

災害のためガス供給が不能となったときは、プロパン容器及びカセットコンロをもって補給す

る。 

 

４ その他 

（１）ガスの供給を停止する場合は、使用者に対して多様な方法で周知を図る。 

（２）ガス事業者は、災害対策に関する計画に基づいて応急対策を実施する。 

 

第５ 鉄道施設災害応急対策 
１ 防災体制 

災害の発生が予想される場合には、安全を確保するため、関係機関の長は、これに関する規程

等に基づき、速やかに所定の体制をとるものとする。 

また、その組織及び方法並びに警報の発令基準等について、あらかじめ定めた対策計画に基づ

き、予報及び警報が発令された際には、関係現業機関に迅速かつ正確に伝達する。 

さらには、災害時において直ちに必要となる要員、機器、資材等の入手方法及び輸送の計画を

たて、調達・輸送管理体制を確立する。 

なお、あらかじめ災害予備用貯蔵品として保管して置く必要があると認められる資材等につい

ては、所定の保管箇所に適正な保有数量等を定め、保管管理する。 

 

２ 情報伝達・広報 

災害が発生した場合においては、被害の状況等を迅速かつ適切に把握し、鉄道の運行状況等を

報道機関やホームページを活用して公表するとともに、対策本部に連絡する。 
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３ 災害復旧の実施の基本方針 

災害に伴う社会経済活動を早急に回復し、再び同様の災害を被ることのないよう、関係行政機

関が行う復旧事業等を考慮して、迅速かつ適切な災害復旧を実施する。 

 

４ 災害復旧計画及び実施 

災害の復旧については、応急工事の終了後可及的速やかに、本復旧計画をたて、これを実施す

る。本復旧計画の実施にあたっては、被害原因の調査分析の結果に基づく必要な改良事項を考慮

して、その適正を図る。 

 

第６ 建築物等の応急対策 
役場庁舎、集会所等の多数の者が利用する施設及び社会福祉施設等において、災害が発生した

場合、市は当該施設の管理者としてあらかじめ定められた消防計画等の計画に基づき、利用者の

安全対策、避難誘導、施設点検、被害状況の報告等の応急対策を行うこととなるが、次のような

施設については、各施設の管理者の指示するところによるものとする。 

（１）役場庁舎 

（２）学校施設 

（３）保育所・幼稚園・こども園 

（４）医療機関 

（５）市営住宅 

（６）社会福祉施設 

 

第７ 土木施設の応急対策 
１ 道路、橋梁 

市は、災害時には、道路、橋梁の危険箇所の把握及び応急措置を行う。 

（１）道路、橋梁の危険箇所の把握 

① 市の管理する道路 

市の管理する道路の破損、決壊、橋梁の流失その他交通に支障を及ぼすおそれのある箇所

を早急に把握し、迅速かつ適切な措置をとる。 

② 国、県の管理する道路 

応急対策活動上重要となる国道及び県道の被害状況、復旧見通し等の情報を市が収集する。 

（２）応急措置 

① 市の管理する道路に対する措置方法 

市長は、市の管理する道路に災害が発生した場合は、直ちに応急措置を行うよう努めると

ともに、迂回路がある場合はこれにより交通の確保をする。 

② 国、県の管理する道路に対する措置要請 

国道及び県道に対する措置が実施される必要がある場合は、国や県に対し措置要請を行う。 

 

２ 河川 

地震により河川施設が被災した場合は、迅速に応急復旧を行い、施設の損壊や浸水を防止す

る。  
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第１９節 文教対策 
本節では、小・中学校等の教育施設に対する応急復旧対策や迅速や教育活動の再開に関する事

項について記載する。 

 

第１ 教育施設等の応急復旧対策 
１ 被害状況の把握 

市の教育施設や保育施設が被災した場合は、施設管理者が速やかにその現況の報告を災害対策

本部長及び教育長に行い、その報告に基づき、復旧計画に移行する。 

 

２ 施設の復旧 

災害発生時においては、教育施設の一部は住民の避難場所、避難所として利用することとなる

ため、その復旧は速やかに実施する。 

 

３ 災害時の教育の場の確保 

市教育委員会は、災害時における被害を想定し、災害時の教育の場の確保に努める。 

 

第２ 応急教育実施場所及び教育実施者の確保措置 
１ 教育施設の確保 

（１）被害箇所及び危険箇所の応急修理 

被害箇所及び危険箇所は早急に改修し、安全な環境下での教育活動の実施を図る。 

（２）公立学校の相互利用 

授業の早期再開を図るため、被災を免れた公立学校施設を相互に利用する。 

（３）仮設校舎の設置 

校舎の修理が不可能な場合には、プレハブ校舎等の教育施設を設け、授業の早期再開を図る。 

（４）公共施設の利用 

被災を免れた公民館等の社会教育施設、体育施設、その他公共施設等を利用して、授業の

早期再開を図る。 

 

２ 教員の確保 

市教育委員会は県教育委員会とともに、災害により通常の教育を実施することが不可能となっ

た場合の応急対策として、次により教員を確保する。 

（１）臨時参集 

教員は、原則として各所属校に参集するものとする。 

ただし、交通途絶など登校不能な場合は、最寄りの学校（小学校、中学校の別）に参集する。 

（２）退職教員の活用 

災害により教員の死傷者が多く平常授業に支障を及ぼす場合は、退職教員を臨時に雇用す

るなどの対策をとる。 
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第３ 教科書、教材等学用品の調達及び配給の方法 
被災児童生徒の教科書及び不足教材、学用品は、災害の発生と同時にその実態を把握し、早急

に調達、迅速な配給を図る。 

教科書については、教科書会社及び販売店との密接な連絡のもと、配給調達の確保に努める。 

 

第４ 給食等の措置 
１ 給食対策 

学校や給食施設が被災し学校給食の実施が困難となった場合は、市教育委員会は直ちに学校給

食の継続のための対策をとる。この場合において、次に掲げる事項について特に留意する。 

（１）他の給食施設、設備の活用 

（２）給食従事職員の確保 

（３）近隣の給食実施校からの給食援助 

（４）主食の供給及び給食物資の確保 

（５）衛生面の確保による食中毒の予防 

 

２ 給食の一時中止措置 

給食施設の被災、調理員等のり災、食材確保の困難など、特別な事情がある場合は、学校給食

の一時中止措置について判断するものとする。 

なお、給食の再開にあたっては、衛生管理に十分注意する。 

 

３ 災害時の給食施設利用の特例 

災害時には、一時的に給食施設を避難所等への食料拠点とする場合がある。この場合は、児童

生徒の給食への影響が最小限となるよう配慮するとともに、市教育委員会と事前協議を行う。 

 

第５ 災害時の学校等の対応 
１ 学校の対応 

（１）校長は、各種情報等の把握に努め、的確な指揮にあたる。 

（２）教職員は、初期消火、救護、搬出活動の防災活動を行う。 

（３）児童生徒等については、教職員の指導の下に全員を直ちに帰宅させることを原則とし、屋

外の移動が危険な場合は学校等が保護する。ただし、児童生徒等のうち障がい児について

は、学校等において保護者等に引き渡す。 

（４）交通機関の利用者、留守家庭等の児童生徒等のうち帰宅できない児童生徒等については、

状況を判断し、学校等が保護する。 
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２ 教職員等の対応、指導基準 

（１）災害発生の場合、児童生徒等を教室等に集める。 

（２）児童生徒等の避難・誘導にあたっては、氏名・人員等の把握、異常の有無等を明確にし、

的確に指示する。 

（３）学級担任等は、学級名簿等を携行し、所定の場所へ誘導・避難する。 

（４）障がいのある児童生徒等については、あらかじめ介助体制等の組織を作るなど十分配慮す

る。 

（５）児童生徒等の保護者等への引き渡しについては、あらかじめ決められた引き渡しの方法で

確実に行う。 

（６）遠距離通学者、交通機関利用者、留守家庭等で帰宅できない児童生徒等については、氏

名・人員等を確実に把握し、引き続き保護する。 

（７）児童生徒等の安全を確保したのち、学校長の指示により防災活動にあたる。 

 

第６ 幼稚園・保育所、こどもクラブ等の災害時の応急保育体制 
１ 園児、児童の避難計画 

災害時においては、幼稚園・保育所、こどもクラブ等の施設管理者は、園児、児童の被災状況

を把握するとともに、あらかじめ策定した避難計画をもとに、園児、児童の安全確保に努めるも

のとする。 

 

２ 応急保育体制 

応急保育体制については、学校教育に順ずるものとし、施設の応急復旧対策に取り組むととも

に、あらかじめ作成した計画に基づき応急保育の実施を行うものとする。 

なお、給食については、状況をかんがみ、一時中止措置を検討する。 

 

３ 一時的な保育の実施 

幼稚園・保育所、こどもクラブ等は、被災により一時的に保育を要する園児、児童の受け入れ

に協力するよう努めるものとする。 

 

第７ その他関連教育対策 
（１）被害を受けた児童生徒に対し、ユニセフ協会に被害状況を報告し、学用品等の援助を依頼

する。 

（２）小中学校長や幼稚園長、保育所長は災害の規模が大きく、その被害が甚大であった場合に

おいては、速やかに「罹災状況」を調査する。 

（３）被害が甚大な場合、他校又は集会所等を利用して授業を行う場合は、臨時健康診断を行い

疾病対策に配慮する。 
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第８ 文化財等の応急対策 
文化財等については、所有者又は管理者が搬出担当者を定め、防災及びその搬出にあたって万

全を期するものとする。 

市教育委員会は、市内文化財一覧に基づき災害等の際に迅速な保全対策を行うための指導・助

言を行う。 

 

１ 搬出可能な文化財対策 

市教育委員会は、所有者等と協議して搬出担当者を定め、安全な搬出に努めるとともに、あら

かじめ搬出場所や搬出方法の助言を行う。 

 

２ 建造物及び搬出不可能な文化財の対策 

各文化財等について、市教育委員会は必要に応じ防火査察や火災防ぎょ訓練などを実施し、災

害に備えるとともに、所有者に対し予防及び応急対策についての指導助言を行い、文化財等の保

全に努める。 

 

３ 史跡、名勝及び天然記念物の応急対策 

史跡等の応急対策については、史跡の管理者を中心として、その性質等によって災害時の応急

措置についての指導・助言を行う。 
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第２０節 要配慮者対策 
本節では、要配慮者に関する情報提供や個別避難計画の提供、社会福祉施設に関する対策、児

童や外国人に対する対策について記載する。 

 

第１ 災害時における要配慮者対策 
市は、以下の点に留意し、防災関係機関や地域関係機関等の協力を得ながら、高齢者及び障が

い者等に係る対策を実施する。 

また、災害の発生に際しては、平時より在宅保健福祉サービス等の提供を受けている者に加

え、災害を契機に新たに支援を要する者が発生することから、これらの対象者に、時間の経過に

沿って、的確なサービスの提供を行っていく。 

 

１ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の提供 

災害時には、本編第２章第17節に定めるとおり、避難行動要支援者を把握し、名簿並びに住宅

地図を消防署、警察署、地域等の「避難支援等関係者」に提供する。 

また、被災地域に居住する対象者の状況や、避難所や在宅の対象者の把握のため、住民基本台

帳情報、高齢者情報、障がい者情報に加え、「避難支援関係者」ごとの地域区分や一人暮らし高

齢者、難病患者等の名簿を利用し、地域の協力により、対象者の所在や状況を把握する。 

 

２ 要配慮者への情報提供 

避難行動要支援者を含めた要配慮者に対し、「高齢者等避難」をはじめとした避難情報の提供

を行う。 

また、障がい者等については、平時から利用する情報伝達支援の継続に努めるとともに、災害

時電話発信サービス、ＦＭ放送、新聞、手話付きテレビ放送等を利用することにより、被災した

障がい者及び高齢者、外国人等に対して、生活必需品や利用可能な施設及びサービスに関する情

報等の提供を行う。 

 

３ 避難生活における配慮 

要配慮者については、通常の避難生活に支障があるため、当該要配慮者や家族等の同意を得

て、必要に応じ、それぞれの状況に適した福祉避難所への移送を進める。また、福祉避難所で受

け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計画を作成し、要配慮者が、避難が必要とな

った際に福祉避難所へ直接避難することができるように努める。 

 

４ 要配慮者への生活支援 

（１）必要な支援内容の把握 

介護職員等の派遣や緊急入所等の必要性など、保健福祉ニーズの把握に努める。 

（２）保健福祉サービスの提供 

要配慮者に対する保健福祉サービスの提供を、できる限り速やかに組織的・継続的に開始

する。 
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（３）日常生活の継続に必要な物資やサービスの提供 

避難所等において、被災した高齢者及び障がい者の生活に必要な車椅子、椅子型簡易トイ

レ、おむつ等の物資確保について、備蓄品を活用するとともに、災害時応援協定をとおして

事業所等に協力要請を行う。また、ガイドヘルパー、手話通訳者等の人材の確保に努める。 

 

第２ 社会福祉施設等に係る対策 
１ 入所者の安全確保 

被災社会福祉施設等においては、避難誘導等により、速やかに入所者の安全の確保を図る。 

 

２ 支援要請 

被災社会福祉施設等については、水、食料品等の日常生活用品及びマンパワーの不足数を把握

し、近隣施設、市、県等に支援を要請する。 

 

３ 災害対策本部が行う支援 

（１）被災社会福祉施設等のライフラインの復旧については、あらかじめ施設等を地図上に表示

した上で、優先的な対応が行われるよう事業者に要請する。 

（２）復旧までの間、水、食料品等の必須の日常生活用品等の確保のための措置を講じる。 

（３）ボランティアへの情報提供などを含め、マンパワーの確保に努める。 

 

４ 受入協力の依頼 

災害対策本部は、社会福祉施設等に対し、災害時応援協定を締結するなどにより、施設の機能

を低下させない範囲で、配慮の必要性の高い被災者の一時的な施設への受け入れ（福祉避難所）

に協力していただく態勢の構築を目指す。 

 

第３ 障がい者及び高齢者に係る対策 
避難所や在宅における一般の要配慮者対策に加え、以下の点に留意しながら障がい者及び高齢

者に係る対策を実施する。 

（１）被災した障がい者及び高齢者の迅速な把握に努めること 

（２）掲示板、広報誌、パソコン、ファクシミリ等を活用し、また、報道機関との協力のもと

に、新聞、ラジオ、テレビ放送等を利用することにより、被災した障がい者及び高齢者に対

して、生活必需品や利用可能な施設及びサービスに関する情報等の提供を行うこと 

（３）避難所等において、被災した障がい者及び高齢者の生活に必要な車椅子、障がい者用携帯

便器、医療用機器等の使用が必要とされる者の非常用電源、おむつ等の物資やガイドヘルパ

ー、手話通訳者等の人材について迅速に調達を行うこと 

（４）関係業界、関係団体、関係施設を通じ、供出への協力要請を行う等当該物資の確保を図る

こと 

（５）避難所や在宅における障がい者及び高齢者に対するニーズ調査を行い、介護職員等の派遣

や施設への緊急入所等必要な措置を講ずること 
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（６）障がいの種類及び程度に応じて障がい者が防災及び防犯に関する情報を迅速かつ確実に取

得することができるようにするため、体制の整備充実、設備又は機器の設置の推進その他の

必要な施策を講ずること 

（７）障がいの種類及び程度に応じて障がい者が緊急の通報を円滑な意思疎通により迅速かつ確

実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進

その他の必要な施策を講ずること 

 

第４ 妊産婦及び乳幼児に係る対策 
１ 妊産婦及び乳幼児の把握 

妊産婦や乳幼児は、短時間で状況が変化することから、避難行動要支援者名簿に掲載されない

ことが考えられる。そのため、市は、妊産婦や乳幼児の迅速な把握に努めるとともに、妊産婦や

乳幼児は、避難に時間と支援を要することが多いことを考慮し、優先的な避難等を実施するなど

安全を確保する。 

 

２ 避難所での配慮 

（１）妊産婦や乳幼児は保健上の配慮を要するため、必要に応じて、妊婦、母子専用の休養スペ

ースを確保し、栄養の確保や健康維持のため生活面の配慮を行う。 

なお、妊産婦や乳幼児はそれぞれの時期や月齢、個々人によっても差があることから、医

療、保健、福祉等の専門家と連携し、個別の状況に応じた対応を行う。 

（２）授乳スペースやおむつ交換のできるスペースを確保するとともに、哺乳瓶やお湯の衛生管

理ができる環境を整える。 

 

第５ 児童に係る対策 
１ 要保護児童の把握 

市は、次の方法等により、要保護児童（被災による孤児、遺児及び養育に支障を生じている児

童等）の発見、把握及び支援を行う。 

（１）避難所の責任者等は、避難児童の状況確認に努め、要保護児童を把握した場合は、市又は

児童相談所に対し通報するよう措置を講じる。 

（２）住民基本台帳による犠牲者の確認、災害による死亡者に係る義援金の受給者名簿及び住民

からの通報等を活用し、孤児、遺児を速やかに発見するとともに、その実態把握を行う。 

（３）要保護児童の親族等に情報を提供し、親族による受け入れの可能性を探るとともに、外部

支援が必要な場合には、児童福祉サービスや児童相談所への一時保護、児童養護施設への入

所等を要請する。 

（４）孤児、遺児については、母子父子寡婦福祉資金の貸し付け、遺族年金の早期支給手続き等

の経済的支援についての相談に応じる。 
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２ 児童の保護等のための情報伝達 

市は、市民に対し、ＳＮＳ、掲示板、広報紙等の活用、報道機関の協力により、要保護児童を

発見した際の保護及び市への通報の協力を呼び掛けるとともに、育児関連用品の供給状況、利用

可能な児童福祉サービスの状況、児童福祉施設の被災状況及び復旧状況等について的確な情報提

供を行う。 

 

第６ 外国人に係る対策 
（１）避難所及び在宅の外国人への情報提供 

市は、避難所や在宅の外国人の生活を支援するため、会津若松市国際交流協会などに協力

を求め、語学ボランティアの協力を得て外国人に配慮した生活情報の提供や、チラシ、情報

誌などの発行、配布を行う。 

（２）テレビ、ラジオ、インターネット通信等による情報の提供 

市は、外国人への的確な情報伝達のため、テレビ、ラジオ、インターネット通信等を活用

して、外国語による情報提供に努める。 

（３）相談窓口の開設 

市は、語学ボランティアの協力を得て、速やかに外国人の「相談窓口」を設置し、生活相

談に応じるものとする。 
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第２１節 ボランティアとの連携 
災害時にボランティア活動を円滑かつ効果的に行うために、市社会福祉協議会等の地域ボラン

ティア活動に関係する団体等と協議し、災害時の活動体制や組織づくりに必要な環境整備、ボラ

ンティア活動への参加啓発を行う。 

本節では、迅速にボランティアとの連携体制を構築するため、ボランティアセンターの設置や

運営体制、その役割等について記載する。 

 

第１ 災害ボランティアセンターの設置 
大規模災害時において、市社会福祉協議会は、災害対策本部と協議の上、被災状況等を踏まえ

て「災害ボランティアセンター」を開設する。 

 

第２ 災害ボランティアセンターの設置場所 
災害ボランティアセンターは、災害対策本部と市社会福祉協議会の協議により決定した場所に

設置する。なお、設置にあたっては、災害ボランティアが待機できる場所の確保に配慮する。 

また、特に著しい被害を受けた地域がある場合は、市社会福祉協議会は、現地災害ボランティ

アセンターを設置する。 

 

第３ 災害ボランティアセンターの運営体制 
災害ボランティアセンターは、市社会福祉協議会が中心となって運営し、活動方針や運営につ

いては、災害ボランティアセンター自らの決定に委ねることとする。 

災害対策本部は、ボランティア活動者へ交通情報や宿泊場所等に関する情報提供等を行うとと

もに、市社会福祉協議会への運営支援に努め、センター設置に必要な情報や資機材、活動拠点等

の提供等、環境整備に協力する。また、災害対策本部は、必要に応じ災害ボランティアセンター

に市職員を派遣常駐し、運営支援と相互の情報共有を図る。 

 

第４ 災害ボランティアセンターの役割 
（１）被災者が必要とするボランティア情報の把握 

（２）災害対策本部と連携したボランティアの募集 

（３）災害ボランティアの受入れ及びそのコーディネート 

（４）ボランティア活動に必要な被害箇所、交通、ライフライン等に関する情報の提供 

（５）災害ボランティアに関する災害対策本部との情報共有 

 

第５ ボランティアに協力要請する内容 
（１）避難所における避難者支援（食料や支援物資の配給、子どもとの遊び等） 

（２）被災者宅における支援活動 

（３）救援物資の仕分け、配給 

（４）災害ボランティアセンターの運営協力 

（５）その他災害対策業務への協力 
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第６ ボランティア保険の加入促進 
ボランティア活動中の事故や賠償事故の補償に効果のあるボランティア保険の普及啓発を図

り、ボランティア保険への加入を促進する。  
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第２２節 災害救助法の適用等 
本節では、災害救助法の提供基準や適用時の手続き、適用範囲等について記載する。 

 

第１ 災害救助法の概要 
災害救助法による救助は、大規模な災害が発生した場合又は発生するおそれのある場合に国の

責任において行われ、知事は、法定受託事務としてその救助の実施に当たるものである。 

災害救助法の適用に当たっては、同法、同法施行令、福島県災害救助法施行細則等の定めると

ろにより、速やかに所定の手続きを行うものとする。 

なお、知事に対しては、災害で混乱した時期に迅速に救助業務が遂行できるよう、災害救助法

又は災害対策基本法に基づき、従事命令、協力命令、保管命令等の権限が与えられている。 

 

第２ 災害救助法における留意点 
（１）災害救助法は、住家の被害が一定の基準を超えた場合等に、知事（災害対策本部被災者支

援班）が、市町村の区域単位で適用するものであるので、被害状況の把握については、迅速

かつ的確に行わなければならない。 

（２）被害の認定については、災害救助法適用の判断の基礎資料となるのみならず、救助の実施

に当たって、その種類、程度及び期間の決定にも重大な影響を及ぼすものであるので、適正

に行わなければならない。 

（３）被害の認定は、専門技術的視野に立って行わなければならない面もあり、第一線機関であ

る市町村においては、あらかじめ建築関係技術者等の専門家を確保しておくことも必要であ

る。 

 

第３ 災害救助法の適用基準 
災害救助法による救助は、災害が発生した市町村の人口に応じ、住家が滅失した世帯の数が一

定の基準に達するとともに、被災者が現に救助を必要としている状況にあるとき適用される。 

 

１ 適用基準 

（１）住家の減失した世帯の数が本市で 100世帯以上に達した場合（施行令第１条第１項第１号） 

（２）福島県の区域内の被害世帯数が 1,500世帯以上に達し、本市における被害世帯数が 50世帯

以上に達した場合（施行令第１条第１項第２号） 

（３）福島県の区域内の被害世帯数が 7,000世帯以上に達し、本市における被害世帯数が多数で

ある場合（施行令第１条第１項第３号前段） 

なお、この場合の「多数」については、被害の態様や周囲の状況に応じて、個々に判断す

べきものであるが、基準としては各市町村の救護活動に任せられない程度の被害であるか否

かによって判断される。 

（４）災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とす

る特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した場合（施行令第１条第１項

第３号後段） 

なお、この場合の例を次に示す。 
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① 被害世帯を含む被害地域が他の集落から隔離又は孤立している等のため、生活必需品等の

補給が極めて困難な場合で、被災者の救助に特殊の補給方法を必要とする場合 

② 有毒ガスの発生、放射性物質の放出等のため、被災者の救助が極めて困難であり、そのた

め特殊の技術を必要とする場合 

（５）多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合（施行令第１条第１

項第４号） 

① 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が避難して継続的に救

助を必要とする場合であり、具体的には次のような場合であること 

ア 火山噴火、有毒ガスの発生、放射性物質の放出等のため、多数の住民が避難の指示を受

けて避難生活を余儀なくされる場合 

イ 船舶の沈没、交通事故、爆発事故等の事故により多数の者が死傷した場合 

② また、り災した者に対する食品若しくは生活必需品等の給与等について特殊の補給方法を

必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊な技術を必要とする場合とは、具体

的には次のような場合であること 

ア 交通路の途絶のため多数の登山者等が放置すれば飢餓状態に陥る場合 

イ 火山噴火、有毒ガス発生等のため多数の者が危険にさらされている場合 

ウ 豪雪により多数の者が危険状態となる場合 

【具体的な判断基準】 

（ア）平年に比して短期間の異常な降雪及び積雪による住家の倒壊等又はその危険性の増大 

（イ）平年、孤立したことのない集落の交通途絶による孤立化 

（ウ）雪崩発生による人命及び住家被害の発生 

 

２ 大規模な災害における速やかな適用 

大規模な地震災害等が発生した場合など、住民の避難が続き継続的に救助を必要なことが明ら

かな場合は、市町村から被害の情報が入手できなくても数値基準によらず速やかに本節第３１

（４）を適用し、救助を行う。 

 

３ 災害が発生するおそれ段階の適用（法第２条第２項） 

災害が発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第23条の３第１項に規定する特定

災害対策本部、同法第24条第１項に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の２第１項に規定

する緊急災害対策本部が設置され、同法第23条の３第２項（同法第24条第２項又は第28条の２第

２項において準用する場合を含む。）の規定により当該本部の所管区域として本県が告示された

とき、市町村の区域内において当該災害により被害を受けるおそれがある場合には、災害救助法

による救助を行うことができる。 
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第４ 住家滅失世帯の算定等 
災害救助法適用基準における「住家滅失世帯数」の算定に当たっては、住家の滅失（全焼・全

壊・全流失）した世帯を標準としており、住家が半壊、半焼等著しく損傷した世帯については２

世帯をもって１世帯とし、床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住不可能となった世帯に

ついては３世帯をもって１世帯とみなす。 

被害の認定基準については、資料編資料３-９（災害に係る住家の被害認定の概要）のとおりで

ある。 

 

第５ 災害救助法の適用手続き 
災害救助法による救助は、市町村の区域単位で実施されるものであり、市における被害が本節

第３１（１）又は第３１（４）に掲げた適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みであ

るときには、市長は、直ちにその旨を知事（災害対策本部被災者支援班）に情報提供しなければ

ならない。 

 

第６ 救助の実施状況の記録及び報告 
救助の実施機関は、災害救助法に基づく救助の実施状況を救助実施記録日計票として日ごとに

整理記録するとともに、その状況を日報に取りまとめて、市においては県（災害対策本部被災者

支援班）に報告するものとする。 

この場合、取りまとめた状況はとりあえず電話等により提供し、後日文書による情報提供を行

うことで差し支えない。 

 

第７ 災害救助法による救助の種類及び職権の委任等 
１ 救助の種類 

災害救助法による救助の種類は以下のとおりである。 

なお、災害発生のおそれ段階での救助として国費負担の対象となるのは、下記の内、(1)避難所

の設置、(17)応急救助のための輸送、(18)応急救助のための賃金職員等となる。 

（１）避難所の設置 

（２）応急仮設住宅の供与 

（３）炊き出しその他による食品の給与 

（４）飲料水の供給 

（５）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（６）医療 

（７）助産 

（８）福祉サービスの提供 

（９）被災者の救出 

（10）被災した住宅の応急修理 

（11）生業に必要な資金の給与又は貸与 

（12）学用品の給与 

（13）埋葬 
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（14）死体の捜索 

（15）死体の処理 

（16）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼ

しているものの除去 

（17）応急救助のための輸送 

（18）応急救助のための賃金職員等 

 

２ 救助費の繰替支弁 

災害救助法第30条の規定により、市長が救助費用を繰替支弁したときの交付金の交付について

は、「災害救助費繰替支弁金交付要綱」に基づき行うものとする。 

３ 迅速な救助の実施 

市は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あらかじめ救助に必要な

施設、設備、人員等について意見交換を行うとともに、事務委任制度や救助実施市制度の積極的

な活用により役割分担を明確化するなど、調整を行っておくものとする。 

 

第８ 激甚災害の指定 
災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害「激甚災害」に相当する被害を受けた場合

は、災害の状況を速やかに調査して、早期に激甚災害の指定が受けられるよう措置し、公共施設

の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう努める。市は、県が行う激甚災害及び局地激甚

災害に関する調査等について協力する。 
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第２３節 被災者生活再建支援法に基づく支援 
本節では、被災者生活再建支援法の適用に関する基準や適用範囲、必要な手続き等について記

載する。 

 

第１ 被災者生活再建支援法の適用 
１ 被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給 

一定規模以上の自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、「被災者生活

再建支援法」（以下「支援法」という。）に基づき支援金を支給することにより、その生活の再

建を支援し、もって住民生活の安定と被災地の速やかな復興に資するものとする。 

 

２ 支援法の対象となる自然災害 

自然災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害

で、支援法施行令で定める内容となる。 

 

３ 支援法の対象となる世帯 

支援法の対象となる被災世帯は下記のとおり。 

（１）全壊世帯（支援法第２条第２号イ） 

（２）解体世帯（支援法第２条第２号ロ） 

（３）長期避難世帯（支援法第２条第２号ハ） 

（４）大規模半壊世帯（支援法第２条第２号ニ） 

（５）中規模半壊世帯（支援法第２条第２号ホ） 

 

４ 支援法の適用手続き 

（１）市の被害状況報告 

市長は、当該自然災害に係る被害状況を収集し、速やかに知事に報告する。 

（２）県の被害状況報告及び公示 

知事は、市長からの報告を精査した結果、発生した災害が支援法対象の自然災害に該当す

ると認めた場合は、速やかに内閣府政策統括官（防災担当）及び被災者生活再建支援法人に

報告するとともに、支援法対象の自然災害であることを公示する。 

 

５ 支援金支給の基準 

住宅の被害程度に応じて「基礎支援金」、住宅の再建方法に応じて「加算支援金」が支給され

る。 
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（単位：万円） 

区分 
基礎支援金 加算支援金 

計 
支給額 住宅の再建方法 支給額 

複数世帯 

全壊世帯 

100 

建設・購入 200 300 

解体世帯 補修 100 200 

長期避難世帯 賃借 50 150 

大規模半壊世帯 50 

建設・購入 200 250 

補修 100 150 

賃借 50 100 

中規模半壊世帯 - 

建設・購入 100 100 

補修 50 50 

賃借 25 25 

単数世帯 

全壊世帯 

75 

建設・購入 150 225 

解体世帯 補修 75 150 

長期避難世帯 賃借 37.5 112.5 

大規模半壊世帯 37.5 

建設・購入 150 187.5 

補修 75 112.5 

賃借 37.5 75 

中規模半壊世帯 - 

建設・購入 75 75 

補修 37.5 37.5 

賃借 18.75 18.75 

 

第２ 罹災証明書の交付 
被災者の各種支援措置を実施するためには、罹災証明書が必要となるため、災害発生後早期に

罹災証明書を速やかに交付する体制を確立する。 

（１）市は、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部署と応急危険度判定担当部署とが非常

時の情報共有体制についてあらかじめ検討し、必要に応じて、発災後に応急危険度判定の判

定実施計画や判定結果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう努める。 

また、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住

家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施する。 

（２）罹災証明書の発行にあたっては、被災者の利便を図るため、専用窓口を設置するととも

に、被災者への交付手続き等についての広報に努める。 

その際、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査

等、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要

性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について説明するものとする。 
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第３ 被災者台帳の作成 
１ 被災者台帳の作成 

被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するために、被災者の援護を実施するための基礎とす

る台帳（被災者台帳）の作成に努める。 

（１）被災者台帳に記載する内容 

① 氏名 

② 生年月日 

③ 性別 

④ 住所又は居所 

⑤ 住家の被害その他市町村が定める種類の被害の状況 

⑥ 援護の実施の状況 

⑦ 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

⑧ 電話番号その他の連絡先 

⑨ 世帯の構成 

⑩ 罹災証明書の交付の状況 

⑪ 台帳情報を市町村以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、その提

供先 

⑫ 台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時 

⑬ 被災者台帳の作成にあたって行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号を利用する場合には、被災者に係る個人

番号（マイナンバー） 

⑭ その他被災者の援護の実施に関し市長が必要と認める事項 

（２）台帳情報の利用及び提供 

① 台帳情報の提供 

市長は、以下のいずれかに該当すると認めるときは、台帳情報を利用の目的以外の目的の

ために自ら利用し、又は提供することができる。なおこの場合、被災者に係る個人番号（マ

イナンバー）は含まないものとする。 

ア 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき 

イ 市が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき 

ウ 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、

被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき 

② 台帳情報の提供に関し必要な事項 

台帳情報の提供を受けようとする者（申請者）は、以下の事項を記載した申請書を、台帳

情報を保有する市長に提出しなければならない。 

ア 申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地） 

イ 申請に係る被災者を特定するために必要な情報 

ウ 提供を受けようとする台帳情報の範囲 

エ 提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係る者が含まれる場合にはその使用

目的 
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オ 台帳情報の提供に関し市長が必要と認める事項 

 

第４ 被災者の生活再建支援 
１ 平時からの支援体制の整備 

市は、平時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、地域の実情に応じ、災害ケ

ースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対

するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）などの被災者支援の仕組みの整備等に努めるも

のとする。 

また、国のクラウド型被災者支援システム等の被災者支援業務を支援するシステムを活用する

など、当該業務の迅速化・効率化を積極的に検討するものとする。 

 

２ きめ細かな支援の実施 

市は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害

ケースマネジメントの実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細かな

支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるものとす

る。 
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第４章 災害復旧・復興 
 

第１節 施設の復旧対策 
本節では、施設の災害復旧・復興に必要な災害復旧事業計画の作成に関する方針やその種類等

について記載する。 

 

第１ 災害復旧事業計画の作成 
災害復旧計画については、災害応急対策の終了後、被害の程度を十分検討した後、災害の実態

把握と併せて計画を検討するものとする。 

なお、その基本方針は、災害発生後、被災した各施設の原形復旧に併せて、再度災害の発生を

防止するため必要な施設の整備を行う等、将来の災害に備える事業の対策内容とし、また、被災

状況を的確に把握し、速やかに効果が上がるよう、関係機関は十分連絡調整を図り、事業期間の

短縮に努める。 

 

１ 復旧事業計画の基本方針 

復旧事業計画の基本方針については、次のとおりである。 

（１）災害の再発防止 

復旧事業計画の樹立に当たっては、被災原因、被災状況等を的確に把握し、再度災害の防

止に努めるよう関係機関は、十分連絡調整を図り、計画を作成する。 

（２）災害復旧事業期間の短縮 

復旧事業計画の樹立に当たっては、被災状況を的確に把握し、速やかに効果の上がるよ

う、関係機関は十分連絡調整を図り、事業期間の短縮に努める。 

 

２ 災害復旧事業の種類 

（１）公共土木施設災害復旧事業計画 

（２）農林水産施設災害復旧事業計画 

（３）都市災害復旧事業計画 

（４）上、下水道災害復旧事業計画 

（５）住宅災害復旧事業計画 

（６）社会福祉施設災害復旧事業計画 

（７）公立医療施設、病院等災害復旧事業計画 

（８）学校教育施設災害復旧事業計画 

（９）社会教育施設災害復旧事業計画 

（10）復旧上必要な金融その他資金計画 

（11）その他の計画 
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第２ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 
市は、被災施設の復旧事業計画を速やかに作成するとともに、その費用の全部又は一部を、国

又は県が負担又は補助するものについては、復旧事業費の決定及び決定を受けるため査定計画を

策定し、国の災害査定実施が速やかに行えるよう努める。 

このうち、特に公共土木施設の復旧については、被災施設の災害の程度により、緊急の場合に

応じて公共土木施設災害復旧費国庫負担法その他に規定する緊急査定が実施されるよう必要な措

置を講じる。 

なお、災害復旧事業として採択され得る限度及び範囲については、国庫負担法、同施行令、同

施行規則、国庫負担法事務取扱要綱及び同査定方針により明らかにされている。 

災害復旧事業費の決定は、知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査に基づ

き決定されるが、法律又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担又は補助して行う災害

復旧事業及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（以下この節において

「激甚法」という。）に基づき援助される事業は、以下のとおりである。 

 

１ 法律に基づき一部負担又は補助するもの 

（１）公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

（２）公立学校施設災害復旧費国庫負担法 

（３）公営住宅法 

（４）土地区画整理法 

（５）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

（６）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（７）予防接種法 

（８）都市災害復旧は、都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針に基づき、予算の範囲内で

事業費の２分の１を国庫補助する。 

（９）農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 

（10）県が管理している公立公園施設に関する災害復旧助成措置 

 

２ 激甚災害に係る財政援助措置 

災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）が発生した場

合には、市は、災害の状況を速やかに調査し実情を把握して、早期に激甚災害の指定が受けられ

るよう措置し、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置するものとする。

激甚災害の指定については、本編第３章第２２節第８に示すとおりである。 

なお、激甚災害に係る公共施設等の復旧に対する財政援助措置の対象は、以下のとおりであ

る。 

（１）公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

（２）農林水産施設災害復旧事業等に関する特別の助成 

（３）中小企業に関する特別の助成 

（４）その他の財政援助及び助成 
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第３ 災害復旧事業の実施 
市、県、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等は、復旧事業を早期に実施

し、災害により被害を受けた施設の復旧を迅速に行うため、実施に必要な職員の配備、職員の応

援及び派遣等活動体制について、必要な措置を講ずるものとする。 

復旧事業の事業費が決定され次第速やかに実施できるように措置し、復旧事業の実施効率を上

げるよう努めるものとする。 
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第２節 被災地の復旧対策 
本節では、被災地の復旧対策として、義援金の受入れや配分、被災者への公営住宅の提供、企

業等への融資に関する事項を記載する。 

 

第１ 義援金の配分 
１ 義援金の受入 

市は、義援金受付窓口を設置するとともに、日本赤十字社福島県支部、インターネット等を通

じて募金を依頼する。 

 

２ 義援金の配分 

市は、義援金配分委員会を組織し、被災者数、被災者世帯数、被災状況等を考慮して義援金の

配分を決定する。 

また、県や日本赤十字社奉仕団等関係団体の協力を得て被災者に分配する。 

 

第２ 被災者の生活確保 
１ 公営住宅の一時使用 

 

項目 概要 

実施機関等 

・公営住宅及び特定公共賃貸住宅（以下、「公営住宅等」と

いう。）の一時使用に関する計画の立案と実施は、市長が

行うものとする 

・県及び市は、平時においてあらかじめ災害時に一時使用が

可能な公営住宅の把握に努めるものとする 

・一時使用は、地方自治法第238条の４第７項による目的外

使用許可により行う 

実施方法等 

一時使用対象者 

災害により被災し、自らの資力では住宅を確保できない者で

あって、次に掲げるいずれかに該当する者とする 

・住宅が全壊、全焼又は流失した者であること 

・居住する住宅がない者であること 

・生活保護法の被保護者もしくは要保護者 

・特定の資産を持たない、失業者、未亡人、母子世帯、高齢

者、病弱者、身体障がい者及び小企業者 

・これらに準ずる者であること 

一時使用対象者の選定 

・公営住宅の一時使用者の選定については、住宅を所管する

地方公共団体の長が行うものとする 

・公募によらない入居とし、収入基準等の入居資格要件を問

わないものとする 

一時使用の条件 

一時使用の条件は、原則として住宅を所管する地方公共団体

が次の事項に留意し定めるものとする。ただし、同一市町村

内に市町村営及び県営の公営住宅等が提供される場合は、そ

れぞれを所管する地方公共団体が協議の上、統一の条件を定

めるものとする 

・一時使用の期間 

・家賃及び敷金の負担者 
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項目 概要 

・電気、ガス、水道並びに共益費の負担者 

・退去時の修繕義務 

その他は、公営住宅法、同法施行令並びに特定優良賃貸住宅

の供給の促進に関する法律、同法施行令及び福島県住宅等条

例並びに市の住宅等に係る条例を準用する 

一時使用させる住宅の戸

数 

・一時使用させる戸数は、公営住宅等の通常の入居希望者に

支障が出ない範囲で行うものとする 

・市は、市の公営住宅等の提供では住宅が不足する場合に、

周辺市町村又は県（建築総室）に公営住宅等の提供を依頼

するものとする 

正式入居の措置 

一時使用を行った者については、公営住宅法又は特定優良賃

貸住宅の供給の促進に関する法律の入居資格要件に該当す

る者については、必要に応じて、公営住宅法第22条、同政令

第５条又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施

行規則第26条第３項に基づく特定入居として正式入居とす

る 

 

２ 市・県税等の減免等の措置 

被災者の納付すべき国税及び地方税については、法令及び条例の規定に基づき、申告、申請、

請求、その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限の延長、徴収猶予及び減免の措置を

災害の状況に応じて実施する。 

 

３ 県による生活必需品等の安定供給の確保 

（１）生活必需品等の価格及び需給動向の把握 

大規模な地震発生後の生活必需品等の価格及び需給動向の把握に努める。 

（２）特定物資の指定等 

状況により特定物資の指定を行い、適正な価格で売り渡すよう指示する。 

（３）関係機関等への協力要請 

生活必需品等の著しい不足、価格の異常な高騰を防ぐことを目的として、国、他の都道府

県及び事業者団体等に対し、情報提供、調査、集中出荷、その他の協力要請を行う。 

 

第３ 災害弔慰金の支給 
市長は、災害弔慰金の支給等に関する法律の第３条第１項に該当する場合に、市の条例に基づ

き、死亡した住民の遺族に対して災害弔慰金を支給する。 

 

１ 対象災害 

（１）１市町村において住居が５世帯以上滅失した災害 

（２）県内において住居が５世帯以上滅失した市町村が３以上ある場合の災害 

（３）県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災害 

（４）災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が２以上ある場合の災害 
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２ 支給限度額 

死亡時において、支給を受ける遺族の生計を維持していた者の場合500万円、その他の者の場合

250万円を限度として支給する。 

 

第４ 被災者への融資 
１ 農林水産業関係 

県（農業支援総室、生産流通総室、森林林業総室）は、天災により農作物、経営施設等に被害

を受けた農林漁業者の再生産等に必要な資金が低利で融資されるよう措置し、農林漁業経営の維

持・安定を図るものとする。 

 

２ 商工関係（中小企業への融資） 

県（商工労働総室）は、天災により事業活動に支障を生じた中小企業等の経営安定に必要とす

る設備・運転資金を低利で融資するものとする。 

また、県信用保証協会は、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置を講ずるものと

する。 

 

３ 住宅関係 

県（建築総室）は、天災により住宅に被害を受けた県民に対し、住宅金融支援機構から低利で

融資を受けるための認定業務及びあっせんを行い、罹災者の住宅再建を支援する。 

 

４ 福祉関係 

（１）生活福祉資金制度の災害援護資金の貸付 

① 福祉支援（緊急小口資金） 

県社会福祉協議会は、被災した低所得者が緊急かつ一時的に生活の維持が困難となった場

合、小額の資金を融資するものとする。 

② 福祉資金（災害援護資金） 

県社会福祉協議会は、被災した低所得者（災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害

援護金の貸付対象となる世帯を除く。）に対し、災害を受けたことによる困窮から自立更生

するのに必要な融資をするものとする。 

（２）災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸付 

市は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害により被害を受けた世帯の世帯主

に対して生活の立て直しに必要な資金を融資するものとする。 

 

 


